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１ 計画策定の目的 

誰もがかけがえのない存在として人権が尊重され、自由で多様な生き方を選択で

きる社会の実現は、全ての人の願いであり、区としても区民一人一人が充実した生

活を実感できるまちを目指してきました。 

こうした社会を実現するためには、性別、年齢、国籍、障がいの有無、性的指向 ・

ジェンダーアイデンティティ等にかかわらず、互いを尊重し、個性と能力を十分に

発揮できる環境を整備することが不可欠です。 

本計画は、「男女共同参画社会基本法」「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律（以下『配偶者暴力防止法』という。）」「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律 （以下 『女性活躍推進法』という。」「困難な問題を抱える女性

への支援に関する法律 （以下 『困難女性支援法』という。）」等に基づく行動計画を包

含し、誰もが自分らしく生きることのできる社会の実現に向け、区政各分野におい

て必要な施策を総合的に推進するものです。 

 

２ 計画策定の背景 

（１）国際社会の動き 

国際社会では、平成７ （1995）年の第４回世界女性会議における 「北京宣言 ・行動

綱領」が男女共同参画を推進する基本的な指針として位置付けられ、各国での制度整

備や政策展開の出発点となりました。 

その後、平成 27 （2015）年に国連で採択された 「持続可能な開発目標 （ＳＤＧｓ）」

では、「ジェンダー平等を達成し、全ての女性 ・女児の能力強化を行う （目標５）」が

掲げられています。ジェンダー平等は、教育 （目標４）、健康 （目標３）、貧困削減 （目

標１）、経済成長 （目標８）、平和と公正 （目標 16）等、他の全ての目標の達成を支え

る不可欠な要素とされ、その実現は国際社会全体の共通課題となっています。 

また、日本も批准している国連女性差別撤廃条約 （ＣＥＤＡＷ）に基づき、国は定

期的に実施状況を国連に報告しており、条約委員会から、女性の政治参画の拡大、雇

用における格差是正、性暴力やハラスメントへの対策強化、教育現場での固定的性別

役割意識の是正等、多岐にわたる勧告を受けています。これらの勧告は、国の政策の

みならず、地方自治体の計画にも反映され、社会全体でジェンダー平等を推進してい

くことが求められています。 

近年はさらに、社会の方向性がＳＤＧｓの目標達成から一歩進み、区民一人一人の

“満足感”や “自己実現”を重視する 「ウェルビーイング＊1」の考え方へと広がりつ

つあります。ジェンダー平等の実現は、単に国際的な義務にとどまらず、全ての人が

                            
＊1 ウェルビーイング：身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみな

らず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。 
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自分らしく生き、充実した生活を送ることができる社会の基盤として、世界的にも重

要な位置付けを与えられています。 

 

 

 

（２）国の動き 

国は、第６次男女共同参画基本計画 （令和７ （2025）年 12 月閣議決定予定 （変更の

予定））に向けた検討を進めており、第５次計画で掲げられた 「誰一人取り残さない」

理念を継承しつつ、ジェンダー平等、女性活躍、ハラスメント対策、困難女性支援の

強化等を重点に据えています。（※国の計画改定を踏まえ変更予定） 

また、こども基本法 （令和５ （2023）年施行）、性的指向及びジェンダーアイデンテ

ィティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 （以下 『ＬＧＢＴ理解増進法』

という。） （令和５ （2023）年施行）、配偶者暴力防止法、困難女性支援法、障害者差別

解消法改正等、包摂社会の基盤となる法制度が相次いで整備されました。 

さらに、女性活躍推進法は令和７（2025）年に改正され、施行期間が 10 年延長さ

れるとともに、企業の行動計画や情報公表の強化が図られています。 

 

① 男女共同参画基本計画 

平成 11 （1999）年に制定された 「男女共同参画社会基本法」に基づき、平成 12

（2000）年に 「男女共同参画基本計画」が策定され、平成 17 （2005）年に第２次、

平成 22 （2010）年に第３次、平成 27 （2015）年に第４次の男女共同参画基本計画

 

 

 

 

ウェルビーイング（Well-being）は、身体的・精神的・社会的に良好な状態にあること

を指し、文部科学省では「身体的・精神的・社会的に満たされた状態」と示されています。

内閣府も、満足度や生活の質に関する調査を通じて、人々の暮らしや社会全体の状況を多

面的に把握する視点を重視しており、ウェルビーイングを個人の幸福だけでなく、地域や

社会の豊かさも含めて考えることが重要だとしています。経済的な指標だけでは捉えき

れない生活の質や安心感、つながりなどを重視する考え方が広がっていることも背景に

あります。 

 

ウェルビーイングの向上には、心身の健康、安定した暮らし、人とのつながり、学びや

挑戦の機会、自分らしさの尊重など多様な要素が関わります。また、孤立を防ぎ、安心し

て生活できる地域環境を整えることなど、社会全体の支えも重要です。こうした視点は、

ＳＤＧｓがめざす持続可能な社会づくりとも深く関連します。 

 

男女共同参画の取組は、性別にかかわらず一人一人が安心して暮らし、自分の力を発揮

できる環境づくりを進めるものであり、地域のウェルビーイングの向上に直結します。 

ウェルビーイング 
～一人ひとりが「よりよく生きる」社会へ～ 

コラム 
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が策定され、男女共同参画社会の促進が図られてきました。 

令和２ （2020）年 12 月には、「第５次男女共同参画基本計画～全ての女性が輝

く令和の社会へ～」が策定され、以下に掲げる４つの社会の実現を通じて、男女

共同参画社会の形成の促進を図ることとされました。同計画では、令和 12 （2030）

年度末までの 「基本認識」並びに令和７ （2025）年度末までを見通した 「施策の

基本的方向」及び「具体的な取組」が定められています。 

 男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性

に富んだ、活力ある持続可能な社会 

 男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

 仕事と生活の調和が図られ、男女がともに充実した職業生活、その他の社会

生活、家庭生活を送ることができる社会 

 あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、ＳＤＧｓで掲げ

られている包摂的かつ持続可能な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国

際社会と協調する社会 

現在、第６次男女共同参画基本計画に向けた検討が進められており、第５次計

画で掲げられた「誰一人取り残さない」理念を継承しつつ、女性の経済的自立、

政治・意思決定過程への参画、暴力の根絶、ハラスメント対策、困難女性支援、

そしてウェルビーイングの実現などが重点に据えられています。（※国の計画改

定を踏まえ変更予定） 

 

② 働く場における環境整備 

【雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女

雇用機会均等法）】 

・ 昭和 60（1985）年に制定され、その後、数次の改正により均等な機会・待遇

の確保やセクシュアル・ハラスメント防止の強化が進められました。平成 29

（2017）年改正では妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止やマタニテ

ィ・ハラスメント防止措置が義務化されました。 

【育児・介護休業法】 

・ 平成３（1991）年に制定され、改正を重ねてきました。平成 29（2017）年改

正では介護休業制度の改善や取得しやすい環境整備が強化され、令和４（2022）

年改正では「産後パパ育休（出生時育児休業）」が創設されて分割取得が可

能となり、男性の育児参加を後押しする仕組みが整いました。令和７（2025）

年改正では「次世代育成支援対策推進法」とあわせた見直しにより、男女と

も仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現する

ための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確

認の義務化などが行われました。 
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【女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）】 

・ 平成 28（2016）年に施行され、行動計画策定や情報公表が義務化されました。

令和４（2022）年改正では、対象が常時雇用 101 人以上の企業に拡大され、

男女間賃金格差の情報公表も義務化されました。同年には「女性デジタル人

材育成プラン」も策定され、成長産業における女性活躍が推進されています。 

【労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律（労働施策総合推進法）】 

・ 令和元（2019）年の改正により、パワー・ハラスメント防止対策が法制化さ

れました。 

 

③ 家庭や地域における環境整備 

【配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（配偶者暴力防止法）】 

・ 平成 13（2001）年に制定され、改正を重ねてきました。令和６（2024）年改

正では、保護命令制度の拡充や被害者支援の強化が行われました。 

 

【児童福祉法・児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）】 

・ 体罰禁止の明確化等、権利擁護を強化する改正が令和元（2019）年までに行

われました。令和５（2023）年には「こども基本法」が施行され、全ての子

どもの権利を保障し、社会全体で育ちを支えることが明確に位置付けられま

した。 

【困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（困難女性支援法）】 

・ これまで女性支援については、売春防止法に基づく「保護・更生」の枠組み

にありましたが、令和６（2024）年に施行された「困難な問題を抱える女性

への支援に関する法律（困難女性支援法）」に基づいて、基本的な方針が定

められました。それにより、自治体に対して困難を抱える女性への包括的な

支援体制の整備が求められています。 

 

④ その他 

・ 平成 30（2018）年に「民法」が改正され、婚姻開始年齢が男女ともに１８歳

に統一されました（令和４（2022）年施行）。 

・ 平成 30（2018）年に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」

が制定され、国会や地方議会における女性の参画促進が図られています。 

・ 性犯罪・性暴力対策については、「刑法」が平成 29（2017）年に改正され、

性犯罪規定の見直しが行われました。また、「性犯罪・性暴力対策の強化方

針」（令和２（2020）年度～４（2022）年度集中強化期間）に基づく取組が

進められてきました。 
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・ 令和５（2023）年に「ＬＧＢＴ理解増進法」が施行され、性的指向・ジェン

ダーアイデンティティに関する差別禁止の理念が初めて国法で明示されまし

た。また、同性婚の法制化を求める訴訟や自治体によるパートナーシップ制

度の広がりなど、多様性を尊重する動きが進展しています。 

・ 「女性版骨太の方針」に基づき、女性管理職比率の引上げや賃金格差是正、

フェムテック活用など女性の経済的自立に向けた政策が強化されています。 

・ 令和５（2023）年には「孤独・孤立対策推進法」が施行され、社会全体で孤

独・孤立に対応する仕組みが整えられました。 

（３）東京都の動き 

東京都は、第４次男女平等参画推進総合計画 （令和４ （2022）年度～８ （2026）年

度）に基づき、誰もが安心して働き続けられる社会の仕組みづくり、固定的性別役割

分担意識の変革、男女間のあらゆる暴力の根絶を重点課題に掲げ、施策を推進してい

ます。 

この計画の３本柱として、「男女平等参画の推進に向けた意識改革（マインドチェ

ンジ）」、「ライフ・ワーク・バランスの実現と働く場における女性の活躍推進」、「配偶

者暴力対策」が位置付けられており、都内企業や地域社会での女性活躍の拡大やハラ

スメント防止、育児 ・介護と仕事の両立支援、性暴力やドメスティック・バイオレン

ス（ＤＶ）被害者への支援等、多岐にわたる取組が進められています。 

令和７ （2025）年度からは、男女平等参画審議会で改定に当たっての基本的考え方

の検討が始まり、令和８（2026）年度に、答申を踏まえた改定が行われる予定です。

次期計画では、都の総合計画である「2050 東京戦略」の実現に向け、2035 年を見据

えた重点施策として、無意識の思い込み （アンコンシャス・バイアス）＊2の払拭、経

済や意思決定分野における女性参画の強化、ライフステージを通じた能力発揮の環境

整備などを重点的に推進していくこととされています。都の女性活躍推進条例の策定

に向けた具体的な動きも進んでおり、都内の事業所における、女性の活躍の場を広げ

るための枠組みが検討されています。 

また、新たな人権課題にも対応しており、令和７ （2025）年４月施行された 「東京

都カスタマーハラスメント防止条例」をはじめ、女性の健康課題に関する支援拠点

（「はたらく女性スクエア」等）の整備、女子中高生向けのＳＴＥＭ分野キャリア支援

※や男性の家事 ・育児参画促進、配偶者暴力相談支援センターの拡充等、多様な層を

対象とした実効的な施策が展開されています。 

そのほか、令和６ （2024）年３月には、「困難な問題を抱える女性への支援に関する

法律」及び「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針」

                            
＊2 無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）：性別や年齢、学歴などに対して、知らず知らず

のうちに偏った見方をしてしまうこと。男女共同参画の分野では、働き方や暮らし方の根底に長年

にわたって形成されてきた固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見・固定観念が課題となっ

ている。 
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を踏まえ、令和６ （2024）年度から 10 （2028）年度までを計画期間とする 「困難な問

題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する東京都基本計画が策定されま

した。 

 

（４）荒川区の取組 

平成２ （1990）年に 「男女共同参画をめざす あらかわ 推進計画」を策定し、平成

８（1996）年には、男女共同参画の取組の推進拠点として荒川区立男女平等推進セン

ター(アクト２１)を開設しました。 

以降、平成 13 （2001）年には、男女共同参画社会基本法に基づく行動計画として 「荒

川区男女共同参画社会推進計画」を策定し、その後、平成 23 （2011）年に第３次計画、

平成 28（2016）年に第４次計画を策定する等、計画的に取組を進めてきました。 

平成 27 （2015）年 11 月には、「荒川区配偶者暴力相談支援センター」及び 「荒川区

配偶者暴力相談支援地域協議会」を設置、令和７ （2025）年度には 「荒川区困難な問

題を抱える女性支援調整会議」を設置して、配偶者暴力の被害者の支援を総合的に推

進しています。また、平成 30 （2018）年には性的マイノリティの専門相談窓口を設置

し、令和４ （2022）年には荒川区同性パートナーシップ制度を導入する等、性的マイ

ノリティの偏見・差別の解消や相談機能の充実に向けた取組を推進してきました。 

令和３（2021）年には第５次計画を策定し、男女平等推進センター（アクト２１）

を拠点にした啓発や相談支援の充実を図り、配偶者暴力相談支援センターを中心とし

たＤＶ被害者支援、子ども家庭総合センターによる児童相談機能の強化など、地域に

根ざした幅広い施策を展開してきました。 

 

 

 

「ＳＴＥＭ教育」とは、Science（科学）・Technology（技術）・Engineering（工学）・

Mathematics（数学）の４分野を統合して学ぶ教育のことです。 

 

今、ＡＩやＩｏＴ※の技術革新が急速に進む中では、これまで「理科系／文系」という

枠にとらわれず、複数の知識を横断して活用する力が求められています。 

たとえば、数学で学んだ数理の考え方を科学の実験に応用し、技術を使ってものを設

計・工学的に作り出す――それがＳＴＥＭ的な学びです。 

 

自治体や学校では、ＳＴＥＭをさらに広げて「芸術・文化・倫理・政治・経済」なども

含めた“ＳＴＥＡＭ教育”として展開されつつあります。私たちの地域でも、子どもたち

が「知る・つくる・問いかける」機会を持てるよう、ＳＴＥＭ教育の視点を取り入れた学

びや活動を応援したいと考えています。 

 

※ＩｏＴ(Internet of Things)とは、家電や設備、各種機器などの「モノ」をインターネットに接続し、

情報の収集や管理、制御を行う技術のこと。 

ＳＴＥＭ教育で未来を切りひらく 
 

コラム 
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３ 計画の位置付け 

本計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項に基づく市町村行動計画であ

るとともに、各分野の関連計画とも連携し、全ての人が自分らしく生きることができ

る誰一人取り残されないジェンダー平等社会の実現を目指し、男女共同参画を推進す

るための実行プランです。 

本計画は、以下の法制度に基づく市町村計画を包含しています。 

 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第２条の３第３

項に規定する市町村基本計画 

 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条第２項に規定する

市町村推進計画 

 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（困難女性支援法）」第８条

第３項に規定する｢市町村基本計画｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒川区 
男女共同参画 

社会推進計画 

（内容） 

・男女共同参画推進計画 

・配偶者暴力対策基本計画 

・女性活躍推進計画 

・困難な問題を抱える女性

支援基本計画 

荒川区 

男女共同参画 

社会推進計画 

 

荒 川 区 基 本 構 想 

関連計画 

○男女共同参画
社会基本法 

○配偶者からの
暴力の防止及
び被害者の保
護等に関する
法律（配偶者
暴力防止法） 

○女性の職業生
活における活
躍の推進に関
する法律（女
性活躍推進
法） 

〇困難な問題を
抱える女性へ
の支援に関す
る法律（困難
女性支援法） 

○ 荒川区健康増進計画 

○ 荒川区子ども・若者 

総合計画 等 
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４ 計画の概要 

（１）計画の期間 

令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度までの５年間とします。 

 

（２）計画策定の体制 

本計画の策定に当たり、学識経験者及び区内の様々な分野で活動をしている区民委

員で構成される 「荒川区男女共同参画社会推進区民会議」、庁内組織である 「荒川区男

女共同参画社会推進委員会」において検討を行いました。 

また、荒川区政世論調査 （以下 「区政世論調査」といいます。）、子ども・若者総合

計画策定のためのニーズ調査の結果を参考とし、関係団体への意見聴取と併せて、広

く区民の意見聴取を行い、計画の策定を行いました。 

 

（３）計画の進捗管理・評価 

本計画に掲げた事項は、毎年度、区民参画による 「荒川区男女共同参画社会区民会

議」において、計画の進捗状況の点検・評価を行い、結果を公表します。 

 

（４）計画の見直し 

本計画は、毎年度の進捗状況の点検 ・評価を踏まえて、必要に応じて見直しを行い

ます。 
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１ 現状と課題 

（１）人権尊重と多様な生き方を認め合う意識の向上 

誰もが自分らしく生きることができる社会の実現に向けて、多様性と包摂を一層深

化させることが求められています。しかし、社会全体における男女の平等意識の定着

は依然として課題であり、令和６ （2024）年度に実施した区政世論調査でも、依然と

して男性が優遇されているとの認識や性的マイノリティへの理解促進を求める声が

示されています。また、地域全体で人権尊重の意識醸成を図り、多様な人々が参画し、

協働できる地域づくりを進めていく必要があります。 
 

①  男女の地位の平等意識の向上 

 区政世論調査によると、男女の地位の平等意識について、学校分野では「平

等」との回答が６割を超えており、学校教育の場においては男女平等の意識

が一定程度定着している状況がうかがえます。幼少期から学齢期は、将来に

おける意識形成において大切な時期でもあることから、引き続き取組を推進

していく必要があります。 

 一方、同調査で男女の地位の平等意識は、社会全体では 「男性優遇」と認識す

る割合が 67.6％に達しており、特に 「政治の場」では 81.6％と非常に高い状

況となっています。令和元 （2019）年度と比較すると、社会全体で 「男性優遇」

と認識する割合は 1.9％、政治の場で 「男性優遇」と認識する割合は 3.9％上

昇しており、各分野における意識啓発等に積極的に取り組んでいく必要があ

ります。 
                                                    

出典：第４９回荒川区政世論調査結果（令和６年度） 

女性が優遇

されている

4.4

2.3

1.1

0.8

2.1

やや女性が優遇

されている

10.1

8.1

5.0

1.9

8.1

男性が優遇

されている

17.5

25.4

5.5

55.8

26.9

やや男性が優遇

されている

28.6

30.0

12.0

25.8

40.7

平等に

なっている

34.9

25.8

61.6

9.7

17.2

無回答

4.5

8.4

14.9

5.9

5.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=1,414

家庭

職場

学校

政治の場

社会全体

男女の地位の平等意識

女性優遇 男性優遇
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② 性的マイノリティへの理解 

 区政世論調査では、性的マイノリティに対する地域社会の理解について、 「理

解が進んだ」との回答が 47.6％に達する一方、「進んでいない」との回答も

21.9％存在しています。年代別で見ると、18～29 歳では 64.5％が「進んだ」

と回答するなど、若い世代ほど性的マイノリティへの理解が進んでいると認

識する傾向があります。一方、60～69 歳では 26.7％が 「進んでいない」と回

答しており、世代間で差がある状況となっています。性的マイノリティに対

する地域社会の理解を深め、世代間における意識のギャップを解消していく

必要があります。 

 性的マイノリティの人権を尊重するための取組として、 「学校や職場における

理解促進」「当事者同士が気軽に話せる場の充実」「啓発 ・広報活動の推進」が

求められています。多様な生き方への理解促進を図り、受け入れるための広

報・啓発活動に取り組んでいく必要があります。 
 

 

 

③ 人権意識の向上 

 区政世論調査では、人権が「十分に守られている」「十分ではないが守られ

ている」と認識している割合が、74.4％となっています。一方、２割強の人

が「あまり守られていない」「全然守られていない」と認識していることか

ら、人権尊重意識を醸成するための啓発や広報活動を推進していく必要があ

ります。 

 関心があり、取り組むべきと考える人権課題の上位３項目は、「子どもに対

するいじめ・虐待」「インターネット上での誹謗中傷・個人情報の暴露」

「女性に対する差別・暴力」となっています。   

 
出典：第４９回荒川区政世論調査結果（令和６年度） 

着実に進んだ

7.9

10.4

4.2

一定程度

進んだ

39.7

54.1

39.0

あまり

進んでいない

19.2

14.1

23.9

全く

進んでいない

2.7

3.0

2.8

わからない

25.0

17.8

24.4

無回答

5.5

0.7

5.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体

（n=1,414）

18～29歳

（n=135）

60～69歳

（n=213）

性的マイノリティに対する地域社会の理解

進んでいる 進んでいない 進んで

いる

47.6％

64.5％

43.2％

進んで

いない

21.9％

17.1％

26.7％
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（２）ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶／困難を抱える女性への支援体制の整備 

性暴力、配偶者等からの暴力 （ドメスティック・バイオレンス。以下 「ＤＶ」とい

います。）は、重大な人権侵害であり、身体を傷つけるのみならず、自己肯定感や自尊

感情を失わせる等、心への影響も大きいものであり、その後の人生に大きな支障を来

たす恐れがあります。 

区政世論調査では、身近な間柄における暴力やハラスメントを人権侵害として根絶

することを求める声が示されています。こうした状況を踏まえ、暴力防止や被害者支

援を一層充実させることが重要です。また、「困難な問題を抱える女性への支援に関

する法律」の施行により、困難を抱える女性への包括的かつ継続的な支援体制を整備

することが求められています。 
 

①  ＤＶ・交際相手暴力の認識 

 区政世論調査では、配偶者や交際相手等の間の行為として、「物でなぐる」

（88.9％）や「刃物でおどす」（88.6％）は暴力と強く認識されているほか、

「家計に必要な生活費を渡さない」も 73.2％が暴力と回答しています。身体

に対する暴力だけでなく、モラルハラスメントのような相手に精神的な苦痛

を与える行為も暴力として捉える考え方が広がってきています。 

 また、配偶者等からの暴力に関する相談は、毎年度、荒川区配偶者暴力相談支

援センターを始めとする区の関連窓口に 1,000 件を超える相談が寄せられて

おり、あらゆる暴力の根絶に向けた取組を進めていく必要があります。 
 

 

 
出典：第４９回荒川区政世論調査結果（令和６年度） 

どんな場合でも

暴力に当たる

88.9

88.6
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72.8

73.2

84.3

暴力に当たる場合と

当たらない場合がある

2.7

2.1

36.4

14.8

14.4

5.5

暴力には当たらない

1.3

1.4

3.9

3.8

3.7

1.8

無回答

7.1

7.9

7.9

8.6

8.7

8.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=1,414

身体を傷つける

可能性のある物でなぐる

刃物などを突きつけて、

おどす

大声でどなる

「誰のおかげで生活できるんだ」

とか「甲斐性なし」と言う

家計に必要な生活費を渡さない

嫌がっているのに

性的な行為を強要する

配偶者や交際相手等の間の行為
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② 暴力防止・支援に必要な取組 

 区政世論調査結果では、暴力防止や被害者支援のための取組として、 「身近な

間柄であっても暴力は人権侵害であるという意識啓発」「家庭 ・学校における

子どもの頃からの教育」「相談窓口 ・相談機関の周知 ・ＰＲ」が重要との結果

が出ており、こうした取組の一層の充実が必要です。 
 

 

 あらゆる暴力の防止に向けて、配偶者暴力相談支援センター、子ども家庭総

合センター、男女平等推進センター （アクト２１）をはじめ、関係部署、関係

機関が相互に綿密に連携し合い、的確な支援を行っていく必要があります。 
 

③  生きづらさや困難を抱えた女性の支援 

 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行され、ＤＶ被害や

性暴力 ・性被害、経済的困窮など、様々な状況に置かれた女性のための包括的

な相談支援体制の整備が必要となっています。 

 家庭生活で問題を抱えやすい環境にあるひとり親家庭、生活を送る上で困難

を抱えている家庭等への相談 ・支援体制を地域で確保し、安全 ・安心で、自立

して暮らせる地域社会をつくっていく必要があります。 

 

  

 

出典：第４９回荒川区政世論調査結果（令和６年度） 
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加害者に対するカウンセリング等の更生に向けた取組
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その他

わからない

無回答

暴力防止や被害者支援のための取組
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（３）生活と社会活動の調和 

仕事と生活の調和を望む声は強いものの、現状では仕事を優先せざるを得ない状況

や、女性への家事 ・育児負担の偏りが依然として存在しています。女性活躍推進法や

育児 ・介護休業法等の法改正を踏まえ、多様な人材が継続して就労できる環境を整え

るとともに、保育 ・介護サービスの充実や再就職支援への要望に応えていく必要があ

ります。あわせて、ライフステージに応じた健康支援を推進し、災害時にも多様な視

点を取り入れた防災対策を進めることが課題となっています。 

女性も男性も暮らしやすい多様なウェルビーイングを実現できる社会となるよう、

様々な場面で男女共同参画の視点を踏まえた取組が必要です。 
 

①  ワーク・ライフ・バランスの意識と現実 

 荒川区民幸福度 （ＧＡＨ）に関する区民アンケート調査では、「仕事と生活と

のバランスが取れていると感じますか？」との問いに 「感じる」と回答した区

民は 28.5％となっており、引き続き、誰もが仕事と生活の両立を実感できる

よう、働き方の見直しや地域における支え合いの環境づくりなどを通じて、

その割合を高めていくことが求められます。 
 

 

 個人のライフステージに合わせて、バランスを取りながら、生活の質を高め

ていくための意識啓発を推進する必要があります。 

 

② 家庭におけるワーク・ライフ・バランス 

 区政世論調査では、家庭内における日常の家事 （炊事 ・洗濯 ・掃除など）の役

割分担について、「主に自分が担っている」と回答する割合は、男性の 26.3％

に比して女性は 64.2％と高く、家庭において、性別に基づく固定的な役割意

識は根強く残っています。 
 

 

 

出典：令和６年度荒川区民総幸福度（ＧＡＨ） 

大いに感じる

５

8.4 

４

20.1 

３

38.7 

２

18.2 

全く感じない

１

7.3 

わからない

5.2 

無回答

2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体

（n=1,562）

仕事と生活とのバランスが取れていると感じますか

 

出典：令和６年度荒川区民総幸福度（ＧＡＨ） 

大いに感じる

５

8.4 

４

20.1 

３

38.7 

２

18.2 

全く感じない

１

7.3 

わからない

5.2 

無回答

2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体

（n=1,562）

仕事と生活とのバランスが取れていると感じますか
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 子ども・若者総合計画策定のためのニーズ調査では、子育てを主に行ってい

る人について、未就学児 ・就学児世帯ともに、過半数が 「父母ともに」と回答

し、共同での育児意識が示されました。しかし、「母親」が単独で主たる育児

者である割合も約３割と高く、一方で 「父親」単独は２％未満と極めて少なく

なっています。性別にかかわらず家事 ・育児を担える環境づくりが課題です。 

 

 固定的な性別意識が根強く残っている背景には、無意識の思い込み（アンコ

ンシャス・バイアス）があると考えられ、従来の役割観が変化しにくい状況に

おいて、固定的な役割意識の解消が急務です。このような思い込みが日常生

活や職場などあらゆる場面で意思決定や人間関係に影響を及ぼしていること

を踏まえ、教育や啓発活動を通じて意識改革を推進し、互いの違いを尊重し

合う風土を醸成していくことが重要です。 

 
出典：第４９回荒川区政世論調査結果（令和６年度） 

主に自分

47.9

26.3

64.2

主に配偶者
（またはパートナー）

17.4

35.8

4.1

主にその他

の家族

6.1

6.9

5.6

家族で分担

24.5

28.2

22.1

家族以外
（民間・行政

サービス含む）

0.2

0.3

0.1

無回答

3.8

2.6

3.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体

（n=1,414）

男（n=579）

女（n=797）

家庭内における役割分担意識 家事（炊事・洗濯・掃除など）

 
出典：荒川区子ども・若者総合計画策定のためのニーズ調査（令和６年度） 

父母ともに

67.6 

61.3 

父親

0.7 

1.6 

母親

31.5 

36.1 

祖父母

0.2 

0.3 

その他

0.0 

0.2 

無回答

0.0 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

未就学児世帯

（n=1,026）

就学児世帯

（n=883）

子育てを主に行っている人
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③  働く場でのワーク・ライフ・バランス 

 区政世論調査では、職場における男女の地位は、 「男性が優遇されている」が

55.4％となっており、「平等になっている」の 25.8％を大きく上回っています。 

 子ども・若者総合計画策定のためのニーズ調査では、父親の育児休業取得は、

母親と比較して取得率も期間も著しく低い状況です。主な理由として「仕事

の多忙さ」や 「職場の雰囲気」が挙げられており、男性の育児参加を阻む職場

環境や固定的な意識が根強いことがうかがえます。 

 

 また、子ども・若者総合計画策定のためのニーズ調査では、出産を機に離職し

た母親のうち 47.0％は、職場の両立支援制度や保育サービスが充実していれ

ば就労を継続できたと考えており、支援の重要性が示唆されています。 

 働く人のワーク・ライフ・バランスの考え方が重視され、男女ともに仕事と家

庭生活が両立できるとともに、活躍したいと希望する全ての人が、働き方を

含め、能力を発揮できる環境の整備が必要です。 

 
出典：荒川区子ども・若者総合計画策定のためのニーズ調査（令和６年度） 

取得した

（取得中である）

66.9 

20.5 

取得していない

5.8 

73.9 

働いていなかった

25.0 

1.6 

無回答

2.3 

4.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

母親

（n=1,026）

父親

（n=1,026）

育児休業の取得状況
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④ 生涯にわたる健康支援 

 荒川区民幸福度 （ＧＡＨ）に関する区民アンケート調査では、「心身ともに健

康的な生活を送ることができていると感じますか？」との問いに 「感じる」と

回答した区民は 45.6％にとどまっており、生涯を通じた健康支援が求められ

ます。 
 

 
 

 

出典：令和６年度荒川区民総幸福度（ＧＡＨ） 

大いに感じる

５

15.1 

４

30.5 

３

35.0 

２

13.5 

全く感じない

１

3.3 

わからない

1.0 

無回答

1.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体

（n=1,562）

心身ともに健康的な生活を送ることができていると感じますか

 

 

出典：荒川区子ども・若者総合計画策定のためのニーズ調査（令和６年度） 

離職した

17.4

継続して働いていた
（転職も含む）

61.9

出産１年前にすでに

働いていなかった

11.6

無回答

9.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

未就学児世帯

（n=1,026）

母親の出産前後の就労状況

8.4 20.7 17.9 5.6 28.5 8.9 10.1 0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

未就学児世帯

（n=179）

支援環境が整っていた場合の就労継続意向

保育事業が確実に利用できる見込みがあれば、継続して就労していた

継続して就労していた
職場において育児休業制度等の仕事と家庭の両立支援制度が整い、働き続けやすい環境が整っていれば、

保育事業と職場の両立支援環境がどちらも整っていれば、継続して就労していた

家族の考え方等就労する環境が整っていれば、継続して就労していた

妊娠、出産を機にやめるつもりでいた

いずれにしてもやめていた

その他

無回答

出典：荒川区子ども・若者総合計画策定のためのニーズ調査（令和６年度） 
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 長寿化が進む中、ライフステージが変化しても充実した生活を送り続けるた

めには、生涯を通じた健康づくりを地域全体で推進していくことが重要であ

り、特に女性はライフステージによって健康上の課題が変化していくことか

ら、健康に関する支援や理解の促進を図っていく必要があります。 

 

⑤  危機管理対策の充実 

 近年、全国的に、大規模な地震や風水害の発生等による避難所での生活など、

平常時とは異なる状況を強いられる場面が増えています。 

 そのような非常時に、女性に負担が集中したり、困難が深刻化したりしない

ような配慮が求められています。また、性別等によるニーズの違いや多様性

に配慮した避難所運営のほか、悩みや相談を中長期的に受けられるような体

制を整える等、心身のケアも重要となります。 
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（４）計画推進のための体制の整備 

男女共同参画を推進するためには、政策決定の場における女性参画の拡大や、審議

会等における女性委員比率の向上が求められています。計画の実効性を高めるため、

男女平等推進センター （アクト２１）の機能を充実させるとともに、区民参画と協働

を推進し、区職員の意識改革と組織体制の強化を進めていくことが重要です。 
 

①  区の政策・方針決定等への参画の推進 

 区民生活に密着した行政サービスを担っている区の政策・方針決定の過程に

おいて、多様な人材が参画し、様々な視点や意見を反映していく意義は大き

いものがあります。 

 現在、男女ともに参画している区の審議会等は９割以上となっているものの、

全体に占める女性委員の割合は 25.8％にとどまり、政策決定の場における女

性の参画が十分ではない状況です。 

 また、区の執行機関の中において中核的な立場である区の管理監督者 （部長、

課長、係長）における女性割合は 32.8％であり、区の政策や方針等の意思決

定過程に多様な視点からの意見が反映されるよう推進していく必要がありま

す。 
 

②  男女平等推進センター（アクト２１）の機能の充実 

 男女共同参画社会を実現するための施策は、区政のあらゆる分野にわたって

おり、各分野を横断的に連携させながら総合的かつ効果的に展開していくこ

とが求められています。その中心的役割を担う男女平等推進センター（アク

ト２１）は、庁内外の調整や情報発信、関係機関との連携強化を通じて、推進

の旗振り役としての機能の充実を図っていく必要があります。 
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２ 計画の基本理念及び基本目標 

男女共同参画社会基本法の前文において、「男女が、互いにその人権を尊重しつつ

責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することがで

きる男女共同参画社会の実現」が緊要の課題であると示されています。社会のあらゆ

る分野において、この理念を具体化していくことは、重要な使命です。 

男女共同参画の推進は、単に男女の平等を確保するにとどまらず、社会全体の持続

可能性を高める基盤であり、ＳＤＧｓが掲げる他の目標群の達成にとって不可欠です。

ジェンダー平等の実現なくして、教育、健康、経済成長、貧困といった課題解決は進

展しないことが世界的に共有されており、区においてもジェンダー平等の取組を推進

していく必要があります。 

こうした理念を踏まえ、本計画の基本理念及びそれを実現するための基本目標を次

のとおりとします。 

 

基本理念 

全ての人が自分らしく生きることができる 

誰一人取り残されないジェンダー平等社会の実現 

 

 

【基本理念を実現するための基本目標】 

 

基本目標Ⅰ 人権の尊重と多様な生き方を認め合う意識を高める 

基本目標Ⅱ ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶を目指す 

困難を抱える女性への支援体制を整備する 

基本目標Ⅲ  生活と社会活動の調和を図る 

基本目標Ⅳ  計画推進のための体制を整備する 

 

区は、基本理念を実現するため、基本目標に基づき施策を推進することによ

り、男女、年齢、国籍、障がいの有無、性的指向・ジェンダーアイデンティティ

等にかかわらず、区民がともに支え合い、誰もが自分の可能性を最大限に発揮で

きる包摂社会を築いていきます。 
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「ジェンダー・アイデンティティ」とは、自分がどの性として生きたいか、どのように

感じているかという“心の性”を指します。 

人によっては、戸籍上の性別と自分の感じる性が異なることもあり、「男性」「女性」

のどちらにもあてはまらない、または流動的に感じる場合もあります。 

 

令和５（2023）年に「性的指向およびジェンダー・アイデンティティの多様性に関する

国民の理解の増進に関する法律」が施行され、性の多様性を理解し合う社会の実現が国や

自治体に求められています。 

性別に関して「こうあるべき」という思い込みを見直し、誰もが自分らしく生活できる

環境をつくることが重要です。 

 

男女共同参画の取組においても、「男性」「女性」だけでなく、多様な性のあり方を尊

重する視点を取り入れることで、すべての人が安心して参画できる社会につながります。 

 

「ジェンダー・アイデンティティ」とは？ 
～みんな“自分らしく”生きるために～ 

コラム 
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３ 計画の体系 

  

基本目標Ⅲ 

生活と社会活動の 

調和を図る 

基本目標Ⅰ 

人権の尊重と 

多様な生き方を 

認め合う意識を高める 

基本目標Ⅳ 

計画推進のための 

体制を整備する 

１ 人権尊重・ジェンダー平等の意識づくり 

２ 多様性の理解促進と地域における協働の促進 

５ 様々な人に配慮した防災対策の促進 

４ ライフステージに応じた健康づくり 

１ ワーク・ライフ・バランスの意識醸成 

２ 家庭における役割分担の見直し 

３ 誰もが働きやすい環境づくり 

１ 区の政策・方針決定過程への男女共同参画の推進 

２ 男女平等推進センター（アクト２１）を中心とした
男女共同参画推進体制の充実 

１ 暴力・ハラスメントの根絶と支援体制の充実 

２ 生きづらさや困難を抱えた女性への支援体制整備 

基本目標Ⅱ 

ジェンダーに基づくあら

ゆる暴力の根絶を目指す 

困難を抱える女性への

支援体制を整備する 

基本目標 

人権の尊重と 

多様な生き方を 

認め合う意識を高める 

施策の方向性 

配偶者等暴力及び被害者支援計画 
 困難な問題を抱える女性支援基本計画 

 

女性活躍推進法に基づく 

市町村推進計画 
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Ⅰ-１ 

Ⅰ-２ 

Ⅲ-５ 

Ⅲ-４ 

Ⅲ-１ 

Ⅲ-２ 

Ⅲ-３ 

Ⅳ-１ 

Ⅳ-２ 

Ⅱ-１ 

Ⅱ-２ 

（１）人権尊重意識の醸成 
（２）子どもの権利擁護・男女平等教育の推進 
（３）あらゆる機会を活用した広報 
（４）教職員等の研修の充実 

（１）地域活動における男女の活躍の場の拡大 
（２）地域・社会活動団体との連携の強化 
（３）男女共同参画の学習機会の提供 
（４）多様な生き方への理解促進と相談体制の充実 

（１）配偶者等からの暴力の防止と被害者支援 
（２）暴力被害等に関する相談体制の充実 
（３）ハラスメントの防止 

（１）ひとり親家庭への支援 
（２）困難を抱えた女性への相談体制の充実 

（１）ワーク・ライフ・バランスの普及啓発のための仕組みづくり 
（２）地域・社会活動への参画に向けた意識づくり 

（１）家庭生活における男女平等意識の推進 
（２）多様な子育て支援 

（１）安心して働き続けられる環境の推進 
（２）女性の活躍推進に向けた取組の支援 
（３）事業主団体等との連携強化 
（４）就労に関する支援事業の充実 
（５）起業家の支援 

（１）健康づくりに関する情報提供 
（２）こころや身体についての相談の実施 
（３）生涯を通じた健康づくりの推進 
（４）妊娠・出産・子育てに関わる支援 

（１）多様な視点を入れた危機管理対策 
（２）多様なニーズに応じた災害時・緊急時の支援 
（３）災害時・緊急時における相談・支援体制の整備 

（１）区の政策・方針決定過程への女性参画の促進 
（２）多様な区民意見の反映機会の充実 
（３）区職員の意識啓発と男女共同参画の取組の推進 

（１）意識啓発・相談機能の充実 
（２）関係団体との連携及び区民意見を反映した運営の充実 

施策 
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第３章 施策の方向性と施策 
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基本目標Ⅰ 人権の尊重と多様な生き方を認め合う意識を高める 

■施策の方向性 

１ 人権尊重・ジェンダー平等の意識づくり 

全ての人がかけがえのない存在として尊重され、自分らしく生きることができる社

会を実現するため、人権を尊重し、ジェンダー平等を社会の基本的価値として定着さ

せます。 

そのため、学校 ・職場 ・地域において、子どもの頃からの人権教育や、日常生活の

中に残る固定的な役割意識の解消を図るための教育、意識啓発を推進します。また、

区民に向けた広報や啓発を通じて、無意識の偏見をなくし、相互に尊重しあう人権尊

重意識及びジェンダー平等意識を醸成します。 
 

２ 多様性の理解促進と地域における協働の促進 

性別、年齢、国籍、障がいの有無、ジェンダーアイデンティティ等にかかわらず、

区民が多様性を認め合い、互いを理解し合う関係づくり、意識づくりを行うため、地

域活動や団体と協働して学習機会の提供や相談体制の整備を行い、安心して暮らせる

協働的な地域社会の形成を目指します。 
 
 

■基本目標Ⅰの指標 

No 指標 現状値 目標値 

１ 

人権意識 
74.4％ 

(令和７年度) 

100.0％ 

（令和12年度） 

※区政世論調査における人権に関する調査項目。「十分守られている・十分ではないが守られている」

と回答する割合 

２ 

男女の地位の平等意識（社会全体） 
17.2％ 

（令和６年度） 
30.0％ 

（令和12年度） 

男女の地位の平等意識（学校教育） 
61.6％ 

（令和６年度） 
75.0％ 

（令和12年度） 

※区政世論調査における男女の地位の平等に関する調査項目。「平等になっている」と回答する割合 

３ 

性的マイノリティに対する地域社会の理解

が進んだと考える人の割合 

47.6％ 
（令和６年度） 

60.0％ 
（令和12年度） 

※区政世論調査における性的マイノリティに関する調査項目。性的マイノリティに対する地域社会の理

解「着実に進んだ・一定程度進んだ」と回答する割合 
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■施策 

１ 人権尊重・ジェンダー平等の意識づくり 

Ⅰー１（１）人権尊重意識の醸成 

 ジェンダー平等に関する正しい理解と認識を深めるため、荒川区人権推進指

針に基づき、人権意識の醸成に関する取組を推進します。 

 様々な機会をとらえて、多様性を尊重した社会の実現に向けた情報発信や学

習機会の提供、ジェンダーギャップ解消のための取組を推進します。 

 子どもから高齢者まで幅広い世代を対象とした、性別や年齢にしばられない

多様な生き方を理解できるような情報発信に努めます。 

 差別や思い込みをなくすための取組及びインターネットやテレビ等の情報を

正しく受けとめる力（メディアリテラシー）を身につけられるような取組を

推進します。 

 

具体的な施策 人権・多様性に配慮した情報発信と理解促進 

事業内容 

区が発行する刊行物において男女・年齢・国籍等の人権に配慮した表現を

用いるとともに、性自認や性的指向に配慮した表現等を学ぶ機会を設けま

す。また、職員に性自認等に関する対応ガイドラインを周知し、指定管理

者等を含む職員を対象とした研修を行い、ＬＧＢＴＱ理解促進事業を通じ

て、多様性の理解を深めていきます。 

所管課 広報課・総務企画課・関係各課 

 

具体的な施策 ジェンダーギャップ解消のための区施設への生理用品の設置 

事業内容 

生理用品に関する経済的負担を軽減するだけに留まらず、女性の生理によ

る身体的・精神的不調に関する社会的な理解を促し、ジェンダーに起因す

る不利益の解消を目指すため、区施設に生理用品を設置します。 

所管課 関係各課 
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Ⅰー１（２）子どもの権利擁護・ジェンダー平等教育の推進 

 荒川区子どもの権利条例に基づき、子どもだけでなく、大人も子どもの権利

について理解を深められる取組を推進します。 

 子どもが権利を侵害されそうな時や権利侵害が起きた場合には、適切に大人

や周囲が対応できる環境を整備します。 

 全ての子どもが性別に関係なく平等な教育を受けられるよう、ジェンダー平

等に関する意識啓発を図り、教育現場における取組を強化します。 

 家庭や地域においても、ジェンダー平等教育の重要性を理解し、実践する機

会を提供します。 

 

具体的な施策 子どもの権利擁護の推進 

事業内容 

子どもの権利に関して、区報やホームページ・ＳＮＳ、パネル展やリーフ

レットの配布等による普及啓発を行い、子どもだけでなく、大人も子ども

の権利について考える機運を醸成します。また、「あらかわ子どもほっと

らいん」において子どもの権利侵害に関する課題解決を支援します。 

所管課 子育て支援課 

 

 

 

「ジェンダー・ギャップ」とは、性別によって社会的

な機会や待遇に差があることを指します。世界経済フォ

ーラムが公表する「ジェンダー・ギャップ指数」による

と、日本は 148 か国中 118 位（令和７（2025）年）で、

政治・経済分野での女性の参画が特に遅れているとされ

ています。 

 

この「差」をなくすことは、単に女性の数を増やすこ

とではなく、誰もが性別に関係なく能力を発揮できる社

会になることを意味します。 

家庭・職場・地域のあらゆる場で、性別による固定的

な役割分担を見直し、育児や介護、意思決定の場などを

共有していくことが大切です。 

 

男女共同参画の推進は、ジェンダー・ギャップを縮める第一歩です。 

一人一人が意識を変え、制度や環境を整えることで、多様な人が生きやすい公平な社会

に近づくことができます。 

ジェンダー・ギャップを知ろう 

ジェンダー・ギャップ指数 

順位 国名 GGI 値 

1 アイスランド 0.926 

2 フィンランド 0.879 

3 ノルウェー 0.863 
   

117 アンゴラ 0.668 

118 日本 0.666 

119 ブータン 0.663 

 

コラム 

参考：内閣府男女共同参画局 HP 

「男女共同参画に関する国際的な指数」 
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具体的な施策 児童相談所等における子どもの意見聴取等の取組 

事業内容 

児童相談所における一時保護等の措置の決定場面において、子どもの権利

ノート等のツールを活用して子どもへ丁寧な説明をするとともに、子ども

の意見や意向を尊重した支援を行います。また、社会福祉士等の資格を持

った意見表明支援員が、施設等における日常生活の場面等において、子ど

もに寄り添いながら、児童の悩みや不安等を聴き取り、意見表明する支援

を行い、子どもの権利の擁護に取り組みます。 

所管課 子育て支援課・子ども家庭総合センター 

 

具体的な施策 子どもの人権教育の推進 

事業内容 

小・中学校の人権尊重教育推進校での研究成果について、全学校への周知

に努めます。また、インターネットでの人権侵害防止を図るため、あらか

わＳＮＳ学校ルールに則り、ＳＮＳを利用する上でのルールに関する啓発

チラシを各家庭に配布するとともに、教員対象の人権研修を実施し、人権

教育の推進を図ります。 

所管課 教育センター 

 

具体的な施策 教育課程、教科、道徳、特別活動等における学習内容の充実 

事業内容 

各校において人権教育の年間指導計画を作成し、人権教育プログラムを活

用しながら教科等での指導を進めます。また、中学校保健体育では、「性

教育の手引」を参照して互いに尊重し合うことの大切さを学習し、小・中

学校の総合的な学習の時間や道徳では、多様性が尊重され、誰もが認め合

う共生社会の実現について学習する機会の充実を図ります。 

所管課 教育センター 

 

具体的な施策 保護者向けのお知らせ等を通じた人権・ジェンダー平等意識の醸成 

事業内容 

保育園等の保護者会で男女が協力した育児の必要性を伝えるとともに、保

護者向けのお知らせに人権に配慮した保育の記載を行い、人権意識を醸成

します。小・中学校の学校だより等では「さん」付け呼称を用い、母子健

康手帳には産後に父親が育休を取るための制度等を記載することで人権・

ジェンダー平等意識を醸成します。 

所管課 保育課・教育センター・健康推進課 
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Ⅰー１（３）あらゆる機会を活用した広報 

 人権に関する区民の理解を深めるため、あらゆる情報媒体を通じて、ジェン

ダー平等や人権尊重に関する情報を発信し、意識の向上を図ります。 

 年齢層によって人権に対する意識に違いがみられる状況を踏まえ、様々な世

代に応じた適切な広報・啓発を行います。 

 対象者の特性等に応じた広報媒体を活用し、ライフスタイルにあった日常の

身近な場面で情報を取得できるようにします。 

 

具体的な施策 アクト２１インフォメーションの発行 

事業内容 

男女共同参画に関する情報誌（アクト２１インフォメーション）を発行

し、情報誌の内容に関連したＹｏｕＴｕｂｅ動画を配信する等、啓発機会

の充実を図ることにより、男女共同参画に興味のある層だけでなく、幅広

い世代の区民に情報を伝えます。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 区報人権週間特集号の発行・人権啓発冊子等の配布 

事業内容 

区報人権週間特集号を発行し、女性や性的マイノリティ等、多様な人々の

人権を尊重することを区民に啓発するとともに、講演会やパネル展等の機

会を捉えて啓発冊子「みんなの人権」を随時配布する等により、人権意識

の向上を図ります。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 
区報やホームページ・ＳＮＳ・ケーブルテレビ等の各種媒体を活用した広

報・啓発の実施 

事業内容 
区報やホームページ等、様々な媒体を活用し、同性パートナーシップ制度

やＬＧＢＴＱ、ＤＶ、人権関係イベント等の情報を積極的に発信します。 

所管課 広報課 
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Ⅰー１（４）教職員等の研修の充実 

 保育・教育に携わる保育士、教職員等が、男女共同参画・ジェンダー平等の

理念に基づいて人権尊重とジェンダー平等の意識を高め、多様な子どもたち

の権利を理解し、適切に支援できる体制を整えるため、研修等の機会を充実

させます。 

 

具体的な施策 全保育士対象の研修と各保育園における職場研修 

事業内容 

全保育士を対象とした人権研修と各保育園での職場研修の実施に加え、子

どもの人権尊重のセルフチェックの実施を通して、ジェンダー平等社会の

推進に即した職員意識の醸成を図ります。 

所管課 保育課 

 

具体的な施策 小・中学校各校への情報提供及び人権教育研修会 

事業内容 

小・中学校各校への情報提供及び校長・副校長・教職員を対象とした人権

意識の向上を図る研修を行い、多様なワークショップを通じて、学校にお

ける人権尊重の重要性の啓発に努めます。 

所管課 教育センター 
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２ 多様性の理解促進と地域における協働の促進 

Ⅰー２（１）地域活動における多様な人の活躍の場の拡大 

 個人の性別や年齢、ライフステージにかかわらず、あらゆる方が地域活動に

参加することができ、自らの知識や経験を活かして地域の中で活躍できる機

会を提供します。 

 区民団体等における女性の活動範囲が拡大されるよう、女性リーダーの育成

を図ります。 

 様々な区民や団体との協働を通じて、より豊かで活気ある地域社会の実現を

目指します。 

 

具体的な施策 
男女共同参画・ジェンダー平等の視点によるリーダー育成、研修及び活動

支援 

事業内容 

男女共同参画・ジェンダー平等の視点を取り入れたリーダー養成講座を実

施し、地域で活躍するリーダーの育成を図るとともに、父親対象の子育て

支援事業を実施し、社会全体の意識向上を図ります。また、区内の女性団

体に補助金を交付し、活動を支援することでリーダー育成を図ります。 

所管課 総務企画課、児童青少年課、生涯学習課 

 

Ⅰー２（２）地域・社会活動団体との連携の強化 

 地域・社会活動団体と連携して地域で互いに支え合う相互援助活動等を促進

し、区民の地域活動への参加を促します。 

 あらゆる世代、性別の参加を促進し、多様性を認め合う地域の実現に向けた

一体感を醸成し、地域の活性化を図っていきます。 

 定年退職後の男性がスムーズに地域社会に参加し、経験や知識を地域に還元

できるようにすることをはじめ、男性の社会参加促進に取り組みます。 

 

具体的な施策 地域で活躍する団体との連携強化 

事業内容 

地域団体との連携を強化し、研修の支援、町会への行政情報提供等の活動

支援を実施するとともに、地域で活躍する各種団体と連携することで男性

の社会参加促進にも取り組み、男女共同参画社会に根ざした地域の活性化

を図ります。 

所管課 総務企画課・区民課・文化交流推進課・高齢者福祉課・児童青少年課 
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具体的な施策 中高年世代を含めた男性の地域活動への参加促進を目的とした講座の開催 

事業内容 

中高年世代を含む男性の地域活動への参加促進を目的とした講座の開催、

生涯学習講座を通じた地域活動を体験できる機会の提供等を行い、講座受

講者の区の事業運営への参加につなげることで、地域活動を促進します。 

所管課 生涯学習課 

 

Ⅰー２（３）男女共同参画・ジェンダー平等の学習機会の提供 

 多様性とジェンダー平等に関する意識を高めるため、的確な情報を提供する

とともに、学習の場と機会を設けていきます。 

 広く区民を対象とした生涯学習の場等において、多様な生き方への理解促進

のための学習機会を提供します。 

 

具体的な施策 ジェンダー平等・人権に関する情報・資料の提供 

事業内容 

ジェンダー平等・人権に関する情報等について、区報やホームページ・Ｓ

ＮＳへの掲載に加え、アクト２１情報誌・区報人権週間特集号の発行・配

布や、講演会・講座・パネル展を活用した提供を行います。様々な機会を

通じて、参加者に必要な情報を随時提供し、意識の向上を図ります。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 区民の意識づくりのための講座・講演会の開催 

事業内容 
男女共同参画に関する講演会を実施し、ジェンダー平等の理解と意識向上

を促進し、地域連携の強化を図ります。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 ジェンダー平等・人権に関する図書の充実 

事業内容 

男女平等推進センター（アクト２１）におけるジェンダー平等・人権に関

する図書の充実を図り、男女共同参画・ジェンダー平等の拠点施設として

の機能を向上させます。 

所管課 総務企画課 
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Ⅰー２（４）多様な生き方への理解促進と相談体制の充実 

 多様な生き方への理解促進を図るため、性の多様性を理解し、受け入れるた

めの啓発活動を実施します。 

 性的マイノリティに対する偏見や差別をなくし、区民の理解を深めるため、

あらゆる媒体・場所・機会を活用した広報・啓発を実施するとともに、講座

やイベント等を実施します。 

 区職員や教職員が性自認・性的指向等について理解を深め、様々な困難を抱

える人々に適切に配慮・対応していくため、性自認・性的指向に関するガイ

ドラインを適宜見直し、それに基づく研修を実施します。 

 同性パートナーシップ制度を通じて当事者の方々の社会的な困難を可能な限

り解消できるよう努めるとともに、制度の周知と理解促進を図ります。 

 相談体制の充実を図るため、専門的な知識を持った相談員を配置し、個別の

相談に対応できる体制を整えます。これにより、困難を抱える方々が安心し

て相談できる環境を提供し、必要な支援につなげられるようにします。 

 

具体的な施策 講座、講演等による区民への普及啓発 

事業内容 
性的マイノリティに関するパネル展・写真展や人権週間講演会を実施し、

参加者の多様性に関する意識の向上を図ります。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 職員研修の実施 

事業内容 

職員向け人権研修の中に性自認・性的指向に関するガイドライン研修を組

み入れ、性の多様性や多様な生き方への職員の理解を深め、配慮すべき事

項等に関する意識を高めます。 

所管課 職員課・総務企画課 

 

具体的な施策 教職員研修の実施 

事業内容 

教職員を対象に階層別人権教育研修を実施し、校長・副校長向けにＬＧＢ

ＴＱ理解を啓発し、児童・生徒への理解促進の重要性を確認します。ま

た、特別支援教育支援員研修で幼児・児童・生徒の特性への配慮を確認す

ることにより、多様な生き方への理解促進を図ります。併せて、新任教員

や区に転入した教員等を対象として、性自認・性的指向に関するガイドラ

イン研修を実施します。 

所管課 教育センター・総務企画課 
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具体的な施策 対応ガイドラインの作成と理解促進 

事業内容 

職員向けの「性自認・性的指向に関する対応ガイドライン」を適宜見直

し、研修等を通じて全庁に周知することで、職員の理解促進に努めます。

区民に向けては、性的マイノリティに関するパネル展・写真展を開催し、

また、ＬＧＢＴＱ理解促進リーフレットを区内施設やパネル展で配布し理

解促進に努めます。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 
性的指向・ジェンダーアイデンティティを理由とする社会的な困難の解消

に向けた取組 

事業内容 

同性パートナーシップ制度やＬＧＢＴＱ理解促進に関する取組を強化し、

ＬＧＢＴＱ当事者の性的指向・ジェンダーアイデンティティに起因する社

会的困難の解消に向けた意識啓発を行い、多様な性に関する理解促進を図

ります。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する専門相談の実施・充実 

事業内容 

ＬＧＢＴＱに関する専門相談において、性的指向・ジェンダーアイデンテ

ィティに関する相談の充実を図り、より多くのＬＧＢＴＱ当事者に必要な

支援を行います。 

所管課 総務企画課 
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基本目標Ⅱ ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶を目指す     

困難を抱える女性への支援体制を整備する 

■施策の方向性 

１ 暴力・ハラスメントの根絶と支援体制の充実 

配偶者等からの暴力、性暴力、職場や地域におけるハラスメントは、いずれも重大

な人権侵害であり、区民の安心 ・安全な生活を脅かすものです。こうした行為を決し

て許さないという社会的認識を広めるとともに、被害の未然防止と早期発見に取り組

むことが必要です。 

そのために、ＤＶ暴力被害等に関する相談体制の拡充、関係部署や関係機関等との

連携強化を進め、被害者が安心して支援を受けられる環境を整えます。また、職場や

地域におけるパワー ・ハラスメント、セクシュアル ・ハラスメントなど多様な形態の

ハラスメント防止に向けた啓発や事業者支援を進め、誰もが尊厳をもって働き、暮ら

せる社会を目指します。 

 

２ 生きづらさや困難を抱えた女性への支援体制整備 

経済的困難、ひとり親家庭、就労や居住の不安、孤立等、複合的な課題を抱える女

性が増えており、切れ目のない包括的な支援が求められています。特に、困難な問題

を抱える女性支援法の施行を受け、自治体としても地域における相談体制の整備や自

立した生活を送るための援助等、多面的な体制づくりが急務となっています。 

そこで、地域で適切な相談が受けられるよう、相談窓口の充実、関係機関との緊密

な連携を図るとともに、ひとり親家庭への生活支援や就労支援等を強化します。さら

に、支援が届きにくい女性や若年層のための周知 ・啓発を強化し、安心して地域で生

活できる地域社会をつくります。 

 

■基本目標Ⅱの指標 

No 指標 現状値 目標値 

１ 

配偶者や交際相手等の間でのあらゆる暴力

について、暴力に当たると考える割合 

71.5％ 

（令和６年度） 

100％ 

（令和12年度） 

※区政世論調査における配偶者や交際相手等の間の行為に関する調査項目。全ての暴力行為について 「ど

んな場合でも暴力に当たる」と回答する割合 
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■施策 

１ 暴力・ハラスメントの根絶と支援体制の充実 

Ⅱー１（１）配偶者等からの暴力の防止と被害者支援 

 配偶者等暴力は、周囲の認識不足等により発見が遅れることが多くあること

を踏まえ、正しい知識と認識の普及啓発を図ります。 

 被害者の意思を尊重しながら、相談から生活再建まで、総合的・継続的な支

援につなげていきます。 

 被害者の情報の管理を徹底し、加害者等からの問合せ等に対して毅然とした

対応を図っていきます。 

 被害者本人並びに被害者の子ども及び親族等の安全を確保し、適切な支援を

行うため、東京都や警察を始めとする関係機関と連携して取り組んでいきま

す。 

 被害者に寄り添い、様々な相談を受ける中で課題を解決していくため、配偶

者暴力相談支援センターを中心に関係機関で緊密に連携し、被害者を支援し

ていきます。 

 

具体的な施策 広報や啓発活動の推進 

事業内容 

配偶者等からの暴力防止と被害者支援のため、区報やホームページで情報

発信を強化します。デートＤＶ防止講座や啓発パネル展示を実施し、配偶

者暴力被害者のための支援者養成講座や区イベントでのパープルリボン活

動を通じて、暴力を許さない地域社会のための啓発を推進します。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 被害者の安全確保及び自立支援 

事業内容 
ＤＶ被害者の安全確保に努め、安定して自立した生活のために関係機関と

連携を取りながら、寄り添った支援を行います。 

所管課 子育て支援課 

 

具体的な施策 被害者情報の適切な管理 

事業内容 

被害者情報の適切な管理を行うとともに、住民基本台帳の閲覧や住民票の

交付の申請内容を厳格に審査します。また、税や健康保険等の情報を適切

に管理し、警察や他自治体との連携を通じて、加害者からの問い合わせに

対し毅然とした対応を行います。 

所管課 戸籍住民課、税務課、国保年金課 
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具体的な施策 被害者の安全確保のための体制整備・関係機関の連携強化 

事業内容 

被害者の安全確保のため、配偶者暴力相談支援地域協議会を開催するとと

もに、要保護児童対策地域協議会や困難女性支援調整会議との合同開催を

行い、関係機関の連携強化に努めます。また、緊急一時保護や生活支援、

手続き代行を実施し、他自治体や医療機関との連携を図るとともに、通報

先や相談窓口を周知してＤＶ被害の早期発見に努め、被害者支援体制の充

実を図ります。 

所管課 総務企画課・子育て支援課・子ども家庭総合センター 

 

具体的な施策 子どものケア体制の整備 

事業内容 

ひとり親の保護者からの相談に応じて、子どもの養育に課題がある場合に

は必要に応じて適切な施設への入所を勧め、施設内カウンセリングを提供

します。また、暴力を目撃した子どもへの心理的なケア体制を推進するた

め、民間団体と連携した母子並行プログラムの実施等、子どもの健やかな

成長を支援するための体制を整備します。 

所管課 総務企画課・子育て支援課・子ども家庭総合センター 

 

Ⅱー１（２）暴力被害等に関する相談体制の充実 

 配偶者等暴力、児童虐待、性被害等の被害者が、地域で適切な相談を受けら

れるよう、窓口の周知や相談窓口相互の緊密な連携を図り、的確な支援を行

っていきます。 

 配偶者等暴力への正しい理解と被害者の二次被害防止のため、職員の資質の

向上を図るとともに、被害者の多様なニーズに対応できるよう、相談支援・

職員対応に関する研修を実施します。 

 配偶者等暴力の未然防止・早期発見から相談・保護・自立まで、総合的かつ

継続的に支援できるよう、関係機関同士の連携強化等、配偶者暴力相談支援

センター機能の更なる充実を図ります。 

 

 

具体的な施策 情報提供の充実 

事業内容 

暴力被害等に関する相談体制の充実と情報提供の強化を図るため、相談窓

口を周知するチラシやポスターの配布、区報・ホームページへの情報掲載

等を行うとともに、窓口での分かりやすい情報提供を実施します。さら

に、ＤＶ防止に関するパネル展を開催する等、あらゆる機会をとらえた啓

発の充実を図ります。 

所管課 総務企画課 
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具体的な施策 相談体制の充実 

事業内容 

配偶者や親族からの暴力に対する相談を実施します。「アクト２１こころ

と生き方・ＤＶなんでも相談事業」や区民相談、民生委員による地域の見

守り活動やあらかわひきこもり支援ステーション、おとしよりなんでも相

談等において、様々な困難に対応できるよう相談体制の充実を図り、幼少

期から高齢者等、幅広い世代への相談体制を充実させます。 

所管課 
総務企画課・子育て支援課・区民課・ 福祉推進課・高齢者福祉課 

児童青少年課教育センター・子ども家庭総合センター 

 

具体的な施策 研修の実施 

事業内容 

配偶者暴力相談支援地域協議会でＤＶ被害の理解に関する講義を行うとと

もに、区職員向けの研修や人権研修を通じて、職員のＤＶ被害者支援に関

する意識の向上を図ります。 

所管課 総務企画課・職員課・子育て支援課 

 

具体的な施策 配偶者暴力相談支援センター機能の充実 

事業内容 

配偶者相談支援センターや関係機関との連携、相談体制の充実を図ること

により、相談につながりやすい環境づくりを行い、被害の潜在化の防止や

早期発見を図ります。 

所管課 総務企画課・子育て支援課 

 

Ⅱー１（３）ハラスメントの防止 

 全ての人が安全で人権が尊重される環境で生活し、働くことができるように

するため、ハラスメントに関する理解を深め、意識を啓発する研修を実施し

ます。 

 職場や地域におけるパワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント、マ

タニティ・ハラスメント等、あらゆるハラスメントの防止に向けた意識啓発

や情報提供を推進していきます。 

 

具体的な施策 ハラスメント防止に関する意識啓発と情報提供 

事業内容 

ハラスメントに対する相談を受けるため、「アクト２１こころと生き方・

ＤＶなんでも相談事業」を実施します。また、パネル展や区報特集号に啓

発記事を掲載する等により、ハラスメント防止に関する意識啓発を図りま

す。 

所管課 総務企画課 



第３章 施策の方向性と施策 

42 

具体的な施策 研修・講座の実施 

事業内容 

ＤＶ被害者支援者養成講座（初級）を民生委員を対象に悉皆研修として実

施することにより、ＤＶだけでなく、パワー・ハラスメントやセクシャ

ル・ハラスメント等に関する意識啓発を図り、支援につなげていきます。 

所管課 総務企画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

この法律は、女性が日常生活や社会生活を営む中で、「女性であること」によって直面

しやすい様々な困難な問題を抱える、またはその可能性がある場合に、福祉の増進、自立

支援及び人権の尊重の観点から支援体制を整備することを目的としています。 

 

対象となるのは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情に

より日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そのおそれのあ

る女性を含む。）です。 

 

行政・地域・市民が協力し、支援を必要とする女性が「相談できる」「つながれる」「安

心して回復・自立できる」場を整えることが、この法律を生かす鍵となります。男女共同

参画の視点からも、この法律は「女性だけを支援する」という枠を超え、性別・年齢・障

がい・国籍などにかかわらず、誰もが尊厳をもって暮らせる地域社会づくりにつながるも

のと言えます。 

～困難な状況にある女性を支えるための法律～ 
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」 
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２ 生きづらさや困難を抱えた女性への支援体制整備 

Ⅱー２（１）ひとり親家庭への支援 

 ひとり親家庭が、それぞれの状況に応じて最適な支援を受けられるよう、多

様な支援が包括的に提供される体制の整備を図ります。 

 家庭生活における諸問題についての相談、就労や経済的な支援等をはじめ、

ひとり親家庭への支援策を推進し、安心で自立して暮らせる社会の実現に取

り組みます。 

 

具体的な施策 相談事業の実施（女性相談・就労相談・家庭相談・母子相談） 

事業内容 

母子・父子自立支援員や就業支援専門員、家庭相談員が、住まいや就労、

離婚や養育費等の様々な相談に応じ、一緒に課題の整理を行って適切な支

援につなげます。また、関係部署と連携し、ひとり親家庭及びこれからひ

とり親家庭になる保護者が気軽に相談できる体制の充実を図ります。  

所管課 子育て支援課 

 

具体的な施策 ひとり親家庭への自立支援事業の実施 

事業内容 

就業支援専門員が自立支援プログラムを策定し、資格取得支援や高卒認定

のための学び直し支援等、様々な就労支援につなげることにより、ひとり

親家庭の安定した生活のための継続的な支援に取り組みます。 

所管課 子育て支援課 

 

具体的な施策 ひとり親家庭休養ホーム事業の実施 

事業内容 

ひとり親家庭が親子での体験機会を共有できるよう、廉価により日帰り又

は宿泊でレクリエーション施設を利用できるよう助成し、心身のリフレッ

シュを促します。 

所管課 子育て支援課 

 

具体的な施策 ひとり親家庭サポート事業の実施 

事業内容 

ひとり親家庭の保護者の急な残業や体調不良時等に家事や育児を支援する

ヘルパーを派遣することにより、ひとり親家庭の育児負担の軽減と安定し

た生活の維持を支援します。 

所管課 子育て支援課 
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具体的な施策 母子生活支援施設への入所支援 

事業内容 

困難な状況に置かれた母子世帯に対し、母子生活支援施設への入所を支援

することで住環境と生活の安定を図るとともに、心身と生活を安定するた

めの相談・援助等、子どもたちの健やかな成長と自立に向けた支援を行い

ます。  

所管課 子育て支援課 

 

Ⅱー２（２）困難を抱えた女性への相談体制の充実 

 令和６（2024）年４月に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関

する法律」では、対象者を「性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性

その他様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題

を抱える女性」としています。 

 困難な問題を抱えた女性が地域で適切な相談を受けられるよう、窓口の周知

や相談窓口相互の緊密な連携を行うとともに、的確な支援を行っていきます。 

 困難な問題を抱えた女性がそれぞれの状況に応じて適切かつ円滑に支援を受

けられ、その福祉が増進されるよう、関係機関同士の連携強化を図ります。 

 

具体的な施策 情報提供の充実 

事業内容 

困難な問題を抱える女性に関する相談窓口の周知、情報提供、パネル展の

実施等、様々な事業周知活動及び支援体制の強化を図ることにより、安心

で安定した生活ができる地域環境づくりに向けた意識の向上を目指しま

す。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 相談体制の充実 

事業内容 

ＤＶや居所喪失など、困難な問題を抱える女性からの様々な相談に応じ、

関係機関と連携を取りながら自己決定を尊重して必要な支援につなげるこ

とにより、女性の安全で安定した生活をサポートします。 

所管課 子育て支援課・総務企画課 

 

具体的な施策 困難な問題を抱える女性支援調整会議の設置 

事業内容 

困難な問題を抱える女性への包括的な支援体制を構築するため、関係機関

や民間団体等で構成される支援調整会議を設置し、女性が安心して暮らせ

る地域社会づくりを目指します。 

所管課 子育て支援課・総務企画課 
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具体的な施策 予期せぬ妊娠や特に支援が必要な妊産婦への支援の充実 

事業内容 
予期せぬ妊娠や経済状況等により見守りが必要な妊産婦について、関係機関

が連携し、妊娠期から産後や育児に至るまで、支援を継続して行います。 

所管課 健康推進課・子ども家庭総合センター・子育て支援課  

  

具体的な施策 若者相談「わっか」の充実 

事業内容 

課題や悩みを抱える若者等が気軽に相談できるよう、電話やメールのほかＳ

ＮＳ等を活用した相談体制の充実を図り、適切な支援につなげていきます。

また、若者等が安心して過ごすことができる居場所づくりについて、検討・

実施していきます。 

所管課 児童青少年課 

  

具体的な施策 生理用品の無償配布 

事業内容 

経済的な理由等により生理用品を購入できない「生理の貧困」に関わる取組

として、区施設で生理用品を無償配布します。区立小・中学校でも、小・中

学生が安心して学校生活を送れるよう、トイレに生理用品の設置をします。 

所管課 総務企画課・子育て支援課・学務課  
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基本目標Ⅲ 生活と社会活動の調和を図る 

■施策の方向性 

１ ワーク・ライフ・バランスの意識醸成 

仕事と家庭生活を調和させる意識を社会全体に広めるため、ワーク・ライフ・バラ

ンスを推進する仕組みの充実や啓発を進めるとともに、幅広い世代が地域や社会活動

への参画意識を高めることにより、仕事と生活の調和がとれ、一人一人が充実感を得

られる環境づくりをめざします。 

 

２ 家庭における役割分担の見直し 

家庭生活においては依然として家事・育児の負担が女性に偏る傾向がありますが、

この要因の一つとして無意識の思い込み （アンコンシャス・バイアス）があり、男女

共同参画の実現に向けて障壁となっていることから、性別にかかわらず家族が役割を

分担し協力し合う意識を育てるとともに、多様な子育ての在り方を支援し、安心して

家庭生活を営める環境を整えることで、家族全体の暮らしやすさを向上させます。 

 

３ 誰もが働きやすい環境づくり 

働く場における男女の格差解消と多様な働き方の尊重は、経済的自立と社会参加の

前提となることから、誰もが安心して働き続けられる職場環境や多様な働き方を推進

し、女性の活躍を支える取組を拡充するとともに、就労支援の充実を図ります。また、

就労に関する情報提供や相談窓口の充実、起業や開業への支援を推進し、多様なキャ

リア形成の選択肢を広げます。 

 

４ ライフステージに応じた健康づくり 

健康は、就労や生活の基盤であり、生涯を通じた支援が不可欠であることから、あ

らゆる世代に分かりやすい健康情報を提供し、心身の相談やサポート体制を充実させ

ます。また、特に女性については、ライフステージごとに健康上の課題が変化するこ

とを踏まえ、ライフステージに応じた健康増進を支援します。 

 

５ 様々な人に配慮した危機管理対策の促進 

災害や緊急時には、性別や年齢、障がいの有無、家族構成等によって必要とされる

支援が異なることから、危機管理対策に多様な視点を取り入れ、避難所や地域での支

援体制を整備することで、誰もが安心して避難 ・生活できる環境を確保します。また、

災害時に孤立しがちな人を支える相談 ・支援の仕組みを整え、共助による安心な地域

社会を築きます。 
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■基本目標Ⅲの指標 

No 指標 現状値 目標値 

１ 

ワーク・ライフ・バランスが取れていると

感じている人の割合 

28.5％ 
（令和６年度） 

45.0％ 
（令和12年度） 

荒川区民総幸福度 （ＧＡＨ）調査におけるワーク・ライフ・バンスに関する調査項目。５段階評価で仕

事と生活とのバランスが取れていると感じている上位２段階（選択肢５・４）を選択する人の割合 

２ 
男女の地位の平等意識（職場） 

25.8％ 
（令和６年度） 

40.0％ 
（令和12年度） 

※世論調査における男女の地位の平等に関する調査項目。「平等になっている」と回答する割合 

３ 

家庭内で家事労働が家族で分担できている

と感じている人の割合 

24.5％ 
（令和６年度） 

40.0％ 
（令和12年度） 

※世論調査における家庭内における役割分担意識に関する調査項目。家事 （炊事 ・洗濯 ・掃除など）が

家族で分担できていると回答する割合 

 

  
 

 

 

 

私たちは、これまでの経験や周囲から見聞きしてきたことをもとに、知らず知らずの

うちに「こうあるべき」と思い込んでしまうことがあります。 

こうした無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）は、完全になくすことは難

しいかもしれません。けれども、気づかないままでいると、自分や周りの人の可能性を

せばめたり、誰かを傷つけてしまうことがあります。 

たとえば「家庭」「職場」など、身近な場面にも思い込みが潜んでいます。 

 

■家庭・コミュニティーで 
 女性は結婚によって経済的に安定を得る方が良い 

 共働きでも男性は家庭より仕事を優先するべきだ 

 デートや食事のお金は男性が負担すべきだ 

■職場で 

 育児中の女性は重要な仕事を担当すべきでない 

 組織のリーダーは男性の方が向いている 

 受付やお茶出しは女性の仕事だ 

 

誰もがこうした思い込みを持つ可能性があります。「本当にそうだろうか？」と 

一度考えてみることが、思いやりと気づきのある社会への第一歩です。 

 

気づいていますか？ 
アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み） 

コラム 
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１ ワーク・ライフ・バランスの意識醸成 

Ⅲー１（１）ワーク・ライフ・バランスの普及啓発のための仕組みづくり 

 ワーク・ライフ・バランスについて、性別や年代によって、その捉え方や考

え方が大きく異なることを踏まえたより効果的な啓発を進めていきます。 

 区民や区内事業者への個別での働きかけに加え、講座や講演会の実施、パン

フレット等を活用した情報提供等を通じて、ワーク・ライフ・バランスを推

進していきます。 

 

具体的な施策 区民・区内事業者への情報提供と意識啓発 

事業内容 

男女平等推進センター（アクト２１）発行の情報誌を区内事業所に配布し

て事業者への意識啓発を行うとともに、中小企業診断士によるテレワー

ク・デジタル化推進の助言及び企業相談員による関連情報提供を実施する

ことにより、区内事業所の働き方改革を支援します。 

所管課 総務企画課、産業振興課、経営支援課 

 

具体的な施策 理解を深めるための講座・講演会の開催 

事業内容 

区民や区内事業者を対象に、ワーク・ライフ・バランスや男女共同参画に

関する講座・講演会を実施し、仕事と家庭生活を調和させる意識の醸成を

図ります。 

所管課 総務企画課 

 

Ⅲー１（２）地域・社会活動への参画に向けた意識づくり 

 幅広い世代が地域や社会活動への参画意識を高め、仕事と生活の調和を図り、

充実感が得られる環境づくりを進めるため、若年層や働く世代が地域・社会

活動に参加しやすくなるよう、幅広い世代向けに情報提供や啓発を行ってい

きます。地域・社会活動への参加のきっかけづくりや活動を充実するため、

必要な知識等について学習する機会を提供します。 

 区民の身近な生活に関わる地域づくりや区政への関心を高め、一人一人が知

識等を活かしながら地域・社会活動に参画する機運を高める取組を推進しま

す。 
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具体的な施策 地域活動・ボランティア活動やＮＰＯ等の活動情報提供 

事業内容 

地域活動サロン「ふらっと.フラット」の運営支援や、生涯学習センター

での講座の開催、ポスター掲示、ボランティアに係る情報コーナーの設置

等を通じて、地域活動団体を支援し、区民の参画促進と多様な活動の活性

化を図ります。 

所管課 文化交流推進課、生涯学習課、総務企画課 

 

具体的な施策 生涯学習活動に関する情報提供 

事業内容 

社会教育指導員・社会教育主事による生涯学習に関する情報提供や個別相

談の実施、地域や人々をつなぐことを目的とした地域活動イベントを開催

することにより、生涯学習への参加促進と地域活動の活性化を図ります。 

所管課 生涯学習課 

 

具体的な施策 生涯学習センターにおける地域活動参加につなげる講座の実施 

事業内容 

学びを通して地域の方と知り合い、地域とつながり、「地域活動」のきっ

かけを作る大人の学び場である「荒川コミュニティカレッジ」の運営を通

じ、地域活動への参加促進を行います。 

所管課 生涯学習課 

 

具体的な施策 区民が参画しやすい活動の場の運営を可能にする仕組みづくり 

事業内容 

区民参画、協働・参加型の事業運営方法について各課で実施している事業

を調査・分析し、そのノウハウを共有することで、より効果的な区民参画

の促進と、事業運営の質向上を目指します。 

所管課 関係各課 
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２ 家庭における役割分担の見直し 

Ⅲー２（１）家庭生活における男女平等意識の推進 

 男性の家事・育児・介護等への積極的な参加に向けて、働き方に対する意識

改革を図るとともに、取組のきっかけづくりとなる講座等を開催します。 

 介護者の負担軽減を図り、家庭生活と仕事等を両立し、誰もが安心して暮ら

し続けられる地域社会の実現を目指します。 

 

具体的な施策 男性の家事・育児・介護等への積極的参加に向けた情報提供と意識啓発 

事業内容 

男女共同参画やワーク・ライフ・バランス、男性の家事・育児・介護等へ

の参加の視点を取り入れた講座を開催するほか、アクト２１インフォメー

ションを活用した啓発活動を行うことにより、家庭と職場の両立を促進し

ます。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 
男性の育児への参画に向けた講座の実施（ハローベビー学級・新米パパ講

座） 

事業内容 

妊娠中や産後の不安解消を目的とした両親学級や父親向けの講座を対面・

オンラインで開催することにより、男性の育児への参画を促すとともに、

夫婦間の協力体制の強化を促進します。また、講座等の場を通じて、参加

者同士の交流の促進を支援し、不安や孤立の解消につなげます。 

所管課 健康推進課 

 

具体的な施策 介護者への支援の実施 

事業内容 

医療福祉相談事業、特別養護老人ホーム入所申請手続き支援、家族や介護

者からの医療保険福祉等の相談の実施、障がい者緊急一時保護等のサービ

ス提供等を通じて、介護者の負担軽減を図り、誰もが安心して暮らし続け

られる地域社会の実現を目指します。 

所管課 高齢者福祉課・障害者福祉課 

 

Ⅲー２（２）多様な子育て支援 

 多様な保育ニーズに対応するため保育サービスの更なる充実を図るとともに、

在宅で育児をしている保護者に対する支援を行います。 

 子育てを地域全体で支援する体制を充実するとともに、子育て中の保護者が

地域で交流する場の提供や一時的な保育の実施により、保護者の負担軽減や

育児不安解消のための取組を推進します。 
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具体的な施策 父親の育児に関する情報提供 

事業内容 

父親の育児に役立つ資料配布や父親向け講座の開催、ゆりかご面接や新生

児訪問での相談対応を行うことにより、父親の育児参加促進と子育てにお

ける夫婦の協力を支援します。また、講座等の場を通じて、父親同士の交

流を促進します。 

所管課 健康推進課 

 

具体的な施策 家庭教育学級（乳幼児コース・小・中学生コース）  

事業内容 

乳幼児、小・中学生、ＰＴＡ向けに家庭教育学級を開催することで、保護

者の育児・教育に関する知識・技能向上を支援し、子どもたちの健やかな

成長を育む家庭環境づくりを促進します。 

所管課 生涯学習課 

 

具体的な施策 子育て中の多様な悩み・不安に対応する相談体制の充実 

事業内容 

女性相談、ひとり親相談、家庭相談、資格を持った専任スタッフが２４時

間対応する電話相談に加え、関係機関との連携を通じて子育て中の様々な

悩みや不安に対応するとともに、必要な情報や支援を提供することによ

り、安心して子育てができる環境づくりを促進します。 

所管課 子育て支援課・子ども家庭総合センター・健康推進課 

 

具体的な施策 親の子育て力支援事業 

事業内容 

保護者向けの子育て支援カウンセラーによる相談事業の実施や子育ての悩

み・不安を互いに話し合う場の提供等を通じて、親子関係形成を促し、子

育ての孤立防止と保護者の意識向上を図り、より良い子育て環境づくりを

支援します。 

所管課 児童青少年課 

 

具体的な施策 乳幼児の親が安心して外出できる環境の整備 

事業内容 

「あらかわベビーステーション」の設置や、店舗等を経営する事業者向け

に「（仮称）子ども・子育て世代に優しい施設のガイドライン」を作成・

周知することにより、乳幼児を持つ親が安心して外出できる環境を整備し

ます。 

所管課 子育て支援課 
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具体的な施策 保育サービスの更なる充実 

事業内容 

多様な保育ニーズへの対応と子育て中の保護者の負担軽減を図るため、０

歳児保育や病児・病後児保育の拡大等保育サービスの更なる充実を図るこ

とで、子育てと就労等の両立を支援します。  

所管課 保育課 

 

具体的な施策 地域における子育て支援（ファミリー・サポート・センター事業） 

事業内容 

ファミリー・サポート・センター事業を通じて地域の協力会員による一時

預かりや送迎等の支援を提供することにより、子育て中の保護者の負担軽

減を図り、仕事と育児の両立を支援するとともに、協力会員の養成を通じ

て地域における子育て支援体制を強化します。 

所管課 子育て支援課 

 

具体的な施策 子育て短期支援事業（ショートステイ事業）  

事業内容 

保護者の育児疲れや疾病等により家庭で養育を受けることが一時的に困難

となった０歳から中学生までの子どもを預かることにより、子どもとその

家族の福祉の向上を図り、多様な子育てを支援します。  

所管課 子ども家庭総合センター 

 

具体的な施策 親子ふれあいひろば 

事業内容 

年齢に応じた乳幼児タイムや異年齢交流、小・中交流事業を実施すること

により、子どもたちの社会性や協調性を育むとともに、世代間交流を促進

し、地域全体で子どもたちを育む環境づくりを支援します。 

所管課 児童青少年課・区民施設課 

 

具体的な施策 子育て交流サロン事業 

事業内容 

乳幼児を育てている保護者や子ども同士の交流の場を提供することによ

り、育児中の孤立の解消と親同士の交流を通じて子育ての不安や悩みの解

消を図るとともに、子育て家庭を地域で支える取組を支援します。また、

保護者がより気軽に立ち寄り、相談・交流できるような環境づくりを行い

ます。 

所管課 子育て支援課 
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具体的な施策 放課後等の児童への支援事業 

事業内容 

放課後等に適切な遊びと生活の場を提供する学童クラブ、地域の協力を得

ながら体験活動の場を提供するにこにこすくーる、それらを総合的に展開

する放課後子ども総合プランの実施により、放課後等の子どもの居場所を

提供するとともに、児童が安心して健やかに過ごせるよう、サービスの質

や利便性の向上を図ります。  

所管課 児童青少年課 

 

具体的な施策 子どもの居場所づくり事業の実施 

事業内容 

食事の提供や学習支援、親に対する養育の知識や情報提供、アウトリーチ

による支援等を行う子どもの居場所づくり事業を実施する団体に対し、経

費の一部を補助します。支援を必要とする子どもたちの居場所を提供する

ことにより、子どもたちの健全育成を支援します。 

所管課 子育て支援課 
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３ 誰もが働きやすい環境づくり 

Ⅲー３（１）安心して働き続けられる環境の推進 

 誰もが安心して働き続けられる環境を整備するため、小規模事業者が多い地

域特性も踏まえ、区内事業者へ多様な働き方に関する情報提供や提案を行い

ます。 

 区が事業者の立場として区内事業者の先導的な役割を果たすため、多様な働

き方ができる職場環境を整備します。 

 

具体的な施策 企業・労働者への多様な働き方の提案 

事業内容 

男女平等推進センター（アクト２１）発行の情報誌を区内事業所に配布

し、事業者への意識啓発を行うとともに、企業相談員による巡回訪問等を

通じて区内事業者へのテレワークやデジタル化推進等、多様な働き方に関

する情報提供と提案を行います。 

所管課 総務企画課・産業振興課・経営支援課 

 

具体的な施策 東京都の取組や労働関係法等の周知 

事業内容 

東京都の働き方改革に関する取組や労働関係法等について、男女平等推進

センター（アクト２１）での資料配布等を通じて周知を行うことにより、

区民の意識啓発を図ります。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 多様な働き方の推進 

事業内容 

区が事業者の立場として区内事業者の先導的な役割を果たすため、テレワ

ークや時差勤務、ＩＣＴや外部人材の活用等、職員・教職員の柔軟な働き

方を推進し、健康の維持増進と働きがいのある職場環境を整備します。 

所管課 職員課・教育総務課 
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Ⅲー３（２）女性の活躍推進に向けた取組の支援 

 女性の活躍を推進するため、区民・区内事業者に対し、ワーク・ライフ・バ

ランスを推進する意義やメリットを広く周知するとともに、柔軟な働き方に

対応した職場環境整備を促します。 

 区内事業者へ様々な支援を実施することにより、多様な人材が働きやすい職

場環境の整備を促進します。 

 

具体的な施策 
育児・介護休業支援制度の取得促進及び職場環境見直しについての区内事

業者への働き掛け 

事業内容 

区内事業所向けにワーク・ライフ・バランスの啓発用リーフレットや情報

誌を作成・配布することにより、育児・介護休業支援制度の取得促進や柔

軟な働き方等についての啓発を行い、安心して働き続けられる職場環境の

整備を推進します。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 ワーク・ライフ・バランスを促進する企業への支援 

事業内容 

多様な人材が働きやすい職場環境整備に必要な設備の設置に対して補助す

ること等を通じ、企業の生産性向上と企業価値向上、企業のワーク・ライ

フ・バランス推進を支援し、多様な人材が活躍できる職場環境づくりを促

進します。 

所管課 経営支援課 

 

Ⅲー３（３）事業主団体等との連携強化 

 各地域における女性の活躍を地域ぐるみで応援するための協議の場として、

荒川区男女共同参画社会推進区民会議に区内事業者の参画を求め、連携を強

化し、効果的な取組を推進していきます。 

 

具体的な施策 荒川区男女共同参画社会推進区民会議 

事業内容 

男女共同参画社会推進区民会議に区内事業者が参加することにより、企業

と行政、地域住民との連携を強化し、区民全体で男女共同参画社会の実現

に向けて取り組む体制を構築します。 

所管課 総務企画課 
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Ⅲー３（４）就労に関する支援事業の充実 

 就職や仕事と家庭の両立支援に関する情報提供 ・相談体制の充実を図ります。 

 子育て中の方の再就職や仕事と子育てを両立する働き方を一人一人の状況に

合わせて支援するとともに、再就職を目指す方へスキルアップやキャリアア

ップにつながる取組を行います。 

 就労意欲の高い高齢者や障がい者、厳しい雇用環境に置かれている若年層の

就労支援につながる取組を行います。 

 

具体的な施策 仕事と家庭の両立支援に関する情報提供 

事業内容 

ホームページ、情報誌、パネル展、資料配布、ＪＯＢコーナー町屋での情

報提供等、様々な媒体を活用して就職や仕事と家庭の両立支援、柔軟な働

き方等に関する情報を広く区民に発信し、理解促進を図ります。 

所管課 総務企画課・就労支援課 

 

具体的な施策 女性の再就職支援のためのセミナー等の実施 

事業内容 

女性向け就労支援コーナーの設置、就労支援セミナー等を通じて再就職も

含めた女性の就労支援を強化することにより、女性の経済的自立を促進

し、多様な働き方を支援します。 

所管課 総務企画課・就労支援課 

 

具体的な施策 ＪＯＢコーナー町屋の運営 

事業内容 

身近な職業相談・職業紹介等の場としてＪＯＢコーナー町屋において職業

相談・紹介、内職相談・紹介等を行うことにより、女性を含めた就労機会

の拡大を図り、誰もが能力を活かして活躍できる社会の実現を目指しま

す。 

所管課 就労支援課 

 

具体的な施策 ひとり親家庭への自立支援事業の実施【再掲】 

事業内容 

就業支援専門員が自立支援プログラムを策定し、資格取得支援や高卒認定

のための学び直し支援等、様々な就労支援につなげることにより、ひとり

親家庭の安定した生活のための継続的な支援に取り組みます。 

所管課 子育て支援課 
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具体的な施策 おしごと相談の窓口の運営 

事業内容 

おしごと相談の窓口において、就職活動に関する相談や、出産・育児・介

護を機に離職した女性の再就職活動・両立支援の相談を受け付け、就職活

動をサポートします。また、就労中の方が抱える家庭と仕事の両立に関す

る悩みや今後のキャリア不安を解消し、誰もが能力を活かして活躍できる

社会の実現を目指します。 

所管課 就労支援課 

 

具体的な施策 
女性の自立や生活に関する相談の実施（アクト２１こころと生き方・ＤＶ

なんでも相談【再掲】、女性相談【再掲】） 

事業内容 

「アクト２１こころと生き方・ＤＶなんでも相談事業」や女性相談の中で

就労に関する助言等を行うことにより、女性が抱える様々な悩みや困難へ

の支援を行い、女性の自立と安心して暮らせる環境づくりを行います。 

所管課 総務企画課・子育て支援課 

 

Ⅲー３（５）起業家の支援 

 女性を含めた起業を推進するため、区内で起業しようとする方を対象とした

講座を開催する等により、ノウハウや情報を提供します。 

 起業予定者、起業間もない事業者に対して、継続的に相談・アドバイスを行

い事業者の成長支援と経営基盤の強化を図ります。 

 

具体的な施策 
起業家支援のための講座の実施（創業支援事業・相談事業・講義・セミナ

ーの開催等） 

事業内容 

起業に関する相談の実施に加え、ビジネスプランの作成知識等を学ぶセミ

ナーや起業家交流会、若者向けワークショップ等を開催することにより、

起業を志す方の支援を強化し、新たなビジネスチャンスの創出と地域経済

の活性化を促進します。 

所管課 経営支援課 
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４ ライフステージに応じた健康づくり 

Ⅲー４（１）健康づくりに関する情報提供 

 働き方や生活の基盤である健康について意識啓発を図るとともに、特に女性

のライフステージに応じた健康づくりの意識向上を図るため、情報提供・意

識啓発を行います。 

 

具体的な施策 健康に関する冊子の発行、講演会、健康教育等の情報提供 

事業内容 

健康づくりや介護予防に関する講演会開催のほか、区報での特集、パンフ

レットやチラシ、ウオーキングマップ、リーフレット等の配布を通じて、

健康情報や健康づくりに関する情報を提供し、区民の健康意識向上を図り

ます。 

所管課 高齢者福祉課・健康推進課 

 

具体的な施策 ＨＩＶ・性感染症に関する検査・相談、啓発、情報提供 

事業内容 

ＨＩＶ・性感染症予防に関する講演会、区報での予防情報の提供等の啓発

活動のほか、保健師による相談、無料・匿名での検査等を実施することに

より、性感染症に関する正しい知識の普及と予防意識の向上を図ります。 

所管課 保健予防課 

 

Ⅲー４（２）こころや身体についての相談の実施 

 ストレスを原因とするこころや身体の不調を抱える人が増加している状況を

踏まえ、メンタルヘルスの相談体制の充実を図ります。 

 

具体的な施策 こころと生き方・ＤＶなんでも相談の実施 

事業内容 

「アクト２１ こころと生き方・ＤＶなんでも相談事業」を実施すること

により、家族関係や仕事、人間関係や生き方など様々な悩みを抱える方に

専門の相談員がカウンセリングを行い、安全で安心して暮らせる環境づく

りを行います。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 こころの健康相談の実施 

事業内容 

精神科医や保健師による心の健康に関する相談窓口「こころの健康相談」

を実施することにより、心の病気を抱える人やその家族への支援体制を強

化し、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指します。 

所管課 健康推進課 
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Ⅲー４（３）生涯を通じた健康づくりの推進 

 自らの健康について正しい情報や知識を習得し、自己管理を行えるよう、健

康増進のための取組を推進し、世代に応じたこころと身体の健康づくりを支

援します。 

 

具体的な施策 生活習慣病予防（疾病予防、健康増進） 

事業内容 

健康増進計画に基づき、健康ポイントアプリの活用により、健康に関する

意識啓発と運動習慣の獲得を促し、男性を含む幅広い年齢層の健康増進を

支援します。また、体組成計と血圧計を設置したまちなか測定コーナーの

設置、健康情報提供店による健康情報の提供、禁煙支援、健康体操の普

及、健康づくり講座等を通じて生活習慣病予防に関する啓発活動を行い、

区民の健康意識向上を促進します。 

所管課 健康推進課 

 

具体的な施策 女性の健康づくり講演会の実施 

事業内容 

プレコンセプションケア※3や更年期等に関する正しい知識普及のための講

演会を実施します。これにより、女性の健康維持と社会参加促進を図りま

す。 

所管課 総務企画課・健康推進課 

 

具体的な施策 女性の健康の啓発 

事業内容 

女性の健康への理解促進のため、毎年３月に実施される「女性の健康週

間」において普及啓発を行うとともに、講演会やパネル展示、キャンペー

ン等を開催します。 

所管課 健康推進課 

 

Ⅲー４（４）妊娠・出産・子育てに関わる支援 

 出産や育児等による健康上の影響が大きい女性が、安心して妊娠・出産・子

育て期を健康で明るく過ごせるよう、検診や講座の実施、指導等の支援を行

います。 

 

 

 

                            

 
※3プレコンセプションケア：性や妊娠に関する正しい知識を身に付け健康管理を行うよう促すこと。  
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具体的な施策 
妊娠・出産に関する支援（ゆりかご面接、母子健康手帳交付、妊婦健診、

妊産婦訪問指導） 

事業内容 

妊娠届出時のゆりかご面接に加え、妊娠後期のアンケート、面談、電話相

談、訪問を実施するほか、健診費用補助等を通じて切れ目なく支援を行

い、妊婦の不安解消を図り、安心して出産・育児ができるよう支援しま

す。 

所管課 健康推進課 

 

具体的な施策 周産期うつ対策 

事業内容 

ゆりかご面接や新生児訪問、産婦健診、1か月児健診時に産後うつに関す

るアンケート等を実施し、周産期うつ病の早期発見を行い、必要に応じた

受診勧奨やサービス調整を行うことで妊娠中及び産後のメンタルヘルス対

策を強化します。 

所管課 健康推進課 

 

具体的な施策 不妊・不育に関する支援 

事業内容 

ゆりかご面接や新生児訪問、産婦健診、１か月児健診時に産後うつに関す

るアンケート等を実施し、周産期うつ病の早期発見を行い、必要に応じた

受診推奨やサービス調整を行うことで妊娠中及び産後のメンタルヘルス対

策を強化します。 

所管課 健康推進課 

 

具体的な施策 入院助産措置の実施 

事業内容 

経済的な理由で病院に入院できない妊産婦に対し、入院費用を助成するこ

とにより、安心して出産や療養に専念できるよう支援します。相談時には

家庭状況に応じて必要な支援機関につなげることにより、妊産婦の健康と

安全を守ります。 

所管課 子育て支援課 

 

具体的な施策 妊娠・出産・子育てに関する相談の実施 

事業内容 

精神科医や保健師による「ママのこころの相談」において子育て中の母親

が抱える心の悩みや不安に寄り添い、必要なサポートを提供することによ

り、母親のメンタルヘルスの安定を支援します。また、子どもと子育ての

総合的な相談機関である子ども家庭総合センターの体制強化を進め、安心

して健やかな暮らしが送れる環境づくりを促進します。 

所管課 健康推進課・子ども家庭総合センター 
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「プレコンセプションケア」という言葉を聞いたことがありますか。 

これは、将来の妊娠や出産を「いつか」と考える人だけでなく、すべての人が「今」を

より健やかに過ごすための自分メンテナンスのことで、理想の人生を形にするための、新

しい健康の常識です。 

バランスの良い食事、適度な運動、定期的な健診……。こうした日々の積み重ねは、将

来のあなた、そして未来の新しい命を守る力となります。 

荒川区では、専門医による講演会など、あなたの「これから」の健康作りをサポートし

ています。 

性別やパートナーの有無に関わらず、自分の体を知り、大切にすることが自身の健康を

維持する第一歩となります。 

プレコンセプションケア  
～理想の人生を健康からデザインする、自分メンテ 
 ナンスの新常識～ 

コラム 
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５ 様々な人に配慮した防災対策の推進 

Ⅲー５（１）多様な視点を入れた危機管理対策 

 荒川区地域防災計画をはじめとした、各種の危機管理対策について、実際の

災害から得られた教訓や想定される課題等を踏まえるとともに、多様性に配

慮した視点で適宜見直し、修正を行っていきます。 

 

具体的な施策 危機管理対策への多様な視点の反映 

事業内容 

女性や妊産婦、乳幼児、高齢者、障がい者、外国人等、様々な属性の人に

配慮した危機管理対策を検討の上、荒川区地域防災計画をはじめとする各

種計画に反映するとともに、適宜、見直しを図ります。 

所管課 防災課 

 

Ⅲー５（２）多様なニーズに応じた災害時・緊急時の支援 

 多様性に配慮した避難所開設・運営マニュアル等を整備し、それに基づき、

定期的に訓練を実施し、マニュアル等を改善していきます。 

 災害時に多様性に配慮した避難所運営ができるよう、性別等によるニーズの

違いに配慮した環境整備や物資の備蓄等を行っていきます。 

 

具体的な施策 
多様なニーズに応じた避難所等における環境整備や備蓄物資等の充実・強

化 

事業内容 

災害時における女性のニーズに対応するため、避難所運営委員会に女性を

積極的に配置し、女性のためのスペース設置等運営マニュアルに基づく訓

練を実施します。また、着替え・授乳用テントや生理用品、おむつ、オス

トメイト対応トイレ等の備蓄を充実させ、多様なニーズに応じて全ての人

が安心して避難所生活を送れる環境整備を進めます。 

所管課 防災課 

 

具体的な施策 避難行動要支援者への情報伝達体制の充実 

事業内容 

高齢者や障がい者等の避難行動要支援者が災害時に確実に情報を受け取れ

るよう、区報、ホームページ・ＳＮＳ、防災アプリ、災害情報受信機等、

様々な媒体による情報伝達体制を整備し、誰もが必要な情報を入手できる

よう支援します。 

所管課 防災課 
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具体的な施策 子育て世代の避難場所の提供 

事業内容 

子育て世代が安心して避難できるよう、二次避難所における支援体制の強

化を図ります。避難誘導訓練の実施や備蓄倉庫内の物資点検を通じて子ど

もを持つ家庭が安全に避難できる環境整備を進め、必要な物資の確保と適

切な情報提供を行います。 

所管課 総務企画課・区民施設課・児童青少年課・ゆいの森課 

 

Ⅲー５（３）災害時・緊急時における相談・支援体制の整備 

 男女平等推進センター（アクト２１）を中心として、災害時や緊急時におけ

る生活環境の変化による不安や悩み、女性への暴力に対する相談を受け付け、

支援を実施します。  

 

具体的な施策 災害時・緊急時の相談・支援 

事業内容 

「大規模災害時における男女共同参画センター相互支援システム」に加入

することで、被災地外の男女共同参画センター等と連携を図り、粉ミルク

や生理用品等の物資や情報の支援体制の充実を図ります。また、避難者の

多様なニーズや避難生活に対する不安等に対応するため、避難者への相談

体制の整備を推進します。 

所管課 総務企画課・関係各課 
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基本目標Ⅳ 計画推進のための体制を整備する 

■施策の方向性と指標 

１ 区の政策・方針決定過程への男女共同参画の推進 

男女共同参画 ・ジェンダー平等の理念を区の政策に反映していくためには、政策決

定の場に多様な人材が参画することが欠かせないことから、特に女性の参画を積極的

に促進するとともに、区民の意見を反映できる仕組みを整備します。 

あわせて、区職員が男女共同参画 ・ジェンダー平等の視点を持ち、日常業務や政策

形成に活かせるよう、研修や啓発を通じて意識の向上を図ります。 

こうした取組により、ジェンダー平等を達成するため政策 ・事業 ・組織運営の全て

のプロセスにおいてジェンダーの視点に立った対応を行う 「ジェンダー主流化」を推

進し、計画の実効性を高めていきます。 

 

２ 男女平等推進センター（アクト２１）を中心とした推進体制の充実 

区における男女共同参画推進の拠点である男女平等推進センター （アクト２１）の

役割を一層強化し、区民や地域団体への啓発や学習機会の提供、相談機能の充実を図

るとともに、関係団体や地域の多様な主体との連携を深めます。 

また、区民の意見を反映した運営を行うことで、地域に根ざした実効性のある取組

を推進します。 

こうした拠点機能の充実を通じて、区民が安心して学び、相談し、参画できる環境

を整備し、計画全体を支える推進力とします。 

 

■基本目標Ⅳの指標 

No 指標 現状値 目標値 

１ 

女性委員のいる審議会等の割合 
91.8％ 

（令和６年度） 
100.0％ 

（令和12年度） 

審議会等における女性委員数の割合 
25.3％ 

（令和６年度） 
40.0％ 

（令和12年度） 

※地方自治法（第202 条の３）に定める附属機関や地方自治法（第180 条の５）に定める行政委員会等に女

性委員が所属している割合及び女性委員の割合 

２ 

区職員の管理監督者 （係長 ・課長 ・部長）に

おける女性の割合 

32.8％ 
（令和６年度） 

40.0％ 
（令和12年度） 

※係長級以上の区女性職員の割合 
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■施策 

１ 区の政策・方針決定過程への男女共同参画の推進 

Ⅳー１（１）区の政策・方針決定過程への女性参画の促進 

 区の政策・方針決定過程の一つである各種審議会・委員会等において、女性

の参画を促進します。 

 

具体的な施策 管理監督者に向けた女性職員の育成 

事業内容 
区の女性職員にキャリアアップの機会提供と意識啓発を行うことにより、

女性のリーダーシップ育成を図り、組織全体の活性化を目指します。 

所管課 職員課 

 

具体的な施策 審議会等における女性の参画の推進、多様な視点・意見の反映 

事業内容 

審議会における多様な意見を反映するため、女性や様々な経歴を持つ方を

委員に積極的に選任することにより、多角的な視点からの議論を促進しま

す。また、女性委員の参画状況を調査し、調査結果に基づき女性の参画促

進に向けた課題を分析の上、今後の委員選定における改善策を検討・実施

していきます。 

所管課 関係各課 

 

Ⅳー１（２）多様な区民意見の反映機会の充実 

 多様な区民意見を区政に反映することができるよう、あらゆる機会を通じて

区民の意見を聴取するとともに、区政に反映させる機会・手段の充実を図っ

ていきます。 

 

具体的な施策 パブリック・コメントの実施 

事業内容 

区の構想・計画・制度等を策定する際にパブリック・コメントを実施し、

住民からの意見を広く募集することにより、政策決定過程における透明性

と公平性を高め、男女共同参画の視点を含めた多様な意見をより良い政策

づくりに反映していきます。 

所管課 関係各課 

 

具体的な施策 区民の声等、広聴活動による意見の反映 

事業内容 
区民の意見・要望を適切に把握し、区政運営の参考とするため、区民の声

や区政世論調査を実施し、多様な意見を政策づくりに反映していきます。 

所管課 秘書課 



第３章 施策の方向性と施策 

66 

Ⅳー１（３）区職員の意識啓発と男女共同参画の取組の推進 

 男女共同参画の視点に立って各施策を推進していくため、区職員の意識啓発

を図る取組を推進します。 

 ハラスメントが社会的に許されない行為であることを区職員に広く周知徹底

するとともに、未然防止に向けて意識啓発や情報提供等を行い、良好な職場

環境を整備していきます。 

 

具体的な施策 区職員の意識啓発・研修の実施 

事業内容 

情報誌「アクト２１インフォメーション」を通じて人権に関する情報を発

信するとともに、人権研修を実施することで、区職員の人権意識の向上を

図ります。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 職場における旧姓使用の実施 

事業内容 

職場における旧姓使用を認めることにより、ライフステージの変化に対応

し、結婚により姓が変わった場合でも本人が希望する姓で業務に従事でき

る環境を整備します。 

所管課 職員課 

 

具体的な施策 男性職員の育児休業取得の促進、育児参加の支援 

事業内容 

男性職員の育児参加促進のため、育児休業取得の奨励と育児支援の強化に

取り組みます。職場環境の整備や制度周知に加え、育児休業取得者の事例

紹介や休暇制度の広報活動を通じて、男性職員の育児参加意識の向上を図

ります。 

所管課 職員課 

 

具体的な施策 ハラスメント防止基本方針の策定と推進 

事業内容 

職場におけるハラスメント防止のため、「荒川区職員のハラスメントの防

止及び対応に関する基本方針」「荒川区職員カスタマーハラスメントの防

止及び対応に関する基本方針」に基づく相談体制を整備し、職員からの相

談に対応する等により、適切な職場環境の整備を継続的に実施します。 

所管課 職員課 
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具体的な施策 ハラスメント防止の研修、意識啓発 

事業内容 

ハラスメントの防止と適切な職場環境の確保のため、管理職等を対象とし

たハラスメント防止研修を実施し、職場におけるハラスメント防止の重要

性の理解促進と発生時における対処能力の向上を図ります。 

所管課 職員課 

 

具体的な施策 苦情相談処理窓口の円滑な運用と情報提供 

事業内容 

職員報等での周知、苦情相談窓口の案内、人権研修等での啓発を実施する

ことにより、職員一人一人がハラスメント防止の重要性を認識するととも

に、相談しやすい環境づくりを進めます。 

所管課 職員課 
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２ 男女平等推進センター（アクト２１）を中心とした全庁的な連携強化 

Ⅳー２（１）意識啓発・相談機能の充実 

 男女共同参画に関する区民の意識を高めるため、積極的な啓発活動と学習機

会の提供を推進します。 

 生きづらさを抱えている方へカウンセラーによる心のケアを行うとともに、

性自認・性的指向等に関する当事者・家族・周囲の方からの悩み等を安心し

て相談できる体制を充実します。 

 

具体的な施策 男女平等に関する情報の収集と提供 

事業内容 

男女共同参画に関する情報提供を充実させるため、男女平等推進センター

（アクト２１）情報コーナーの充実、区報やホームページ・ＳＮＳでの情

報発信、関連図書の提供等を行うことにより、男女共同参画に関する理解

を深めていきます。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 
アクト２１インフォーメーションの発行、ホームページ等による啓発【再

掲】 

事業内容 

男女共同参画に関する意識啓発を図るため、情報誌「アクト２１インフォ

メーション」を発行し、ＹｏｕＴｕｂｅ配信を行うとともに、ＤＶ防止啓

発カードやＬＧＢＴＱパンフレット等の配布、区報やホームページ・ＳＮ

Ｓでの情報提供を充実させ、区民への理解促進を図ります。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 男女共同参画に関する講座・講演会の実施 

事業内容 

男女共同参画週間に合わせた講演会やパネル展、デートＤＶ防止やＤＶ被

害者支援に関する講座等を実施することにより、男女共同参画及びＤＶ防

止に関する意識啓発を図り、より安全で安心して暮らせる社会づくりを目

指します。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 
アクト２１・こころ生き方ＤＶなんでも相談、性自認・性的指向に関する

専門相談の実施・充実 【再掲】 

事業内容 

こころと生き方・ＤＶなんでも相談、性自認・性的指向に関する専門相談

を実施し、ＤＶ被害者やその周囲の方々に専門的な相談窓口を提供し、必

要な支援につなげていきます。 

所管課 総務企画課 
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Ⅳー２（２）関係団体との連携及び区民意見を反映した運営の充実 

 男女平等推進センター（アクト２１）を拠点として活動している団体との連

携を強化し、団体の育成を目指した取組を推進します。 

 多様な生き方を認め合う男女共同参画社会を推進するため、全庁的な連携を

更に強化します。 

 家庭や地域、働く場等において、男女共同参画を着実に推進していくため、

区民、区内事業者、学識経験者で構成される区民会議を開催し、毎年度、荒

川区男女共同参画社会推進計画の進捗状況の点検と必要な提言を行い、その

内容を随時公表します。 

 

具体的な施策 アクト２１の事業に関する区民意見の反映 

事業内容 

区民の意見を施策に反映させるため、男女平等推進団体を対象にアクト２

１の事業に関するアンケートを実施し、結果を分析し、今後の事業展開や

施策に活かします。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 男女平等推進団体の育成・交流 

事業内容 

男女平等社会の実現を図ることを主たる活動目的とする男女平等推進団体

の育成を図るとともに、団体間の交流促進を図るため交流のつどいを開催

する等により、団体間の連携強化と更なる活動促進を目指します。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 区民参画による男女共同参画の意識づくり 

事業内容 

区民の意見を政策に反映させるため、講演会等でのアンケート調査を実施

し、その結果を今後の事業展開に活かしていきます。また、男女平等推進

団体に男女共同参画推進講座への参加を促す等により、団体活動の活性化

を図り、区民参画による男女共同参画の意識づくりにつなげていきます。 

所管課 総務企画課 

 

具体的な施策 人権推進事業との連携 

事業内容 

人権推進部門と連携して講演会等を開催することにより、男女共同参画に

関する理解促進を図るとともに、多様な立場からの意見交換や情報共有を

通じて、誰もが暮らしやすい社会の実現を目指します。 

所管課 総務企画課 
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具体的な施策 荒川区男女共同参画社会推進区民会議による点検の実施 

事業内容 

区民参加による男女共同参画推進の強化を図るため、男女共同参画社会推

進区民会議を毎年度開催し、基本目標ごとの主な取組実績を報告し、改善

状況について議論するとともに、会議資料をホームページで公開し、区民

への情報公開と意識共有を図ります。 

所管課 総務企画課 

 

 

 

 

 

 

荒川区男女共同参画センター（アクト２１）は、

区における男女共同参画の推進拠点として、多様な

事業や支援を展開しています。センターでは、男女

共同参画や DV 防止に関する講演会・講座、パネル展

などの啓発事業を行い、区民が学び、気づき、行動

につなげる機会を提供しています。また、情報コー

ナーの充実、関連図書の提供、区報やホームページ、

ＳＮＳを活用した情報発信、情報誌「アクト２１イ

ンフォメーション」や YouTube 配信などを通じて、

誰もが必要な情報にアクセスできる環境づくりを進

めています。 

 

相談支援の面では、ＤＶ被害者支援や性自認・ジェンダーアイデンティティに関する専

門相談、こころと生き方の相談など、多様な困難を抱える方に寄り添う相談窓口を設置

し、必要な支援につなげています。また、アクト２１は全国の男女共同参画センター相互

支援ネットワークに加入しており、災害時には情報提供や相談支援など、必要な支援に協

力する体制を備えています。 

 

さらに、センターを拠点に活動する地域との連携を強化し、事業への区民意見の反映を

図るとともに、区内事業者の参画を得て地域ぐるみで男女共同参画を推進する体制づく

りにも取り組んでいます。 

荒川区男女平等推進センター（アクト２１） コラム 
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１ 計画の推進体制と点検・評価 

本計画の実効性を高めるため、区は、関係部署が連携し、庁内全体で男女共同参

画・ジェンダー平等の視点を区政運営に反映します。 

また、地域団体、事業者、教育機関など、多様な主体との協働を通じて、地域に

根ざした取組を着実に進めます。 

 

計画に掲げた施策の進捗状況については、学識経験者、区民委員、事業主団体な

どの幅広い関係者で構成される「荒川区男女共同参画社会推進区民会議」において

定期的に報告し、進捗の管理および点検を行います。 

区民会議は、区の会議体として、施策の実施状況を把握するとともに、必要に応

じて課題や改善方策を検討し、計画の着実な推進を図ります。 

 

また、ＰＤＣＡサイクルに基づき、毎年度の進捗状況の点検 ・評価を行い、その

結果を公表するとともに、社会情勢や区民意見を踏まえて、必要に応じて計画の見

直しを行います。 

さらに、男女平等推進センター （アクト２１）等を拠点に、啓発、相談、学習機

会の充実など、区民参画を促す活動を支援し、行政と地域が一体となって男女共同

参画およびジェンダー平等の推進を進めます。 

 

 

  
Plan 
計画 

男女共同参画・ジェンダー平等の 
視点を区政全体に反映。 
関係部署が連携し、施策を計画。 

Check 
点検・評価 

男女共同参画社会推進区民会議で 
進捗を報告・管理。 
課題を把握し、施策の効果を点検。 

Act 評価結果を公表し、区民
意見や社会情勢を踏まえ 
施策の改善・次期計画へ
反映。 

Do 
実行 

地域団体、事業者、教育
機関などと協働し、 
啓発、相談、学習機会な
どの取組を推進。 
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用語解説 

あ行 

●アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込

み） 

性別や年齢、学歴などに対して、知らず知らず

のうちに偏った見方をしてしまうこと。男女共

同参画の分野では、働き方や暮らし方の根底に

長年にわたって形成されてきた固定的な性別役

割分担意識や性差に関する偏見・固定観念が課

題となっている。 

→コラムＰ.47 

 

●ウェルビーイング 

身体的 ・精神的 ・社会的に良い状態にあることを

いい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生

の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む

概念。 

→コラムＰ.3 

 

●ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

2030 年までに持続可能な社会を実現するために、

国連が定めた 17 の国際目標。 

目標５では 「ジェンダー平等を達成し、すべての

女性と女児の能力を強化する」ことを掲げている。 

また、ジェンダー平等と人権の尊重は、目標５に

限らずＳＤＧｓの１７すべての目標の実現に不

可欠な横断的価値とされている。 

 

さ行 

●ジェンダー・アイデンティティ/性自認 

自分の性別をどのように認識しているかを指す

概念。 

「心の性」とも表現され、出生時に割り当てられ

た性別と一致する場合もあれば、一致しない場合

もある。 

なお、国際的には“Gender Identity（ジェンダ

ー・アイデンティティ）”の語が用いられ、自分

がどの性のあり方に属すると感じるかという帰

属意識も含む概念とされている。 

→コラムＰ.23 

 

 

●ジェンダー・ギャップ 

性別によって社会的 ・経済的 ・政治的に機会や結

果に差がある状態。国際的には 「ジェンダー・ギ

ャップ指数」で各国の状況が比較される。 

→コラムＰ.30 

 

●ジェンダー平等 

ひとりひとりの人間が、性別にかかわらず、平等

に責任や権利や機会を分かちあい、あらゆる物事

を一緒に決めることができること。 

 

●ＳＴＥＭ教育 

Science, Technology, Engineering and 

Mathematics （科学 ・技術 ・工学 ・数学）の頭文字

をとっており、理工系の教育・研究分野を示す。 

→コラムＰ.7 

 

●性的マイノリティ（ＬＧＢＴＱなど） 

多様な性自認 ・性的指向を表す総称の一つで、次

の言葉の頭文字を取って作られた言葉。 

（L）レズビアン 女性同性愛者 

（G）ゲイ 男性同性愛者 

（B）バイセクシュアル 両性愛者 

（T）トランスジェンダー 身体の性に違和を持

つ人 

（Q）クエスチョニング 性のあり方が定まって

いない人、または定めていない人 

 

た行 

●男女共同参画社会 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思

によって社会のあらゆる分野における活動に参

画する機会が確保され、もって男女が均等に政治

的、経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うべき社会のこと。

（男女共同参画社会基本法第 2 条） 

 

は行 

●ハラスメント 

「嫌がらせ、いじめ」を意味する。職場や日常生
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活等で、相手を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利

益を与える発言や行動が問題となっている。 

（パワー・ハラスメント）職場内の優位性を背

景に、精神的・身体的苦痛を与える行為等 

（セクシュアル・ハラスメント）相手の意に反

する不快な性的言動（性的指向・性自認関連

含む） 

（マタニティ・ハラスメント）妊娠・出産等を

理由とする不利益な処遇等 

（カスタマー・ハラスメント）顧客や取引先か

らの著しい迷惑行為 

（モラル・ハラスメント）モラル（道徳）によ

る精神的な暴力・言葉・態度による嫌がらせ

行為等 

 

●フェムテック 

「Female（女性）」＋「Technology（技術）」の

造語で、生理や更年期など女性特有の悩みを先

進的な技術で解決することを指す。 

 

●プレコンセプションケア 

医学的に妊娠・出産に適した年齢、計画的な妊

娠、葉酸の摂取、男女の不妊、性感染症の予防

など、妊娠の計画の有無に関わらず、早い段階

から妊娠・出産の知識を持ち、自分の身体への

健康意識を高めること。 

→コラムＰ.61 

 

ま行 

●メディアリテラシー 

放送やインターネットなど多様なメディアから

の情報を、自分で読み解き、判断し、活用でき

る能力であり、加えてメディアを通じて他者と

対話・発信できる力を含む。 

 

わ行 

●ワーク・ライフ・バランス 

多様で柔軟な働き方等を通じた仕事と生活の調

和のこと。 
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荒川区男女共同参画社会推進区民会議設置要綱 

平成２３年１１月１日制定 

２３荒区文第７３５号 

（ 副 区 長 決 定 ） 

平成２６年４月１日一部改正 

平成２８年４月１日一部改正 

平成２８年１２月１日一部改正 

令和４年９月２２日一部改正 

令和７年５月８日一部改正 

 

（設置目的） 

第１条 荒川区男女共同参画社会推進計画に基づく施策を推進し、男女共同参画の一層の充

実を図るため、荒川区男女共同参画社会推進区民会議（以下「会議」という。）を設置す

る。 

２ 会議は、前項に掲げる目的のほか、荒川区における女性の活躍の推進に関する取組を効

果的かつ円滑に推進するとともに、女性の活躍を地域ぐるみで応援するため、事業主団体

等と行政が連携し、女性の活躍推進を図る協議の場の役割を担うものとする。 

（協議会） 

第２条 会議は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年９月４日法

律第６４号）第２７条第１項に基づく協議会と位置づけるものとする。 

（所掌事項） 

第３条 会議は、次に掲げる事項について所掌する。 

(1) 荒川区男女共同参画社会推進計画に関すること。 

(2) 荒川区における男女共同参画社会推進施策への提言 

(3) 荒川区における女性の活躍推進に関すること。 

(4) その他、区長が必要と認める事項 

（組織） 

第４条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 関係団体代表者等 

（任期） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

（会長及び副会長） 

第６条 会議に会長及び副会長を各１人置く。 

２ 会長は、第４条第１号に掲げる学識経験者である者とする。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 会長は、会議を代表し、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 
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（招集） 

第７条 会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くこと

ができる。 

（会議の公開） 

第８条 会議は公開とする。ただし、公開することにより著しい支障を及ぼす恐れがある等、

相当な理由があると会長が認めるときは、これを非公開とすることができる。 

２ 傍聴者の定員は５名とし、これを超える傍聴の申し出があった場合には、抽選により傍

聴人を定める。 

３ 会長は、会議の公開にあたり、会議の円滑かつ静穏な進行を確保するため、傍聴者に必

要な制限を課すことができる。 

（庶務） 

第９条 会議の庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会長が別に定

める。 

 附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する｡ 

 附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する｡ 

 附 則 

この要綱は、平成２８年１２月１日から施行する｡ 
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荒川区男女共同参画社会推進区民会議委員名簿 

（敬称略） 

 

学識経験者 権丈 英子 （亜細亜大学理事・経済学部長） 

委員 

（14 名） 
椎葉 誠  （連合荒川地区協議会 事務局長） 

太田 文子 （荒川区女性団体の会 副会長） 

近藤 仁  （東京商工会議所荒川支部 事務局長） 

滝沢 聖一 （アサヒ 産業株式会社 取締役 総務部 部長） 

笹 直美   （マザーズハローワーク日暮里 室長）  

高田 忠則 （荒川区スポーツ協会 会長） 

榊 眞理子 （人権擁護委員）  

松熊 貴代 （人権擁護委員、主任児童委員） 

飯田 紗織 （東京青年会議所荒川区委員会 委員）令和７年 12 月まで 

村山 馨亮  （東京青年会議所荒川区委員会 委員）令和８年１月から 

上羽 明子 （中学校ＰＴＡ連合会会長） 

中田 宏美  （社会福祉協議会地域連携推進課長）  

小林 直彦 （荒川区副区長）           

小堀 明美 （総務企画部長）           

古瀬 秀幸 （管理部長）  

事務局 総務企画課長 

男女平等推進センター所長 

男女平等推進センター職員 

総務企画課人権推進係長 
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荒川区男女共同参画社会推進委員会設置要綱 

平成 13年 7 月 17 日制定 

（13 地文推第 19 号） 

（助役決定） 

平成 18年 3 月 30 日一部改正 

平成 26年 4 月 1日一部改正 

平成 27年 6 月 2日一部改正 

平成 28年 4 月 1日一部改正 

令和 2年 8 月 20 日一部改正 

 

（設置） 

第 1 条 荒川区男女共同参画社会推進計画を実効性あるものとするために、荒川区における

男女共同参画社会の形成に関する施策を総合的に調整し、かつ、計画的に推進することを

目的として、荒川区男女共同参画社会推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

(1) 男女共同参画社会推進計画に係る施策の推進及び調整に関すること。 

(2) その他男女共同参画社会の形成に関する事項で委員会が必要と認めること。 

（組織） 

第 3条 委員会は、別表第１に掲げる者をもって組織する。 

（委員長） 

第 4条 委員会に委員長を置き、副区長の職にある者をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（招集） 

第 5条 委員会は、委員長が招集する。 

（幹事会） 

第 6条 第 2条に掲げる所掌事項を調査し、及び検討するため、委員会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表第 2に掲げる者をもって組織する。 

３ 幹事会に幹事長を置き、総務企画部長の職にある者をもって充てる。 

４ 幹事長は幹事会を代表し、幹事会の議事を整理する。 

５ 幹事長に事故があるときは、幹事長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

（関係職員出席） 

第 7 条 委員長は、必要があると認めるときは、別表第 1 に掲げる職員以外の者を委員会へ

出席させることができる。 

２ 幹事長は、必要があると認めるときは、別表第 2 に掲げる職員以外の者を委員会へ出席



参考資料 

80 

させることができる。 

（庶務） 

第 8条 委員会の庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。 

（その他） 

第 9 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営についての必要な事項は、委員長が定

める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 13 年 7 月 20 日から施行する。 

２ 荒川区男女共同参画社会推進計画策定委員会設置要綱（平成 12 年 1 月 31 日付、荒地

文推発第 57 号）は、廃止する。 

附則 

この要綱は、平成 18年 4 月 1 日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 27年 7 月 1 日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 28年 4 月 1 日から施行する。 

 

別表第 1（第 3条関係） 別表第 2（第 6条関係） 

荒川区男女共同参画社会推進委員会 

 

副区長 

総務企画部長 

区政広報部長 

管理部長 

区民生活部長 

地域文化スポーツ部長 

産業経済部長 

環境清掃部長 

福祉部長 

健康部長 

子ども家庭部長 

防災都市づくり部 

教育委員会事務局教育部長 

 

荒川区男女共同参画社会推進委員会幹事会 

 

総務企画部総務企画課長 

区政広報部秘書課長 

管理経理課長 

区民生活部区民課長 

地域文化スポーツ部文化交流推進課長 

産業経済部産業振興課長 

環境清掃部環境課長 

福祉部福祉推進課長 

健康部生活衛生課長 

子ども家庭部子育て支援課長 

防災都市づくり部都市計画課長 

教育委員会事務局教育総務課長 
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荒川区男女共同参画社会推進計画策定に向けた審議経過 

（１） 荒川区男女共同参画社会推進区民会議 

開催月日 内容 

令和７（2025）年７月

28 日 

１ 委員長及び委員の紹介について 

２ 荒川区男女共同参画社会推進計画（第６次）の策定について 

３ 現行計画（第５次）の実施状況と今後の方向性について 

令和７（2025）年９月

30 日 

１ 計画の素案について 

２ パブリック・コメントの実施について 

３ 今後の予定について 

令和８（2026）年１月

９日 

１ パブリック・コメントの実施結果について 

 （提出された意見の概要とそれに対する区の考え方について） 

２ 荒川区男女共同参画社会推進計画（第６次）（案）について 

３ 今後の予定について 

 

（２） 荒川区男女共同参画社会推進委員会 

開催月日 内容 

令和７（2025）年７月

９日 

 １ 計画策定の進め方について 

２ 国や都の動向及び世論調査等結果の分析 

３ 基本目標ごと現状値と目標数値について 

４ 計画の体系（案）について 

５ 今後の予定について 

令和７（2025）年９日

18 日 

 １ 計画の素案について 

２ パブリック・コメントの実施について 

３ 今後の予定について 

令和８（2026）年１月

7日（書面開催） 

１ パブリック・コメントの実施結果について 

 （提出された意見の概要とそれに対する区の考え方について） 

 ２ 荒川区男女共同参画社会推進計画（第６次）（案）について 
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荒川区男女共同参画社会推進計画 パブリック・コメントの実施結果 

（１）意見募集期間 

令和７（2025）年 11 月 11 日（火）～12月２日（火） 

 

（２）閲覧場所等 

区役所４階総務企画課・地下１階情報提供コーナー、アクト 21、荒川区ホームページ 

 

（３）意見提出数 

11 名、14 件 

内訳 Logo フォーム９名・12件、電子メール １名１件、持ち込み １名１件、FAX ０名） 

 

（４）意見の内訳 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）意見に対する区の考え方 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①計画全般についての意見 7件 

②計画の具体的な内容に関する意見 7件 

  

基本目標Ⅰ 
人権の尊重と多様な生き方を認め

合う意識を高める 
  4 件 

基本目標Ⅱ 

ジェンダーに基づくあらゆる暴力の

根絶を目指す・困難を抱える女性へ

の支援体制を整備する 

  3 件 

合    計 14 件 

◎ 計画に新たに反映する     2 件 

○ 既に盛り込んでいる       5 件 

☆ 意見・要望としてお聞きする   7 件 

合    計 14 件 
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（６）意見の概要と意見に対する区の考え方 

≪計画全般について≫ 
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≪基本目標１≫ 人権の尊重と多様な生き方を認め合う意識を高める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪基本目標２≫ ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶を目指す・ 

困難を抱える女性への支援体制を整備する 
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第 49回荒川区政世論調査（抜粋） 

（調査区域）荒川区全域 

（調査対象）荒川区在住の満18 歳以上の男女（住民基本台帳による） 

（標 本 数）3,000 

（抽出方法）層化２段階無作為抽出（７地区に分類し対象者を抽出） 

（調査期間）令和６（2024）年８月30日～令和６（2024）年９月30日 

（調査方法）郵送配布／郵送またはインターネット回答による回収 

（有効回答）1,414 

（有効回答率）47.1％ 
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（１）男女の地位 

◇「平等になっている」は学校で６割強、余暇活動で５割弱、地域活動の場で４割半ば近く 

 

男女の地位について聞いたところ、「平等になっている」は 「③学校」（61.6％）が６割強

で最も高く、次いで、「⑧余暇活動」（49.9％）が５割弱、「④地域活動の場」（43.4％）が

４割半ば近くとなっている。《男性優遇》は 「⑤政治の場」（81.6％）が８割強と高く、以下、

「⑦しきたりや慣習」（73.2％）、「⑨社会全体」（67.6％）の順となっている。一方、《女

性優遇》は 「⑧余暇活動」（16.4％）が１割半ばを超えて最も高く、以下、「①家庭」（14.5％）、

「⑥法律や制度」（11.4％）の順となっている。 
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＜男女の地位（①家庭）＞ 
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＜男女の地位（②職場）＞ 
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＜男女の地位（③学校）＞ 
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＜男女の地位（④地域活動の場）＞ 
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＜男女の地位（⑤政治の場）＞ 
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＜男女の地位（⑥法律や制度）＞ 
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＜男女の地位（⑦しきたりや習慣）＞ 
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＜男女の地位（⑧余暇活動）＞ 
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＜男女の地位（⑨社会全体）＞ 
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（２）家庭内における役割分担意識 

◇家事は「主に自分」が４割半ばを超える 

 

 

家庭内における役割分担について聞いたところ、「主に自分」は 「①家事 （炊事 ・洗濯 ・掃

除など）」（47.9％）が４割半ばを超えて最も高く、以下、「⑤町会などの地域行事への参

加」（25.5％）、「④ＰＴＡ活動など、学校行事への参加」（22.3％）、「②子育て （子ども

の世話、しつけ、教育など）」（21.8％）、「③介護 （介護が必要な親の世話、病人の看護な

ど）」（17.1％）と続く。  
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＜家庭内における役割分担意識（①家事（炊事・洗濯・掃除など））＞ 
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＜家庭内における役割分担意識（②子育て）＞ 
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＜家庭内における役割分担意識（③介護）＞ 
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＜家庭内における役割分担意識（④ＰＴＡ活動など、学校行事への参加）＞ 
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＜家庭内における役割分担意識（⑤町会などの地域行事への参加）＞ 
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（３）仕事、家庭生活、個人の時間の理想と現実 

◇理想は「すべての調和を図りたい」が４割半ば、現実は「仕事を優先している」が３割強 

 

 

仕事、家庭生活、個人の時間について聞いたところ、理想は「すべての調和を図りたい」

（45.4％）が４割半ばと最も高く、以下、「個人の時間を優先したい」（25.4％）、「家庭生

活を優先したい」（14.5％）と続く。一方、現実は 「仕事を優先している」（32.7％）が３割

強と最も高く、「すべての調和が取れている」（12.7％）は１割強にとどまっている。  
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参考資料 

107 

（４）配偶者や交際相手等の間の行為 

◇「どんな場合でも暴力に当たる」は「身体を傷つける可能性のある物でなぐる」と「刃物

などを突きつけて、おどす」が９割近く 
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配偶者や交際相手等の間の行為について聞いたところ、「どんな場合でも暴力に当たる」

は 「④身体を傷つける可能性のある物でなぐる」（88.9％）と 「⑥刃物などを突きつけて、お

どす」（88.6％）が９割近く、「⑯嫌がっているのに性的な行為を強要する」（84.3％）、「③

足でける」（83.0％）、「⑭相手や家族を傷つけるなどと告げておどす」（82.8％）も８割台

となっている。「暴力に当たる場合と当たらない場合がある」は 「②身体を押す」（36.6％）、

「⑦大声でどなる」（36.4％）が３割半ばを超え、「⑫何を言っても長時間無視し続ける」

（26.0％）、「⑧他の異性との会話を許さない」（25.7％）、「⑩交友関係や行き先、電話 ・

メールなどを細かく監視する」（25.0％）、「⑤なぐるふりをして、おどす」（22.4％）が２

割台となっている。「暴力には当たらない」は 「⑧他の異性との会話を許さない」（10.4％）

が１割、それ以外の行為は１割未満となっている。  
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（４－１）暴力に当たらないと考える理由 

◇「けんかの範囲だと思うから」が４割近く 

 

 

暴力に当たらないと考える理由について聞いたところ、「けんかの範囲だと思うから」

（38.8％）が４割近くで最も高く、以下、「相手の間違いを正すために必要な場合があると

思うから」（32.2％）、「配偶者や交際相手等の側にも非があったと思うから」（26.1％）が

続いている。  
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（５）暴力防止や被害者支援のための取組 

◇「身近な間柄であっても暴力は人権侵害であるという意識啓発」が６割半ば 

 

 

 

暴力防止や被害者支援のための取組について聞いたところ、「身近な間柄であっても暴力

は人権侵害であるという意識啓発」（65.1％）が６割半ばで最も高く、以下、「家庭 ・学校に

おける子どもの頃からの教育」（60.5％）、「相談窓口 ・相談機関の周知 ・ＰＲ」（43.9％）

が続いている。  
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（６）性的マイノリティに対する地域社会の理解 

◇《進んだ》が４割半ばを超える 

 

 

性的マイノリティに対する地域社会の理解について聞いたところ、「着実に進んだ」（7.9％）

と 「一定程度進んだ」（39.7％）を合わせた 《進んだ》（47.6％）は４割半ばを超えている。

一方、「あまり進んでいない」（19.2％）と 「全く進んでいない」（2.7％）を合わせた 《進

んでいない》（21.9％）は２割強となっている。 
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（７）性的マイノリティの人権を尊重するための取組 

◇「学校や職場における理解の促進」が５割弱 

 

 

性的マイノリティの人権を尊重するための取組について聞いたところ、「学校や職場にお

ける理解の促進」（49.6％）が５割弱で最も高く、以下、「当事者の多様な性の悩みや疑問を

同じ悩みを持つ方などと気楽に話せる場の充実」（35.7％）、「当事者に関する理解を深める

ための啓発・広報活動の推進」（34.4％）が続いている。 
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第 50回荒川区政世論調査（抜粋） 

（調査区域）荒川区全域 

（調査対象）荒川区在住の満18 歳以上の男女（住民基本台帳による） 

（標 本 数）3,000 

（抽出方法）層化２段階無作為抽出（７地区に分類し対象者を抽出） 

（調査期間）令和７（2025）年８月30日～令和７（2025）年９月30日 

（調査方法）郵送配布／郵送またはインターネット回答による回収 

（有効回答）1,552 

（有効回答率）51.7％ 

 

（１）人権意識 

◇《守られている》が７割を超え、《守られていない》が２割強 

 

 

 

人権が守られているか聞いたところ、「十分守られている」（15.2％）と 「十分ではないが

守られている」（59.2％）を合わせた《守られている》（74.4％）の割合は７割を超えてい

る。 

一方、「あまり守られていない」（17.9％）と 「全然守られていない」（3.4％）を合わせ

た《守られていない》（21.3％）は２割強となっている。 

 

  



参考資料 

115 

（２）関心のある人権問題 

◇「子どもに対するいじめ・虐待」が５割強 

 

 

関心のある人権問題について聞いたところ、「子どもに対するいじめ・虐待」（52.6％）が

５割強と最も高く、次いで 「インターネット上での誹謗中傷 ・個人情報の暴露」（47.5％）が

５割近くで高くなっている。 
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（３）多様性を認め合う社会の実現に必要な取組 

◇「さまざまな支援制度の案内・周知」が４割超 

 

 

多様性を認め合う社会の実現に必要な取組について聞いたところ、「さまざまな支援制度

の案内 ・周知」（44.3％）が４割を超え最も高く、以下、 「相談窓口の案内 ・周知」（40.9％）、

「子どもを対象とした啓発イベント・教室」（34.0％）が続いている。 
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令和６年度荒川区民総幸福度(ＧＡＨ)に関する区民アンケート調査(抜粋) 

（調査区域）荒川区全域 

（調査対象）荒川区在住の満18歳以上の男女（住民基本台帳による） 

（標 本 数）4,000 

（抽出方法）層化２段無作為抽出（抽出は区で実施） 

（調査期間）令和６（2024）年９月30日～令和６（2024）年11月１日 

（調査方法）郵送配布／郵送または荒川区ホームページからの電子申請による回収 

（有効回答）1,562 

（有効回収率）39.1％ 

 

（１）健康の実感 

 

心身ともに健康的な生活を送ることができていると感じるか尋ねたところ、「５」と 「４」

を合わせた≪感じる≫は45.6％と４割台半ばを占め、「１」と 「２」を合わせた≪感じない≫

の16.8％を上回る。 
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（２）望む子育てができる環境の充実 

 

自分が望む子育てができるような環境があると感じるか尋ねたところ、「５」と 「４」を合

わせた≪感じる≫は43.0％と約４割を占め、「１」と 「２」を合わせた≪感じない≫の13.8％

を上回る。 

 

 

（３）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

 

 

仕事と生活とのバランスが取れていると感じるか尋ねたところ、「５」と 「４」を合わせた

≪感じる≫は28.5％と約３割を占め、「１」と 「２」を合わせた≪感じない≫の25.5％とほぼ

同様の回答率となっている。  



参考資料 

119 

荒川区子ども・若者総合計画策定のためのニーズ調査(抜粋) 

（調査区域）荒川区全域 

（調査対象）①荒川区内在住の未就学児がいる世帯、②荒川区内在住の就学児がいる世帯 

（調査期間）令和６（2024）年１月15日～～令和６（2024）年２月５日 

（調査方法）郵送配布、郵送回収及びインターネット回答によるアンケート調査 

（回収状況） 

 配布数 有効回収数 有効回答率 

①未就学児世帯 1,800 1,026 57.0％ 

②就学児世帯 1,500 883 58.9％ 

 

（１）子育てを主に行っている人 

問８ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）を主に行っている方はどなたですか。 

あて名のお子さんからみた関係として、当てはまる番号１つに○をつけてください。 

【未就学世帯】 

「父母ともに」が67.6％と最も多く、次いで「母親」が31.5％、「父親」が0.7％となっている。 

 

【就学児世帯】 

「父母ともに」が61.3％と最も多く、次いで「母親」が36.1％、「父親」が1.6％となっている。 
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（２）育児休業の取得状況 

問27 あて名のお子さんが生まれた時、父母のいずれかまたは双方が育児休業を取得しました

か。（１）父親、（２）母親それぞれについてお答えください。 

また、取得していない方はその理由を選んでください。 

 

母親は、「取得した （取得中である）」が66.9％と最も多く、次いで 「働いていなかった」

が25.0％、「取得していない」が5.8％となっている。 

父親は、「取得していない」が73.9％と最も多く、次いで 「取得した （取得中である）」が

20.5％、「働いていなかった」が1.6％となっている。 
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（３）母親の出産前後の就労状況 

問14 あて名のお子さんの出産前後（前後それぞれ１年以内）に離職をしましたか。 

当てはまる番号１つに○をつけてください。 

 

「継続して働いていた （転職も含む）」が61.9％と最も多く、次いで 「離職した」が17.4％、

「出産１年前にすでに働いていなかった」が11.6％となっている。 

 

（４）支援環境が整っていた場合の就労継続意向 

問14-１は、問14で「１.離職した」を選択した方にうかがいました。 

問14－１ 仕事と家庭の両立を支援する保育事業や環境が整っていたら、就労を継続しました

か。次の中から、あなたのお考えにもっとも近い答えの番号１つに○をつけてください。 

 

「妊娠、出産を機にやめるつもりでいた」が28.5％と最も多く、次いで「職場において育

児休業制度等の仕事と家庭の両立支援制度が整い、働き続けやすい環境が整っていれば、継

続して就労していた」が20.7％、「保育事業と職場の両立支援環境がどちらも整っていれば、

継続して就労していた」が17.9％となっている。  
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関連法令 

男女共同参画社会基本法 

平成十一年六月二十三日法律第七十八号 

改正 平成十一年 七月 十六日法律第 

百二号 

同 十一年十二月二十二日同 第百六十号 

令和 七年 六月二十七日同 第 八十号 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に

関する基本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第

二十八条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊

重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実

現に向けた様々な取組が、国際社会における

取組とも連動しつつ、着実に進められてきた

が、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の

成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変

化に対応していく上で、男女が、互いにその

人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に

かかわりなく、その個性と能力を十分に発揮

することができる男女共同参画社会の実現

は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画

社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決

定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆ

る分野において、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の推進を図っていくこと

が重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成について

の基本理念を明らかにしてその方向を示し、

将来に向かって国、地方公共団体及び国民の

男女共同参画社会の形成に関する取組を総

合的かつ計画的に推進するため、この法律を

制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、

かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊

かで活力ある社会を実現することの緊要

性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に

関し、基本理念を定め、並びに国、地方公

共団体及び国民の責務を明らかにすると

ともに、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、男女共同参画社会の形成を総合

的かつ計画的に推進することを目的とす

る。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会

の対等な構成員として、自らの意思によっ

て社会のあらゆる分野における活動に参

画する機会が確保され、もって男女が均等

に政治的、経済的、社会的及び文化的利益

を享受することができ、かつ、共に責任を

担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会

に係る男女間の格差を改善するため必要
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な範囲内において、男女のいずれか一方に

対し、当該機会を積極的に提供することを

いう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の

個人としての尊厳が重んぜられること、男

女が性別による差別的取扱いを受けない

こと、男女が個人として能力を発揮する機

会が確保されることその他の男女の人権

が尊重されることを旨として、行われなけ

ればならない。 

（社会における制度又は慣行についての配

慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっ

ては、社会における制度又は慣行が、性別

による固定的な役割分担等を反映して、男

女の社会における活動の選択に対して中

立でない影響を及ぼすことにより、男女共

同参画社会の形成を阻害する要因となる

おそれがあることにかんがみ、社会におけ

る制度又は慣行が男女の社会における活

動の選択に対して及ぼす影響をできる限

り中立なものとするように配慮されなけ

ればならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、

社会の対等な構成員として、国若しくは地

方公共団体における政策又は民間の団体

における方針の立案及び決定に共同して

参画する機会が確保されることを旨とし

て、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を

構成する男女が、相互の協力と社会の支援

の下に、子の養育、家族の介護その他の家

庭生活における活動について家族の一員

としての役割を円滑に果たし、かつ、当該

活動以外の活動を行うことができるよう

にすることを旨として、行われなければな

らない。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が

国際社会における取組と密接な関係を有

していることにかんがみ、男女共同参画社

会の形成は、国際的協調の下に行われなけ

ればならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める

男女共同参画社会の形成についての基本

理念（以下「基本理念」という。）にのっ

とり、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策（積極的改善措置を含む。以下同

じ。）を総合的に策定し、及び実施する責

務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっと

り、男女共同参画社会の形成の促進に関し、

国の施策に準じた施策及びその他のその

地方公共団体の区域の特性に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭そ

の他の社会のあらゆる分野において、基本

理念にのっとり、男女共同参画社会の形成

に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を実施するため必要

な法制上又は財政上の措置その他の措置

を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同

参画社会の形成の状況及び政府が講じた

男女共同参画社会の形成の促進に関する
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施策についての報告を提出しなければな

らない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共

同参画社会の形成の状況を考慮して講じ

ようとする男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策を明らかにした文書を作

成し、これを国会に提出しなければならな

い。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進

に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の総合的かつ計画的

な推進を図るため、男女共同参画社会の形

成の促進に関する基本的な計画（以下「男

女共同参画基本計画」という。）を定めな

ければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事

項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策の大

綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するために必要な事

項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意

見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を

作成し、閣議の決定を求めなければならな

い。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議

の決定があったときは、遅滞なく、男女共

同参画基本計画を公表しなければならな

い。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画

の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計

画を勘案して、当該都道府県の区域におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策についての基本的な計画（以下「都

道府県男女共同参画計画」という。）を定

めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げ

る事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長

期的に講ずべき男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の

区域における男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都

道府県男女共同参画計画を勘案して、当該

市町村の区域における男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての基

本的な計画（以下「市町村男女共同参画計

画」という。）を定めるように努めなけれ

ばならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共

同参画計画又は市町村男女共同参画計画

を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同

参画社会の形成に影響を及ぼすと認めら

れる施策を策定し、及び実施するに当たっ

ては、男女共同参画社会の形成に配慮しな

ければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動

等を通じて、基本理念に関する国民の理解

を深めるよう適切な措置を講じなければ
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ならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策又は男

女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと

認められる施策についての苦情の処理の

ために必要な措置及び性別による差別的

取扱いその他の男女共同参画社会の形成

を阻害する要因によって人権が侵害され

た場合における被害者の救済を図るため

に必要な措置を講じなければならない。 

（連携及び協働の促進） 

第十八条 国及び地方公共団体は、国、地方

公共団体、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策に関する活動を行う民間の

団体その他の関係者が相互に連携と協働

を図ることにより男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の効果的な推進が

図られることに鑑み、これらの者の間にお

ける協議の促進その他の関係者相互間の

連携と協働を促進するために必要な施策

を講ずるように努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、前項の関係者相互間の

連携と協働を促進するために必要な施策

を推進するための拠点としての機能を担

う体制を、単独で又は共同して、確保する

ように努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十八条の二 国及び地方公共団体は、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策

の策定及び実施に関する業務並びに民間

の団体が行う男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策に関する活動に従事す

る人材の確保、養成及び資質の向上に必要

な施策を講ずるように努めるものとする。 

（調査研究） 

第十八条の三 国は、社会における制度又は

慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす

影響に関する調査研究その他の国及び地

方公共団体の男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の策定及び実施に資す

る調査研究を推進するように努めるもの

とする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支

援） 

第十九条 国は、前三条に定めるもののほか、

地方公共団体が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策及び民間の

団体が行う男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策に関する活動を支援する

ため、助言、情報の提供その他の必要な措

置を講ずるように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第二十条 国は、男女共同参画社会の形成を

国際的協調の下に促進するため、外国政府

又は国際機関との情報の交換その他男女

共同参画社会の形成に関する国際的な相

互協力の円滑な推進を図るために必要な

措置を講ずるように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議

（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつか

さどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条

第三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大

臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な

方針、基本的な政策及び重要事項を調査審

議すること。 
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三 前二号に規定する事項に関し、調査審

議し、必要があると認めるときは、内閣総

理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べ

ること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の実施状況を監

視し、及び政府の施策が男女共同参画社会

の形成に及ぼす影響を調査し、必要がある

と認めるときは、内閣総理大臣及び関係各

大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人

以内をもって組織する。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって

充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって

充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちか

ら、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れ

た識見を有する者のうちから、内閣総理大

臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定す

る議員の総数の十分の五未満であっては

ならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいず

れか一方の議員の数は、同号に規定する議

員の総数の十分の四未満であってはなら

ない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任

期は、二年とする。ただし、補欠の議員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任される

ことができる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行す

るために必要があると認めるときは、関係

行政機関の長に対し、監視又は調査に必要

な資料その他の資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることがで

きる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために

特に必要があると認めるときは、前項に規

定する者以外の者に対しても、必要な協力

を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会

議の組織及び議員その他の職員その他会

議に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九

年法律第七号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共

同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置

法」という。）第一条の規定により置かれ

た男女共同参画審議会は、第二十一条第一

項の規定により置かれた審議会となり、同

一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設

置法第四条第一項の規定により任命され

た男女共同参画審議会の委員である者は、

この法律の施行の日に、第二十三条第一項

の規定により、審議会の委員として任命さ

れたものとみなす。この場合において、そ
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の任命されたものとみなされる者の任期

は、同条第二項の規定にかかわらず、同日

における旧審議会設置法第四条第二項の

規定により任命された男女共同参画審議

会の委員としての任期の残任期間と同一

の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設

置法第五条第一項の規定により定められ

た男女共同参画審議会の会長である者又

は同条第三項の規定により指名された委

員である者は、それぞれ、この法律の施行

の日に、第二十四条第一項の規定により審

議会の会長として定められ、又は同条第三

項の規定により審議会の会長の職務を代

理する委員として指名されたものとみな

す。 

 

附 則 （平成十一年七月十六日法律第百

二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正す

る法律（平成十一年法律第八十八号）の施

行の日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条

第三項、第二十三条、第二十八条並びに第

三十条の規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日に

おいて次に掲げる従前の審議会その他の

機関の会長、委員その他の職員である者

（任期の定めのない者を除く。）の任期は、

当該会長、委員その他の職員の任期を定め

たそれぞれの法律の規定にかかわらず、そ

の日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定する

もののほか、この法律の施行に伴い必要と

なる経過措置は、別に法律で定める。 

 

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律

第百六十号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除

く。）は、平成十三年一月六日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 

 

附 則 （令和七年六月二十七日法律第八

十号） 

（施行期日） 

１ この法律は、独立行政法人男女共同参画

機構法（令和七年法律第七十九号）の施行

の日から施行する。 

ただし、第一条及び次項の規定は、公布の

日から施行する。 

（政令への委任） 

２ この法律の施行に関し必要な経過措置

は、政令で定める。 
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

平成十三年法律第三十一号 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計

画等（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第

三条―第五条の四） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条―第三十一条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊

重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と

男女平等の実現に向けた取組が行われてい

る。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪とな

る行為をも含む重大な人権侵害であるにも

かかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に

行われてこなかった。また、配偶者からの暴

力の被害者は、多くの場合女性であり、経済

的自立が困難である女性に対して配偶者が

暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男

女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男

女平等の実現を図るためには、配偶者からの

暴力を防止し、被害者を保護するための施策

を講ずることが必要である。このことは、女

性に対する暴力を根絶しようと努めている

国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相

談、保護、自立支援等の体制を整備すること

により、配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴

力」とは、配偶者からの身体に対する暴力

（身体に対する不法な攻撃であって生命

又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下

同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影

響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八

条の二において「身体に対する暴力等」と

総称する。）をいい、配偶者からの身体に

対する暴力等を受けた後に、その者が離婚

をし、又はその婚姻が取り消された場合に

あっては、当該配偶者であった者から引き

続き受ける身体に対する暴力等を含むも

のとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶

者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の

届出をしていないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含み、「離婚」には、

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関

係と同様の事情にあった者が、事実上離婚

したと同様の事情に入ることを含むもの

とする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者から

の暴力を防止するとともに、被害者の保護

（被害者の自立を支援することを含む。以

下同じ。）を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計

画等 
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（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、

法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及

び次条第五項において「主務大臣」という。）

は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策に関する基本的な方針

（以下この条並びに次条第一項及び第三

項において「基本方針」という。）を定め

なければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項に

つき、次条第一項の都道府県基本計画及び

同条第三項の市町村基本計画の指針とな

るべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策を実施するために必要

な国、地方公共団体及び民間の団体の連携

及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護のための

施策に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれ

を変更しようとするときは、あらかじめ、

関係行政機関の長に協議しなければなら

ない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれ

を変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、

当該都道府県における配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護のための施策の

実施に関する基本的な計画（以下この条に

おいて「都道府県基本計画」という。）を

定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施内容に関する事

項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策を実施するために必要

な当該都道府県、関係地方公共団体及び民

間の団体の連携及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、

基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画

を勘案して、当該市町村における配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施に関する基本的な計画（以下

この条において「市町村基本計画」という。）

を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計

画又は市町村基本計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、

都道府県基本計画又は市町村基本計画の

作成のために必要な助言その他の援助を

行うよう努めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置す

る女性相談支援センターその他の適切な

施設において、当該各施設が配偶者暴力相

談支援センターとしての機能を果たすよ
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うにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な

施設において、当該各施設が配偶者暴力相

談支援センターとしての機能を果たすよ

うにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護のた

め、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相

談に応ずること又は女性相談支援員若し

くは相談を行う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、

医学的又は心理学的な指導その他の必要

な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場

合にあっては、被害者及びその同伴する家

族。次号、第六号、第五条、第八条の三及

び第九条において同じ。）の緊急時におけ

る安全の確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進

するため、就業の促進、住宅の確保、援護

等に関する制度の利用等について、情報の

提供、助言、関係機関との連絡調整その他

の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用

について、情報の提供、助言、関係機関へ

の連絡その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用

について、情報の提供、助言、関係機関と

の連絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、女性相談支援

センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣

が定める基準を満たす者に委託して行う

ものとする。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若し

くはその役員若しくは職員又はこれらの

者であった者は、正当な理由がなく、その

委託を受けた業務に関して知り得た秘密

を漏らしてはならない。 

６ 配偶者暴力相談支援センターは、その業

務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を

図るための活動を行う民間の団体との連

携に努めるものとする。 

（女性相談支援員による相談等） 

第四条 女性相談支援員は、被害者の相談に

応じ、必要な援助を行うことができる。 

（女性自立支援施設における保護） 

第五条 都道府県は、女性自立支援施設にお

いて被害者の保護を行うことができる。 

（協議会） 

第五条の二 都道府県は、単独で又は共同し

て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護を図るため、関係機関、関係団体、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関連する職務に従事する者その他の関

係者（第五項において「関係機関等」とい

う。）により構成される協議会（以下「協

議会」という。）を組織するよう努めなけ

ればならない。 

２ 市町村は、単独で又は共同して、協議会

を組織することができる。 

３ 協議会は、被害者に関する情報その他被

害者の保護を図るために必要な情報の交

換を行うとともに、被害者に対する支援の

内容に関する協議を行うものとする。 

４ 協議会が組織されたときは、当該地方公

共団体は、内閣府令で定めるところにより、

その旨を公表しなければならない。 

５ 協議会は、第三項に規定する情報の交換

及び協議を行うため必要があると認める

ときは、関係機関等に対し、資料又は情報

の提供、意見の開陳その他必要な協力を求

めることができる。 
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（秘密保持義務） 

第五条の三 協議会の事務に従事する者又

は従事していた者は、正当な理由がなく、

協議会の事務に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第五条の四 前二条に定めるもののほか、協

議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

協議会が定める。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶

者であった者からの身体に対する暴力に

限る。以下この章において同じ。）を受け

ている者を発見した者は、その旨を配偶者

暴力相談支援センター又は警察官に通報

するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を

行うに当たり、配偶者からの暴力によって

負傷し又は疾病にかかったと認められる

者を発見したときは、その旨を配偶者暴力

相談支援センター又は警察官に通報する

ことができる。この場合において、その者

の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘

密漏示罪の規定その他の守秘義務に関す

る法律の規定は、前二項の規定により通報

することを妨げるものと解釈してはなら

ない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を

行うに当たり、配偶者からの暴力によって

負傷し又は疾病にかかったと認められる

者を発見したときは、その者に対し、配偶

者暴力相談支援センター等の利用につい

て、その有する情報を提供するよう努めな

ければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護

についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被

害者に関する通報又は相談を受けた場合

には、必要に応じ、被害者に対し、第三条

第三項の規定により配偶者暴力相談支援

センターが行う業務の内容について説明

及び助言を行うとともに、必要な保護を受

けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者から

の暴力が行われていると認めるときは、警

察法（昭和二十九年法律第百六十二号）、

警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百

三十六号）その他の法令の定めるところに

より、暴力の制止、被害者の保護その他の

配偶者からの暴力による被害の発生を防

止するために必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察

本部長（道警察本部の所在地を包括する方

面を除く方面については、方面本部長。第

十五条第三項において同じ。）又は警察署

長は、配偶者からの暴力を受けている者か

ら、配偶者からの暴力による被害を自ら防

止するための援助を受けたい旨の申出が

あり、その申出を相当と認めるときは、当

該配偶者からの暴力を受けている者に対

し、国家公安委員会規則で定めるところに

より、当該被害を自ら防止するための措置

の教示その他配偶者からの暴力による被

害の発生を防止するために必要な援助を

行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律

第四十五号）に定める福祉に関する事務所
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（次条において「福祉事務所」という。）

は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四

十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律

第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦

福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）

その他の法令の定めるところにより、被害

者の自立を支援するために必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協

力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道

府県警察、福祉事務所、児童相談所その他

の都道府県又は市町村の関係機関その他

の関係機関は、被害者の保護を行うに当た

っては、その適切な保護が行われるよう、

相互に連携を図りながら協力するよう努

めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保

護に係る職員の職務の執行に関して被害

者から苦情の申出を受けたときは、適切か

つ迅速にこれを処理するよう努めるもの

とする。 

 

第四章 保護命令 

（接近禁止命令等） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する

暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは

財産に対し害を加える旨を告知してする

脅迫（以下この章において「身体に対する

暴力等」という。）を受けた者に限る。以

下この条並びに第十二条第一項第三号及

び第四号において同じ。）が、配偶者（配

偶者からの身体に対する暴力等を受けた

後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が

取り消された場合にあっては、当該配偶者

であった者。以下この条及び第十二条第一

項第二号から第四号までにおいて同じ。）

からの更なる身体に対する暴力等により、

その生命又は心身に重大な危害を受ける

おそれが大きいときは、裁判所は、被害者

の申立てにより、当該配偶者に対し、命令

の効力が生じた日から起算して一年間、被

害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠

としている住居を除く。以下この項におい

て同じ。）その他の場所において被害者の

身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤

務先その他その通常所在する場所の付近

をはいかいしてはならないことを命ずる

ものとする。 

２ 前項の場合において、同項の規定による

命令（以下「接近禁止命令」という。）を

発する裁判所又は発した裁判所は、被害者

の申立てにより、当該配偶者に対し、命令

の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効

力が生じた日から起算して一年を経過す

る日までの間、被害者に対して次に掲げる

行為をしてはならないことを命ずるもの

とする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるよ

うな事項を告げ、又はその知り得る状態に

置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむ

を得ない場合を除き、連続して、電話をか

け、文書を送付し、通信文その他の情報（電

気通信（電気通信事業法（昭和五十九年法

律第八十六号）第二条第一号に規定する電

気通信をいう。以下この号及び第六項第一

号において同じ。）の送信元、送信先、通

信日時その他の電気通信を行うために必

要な情報を含む。以下この条において「通

信文等」という。）をファクシミリ装置を
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用いて送信し、若しくは電子メールの送信

等をすること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時

から午前六時までの間に、電話をかけ、通

信文等をファクシミリ装置を用いて送信

し、又は電子メールの送信等をすること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又

は嫌悪の情を催させるような物を送付し、

又はその知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその

知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若

しくはその知り得る状態に置き、その性的

羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。以下こ

の号において同じ。）に係る記録媒体その

他の物を送付し、若しくはその知り得る状

態に置き、又はその性的羞恥心を害する電

磁的記録その他の記録を送信し、若しくは

その知り得る状態に置くこと。 

九 その承諾を得ないで、その所持する位置

情報記録・送信装置（当該装置の位置に係

る位置情報（地理空間情報活用推進基本法

（平成十九年法律第六十三号）第二条第一

項第一号に規定する位置情報をいう。以下

この号において同じ。）を記録し、又は送

信する機能を有する装置で政令で定める

ものをいう。以下この号及び次号において

同じ。）（同号に規定する行為がされた位

置情報記録・送信装置を含む。）により記

録され、又は送信される当該位置情報記

録・送信装置の位置に係る位置情報を政令

で定める方法により取得すること。 

十 その承諾を得ないで、その所持する物に

位置情報記録・送信装置を取り付けること、

位置情報記録・送信装置を取り付けた物を

交付することその他その移動に伴い位置

情報記録・送信装置を移動し得る状態にす

る行為として政令で定める行為をするこ

と。 

３ 第一項の場合において、被害者がその成

年に達しない子（以下この項及び次項並び

に第十二条第一項第三号において単に「子」

という。）と同居しているときであって、

配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足

りる言動を行っていることその他の事情

があることから被害者がその同居してい

る子に関して配偶者と面会することを余

儀なくされることを防止するため必要が

あると認めるときは、接近禁止命令を発す

る裁判所又は発した裁判所は、被害者の申

立てにより、当該配偶者に対し、命令の効

力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が

生じた日から起算して一年を経過する日

までの間、当該子の住居（当該配偶者と共

に生活の本拠としている住居を除く。以下

この項において同じ。）、就学する学校そ

の他の場所において当該子の身辺につき

まとい、又は当該子の住居、就学する学校

その他その通常所在する場所の付近をは

いかいしてはならないこと及び当該子に

対して前項第二号から第十号までに掲げ

る行為（同項第五号に掲げる行為にあって

は、電話をかけること及び通信文等をファ

クシミリ装置を用いて送信することに限

る。）をしてはならないことを命ずるもの

とする。ただし、当該子が十五歳以上であ

るときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項の場合において、配偶者が被害者

の親族その他被害者と社会生活において

密接な関係を有する者（被害者と同居して
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いる子及び配偶者と同居している者を除

く。以下この項及び次項並びに第十二条第

一項第四号において「親族等」という。）

の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴

な言動を行っていることその他の事情が

あることから被害者がその親族等に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされ

ることを防止するため必要があると認め

るときは、接近禁止命令を発する裁判所又

は発した裁判所は、被害者の申立てにより、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日

以後、接近禁止命令の効力が生じた日から

起算して一年を経過する日までの間、当該

親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本

拠としている住居を除く。以下この項にお

いて同じ。）その他の場所において当該親

族等の身辺につきまとい、又は当該親族等

の住居、勤務先その他その通常所在する場

所の付近をはいかいしてはならないこと

を命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の

十五歳未満の子を除く。以下この項におい

て同じ。）の同意（当該親族等が十五歳未

満の者又は成年被後見人である場合にあ

っては、その法定代理人の同意）がある場

合に限り、することができる。 

６ 第二項第四号及び第五号の「電子メール

の送信等」とは、次の各号のいずれかに掲

げる行為（電話をかけること及び通信文等

をファクシミリ装置を用いて送信するこ

とを除く。）をいう。 

一 電子メール（特定電子メールの送信の適

正化等に関する法律（平成十四年法律第二

十六号）第二条第一号に規定する電子メー

ルをいう。）その他のその受信をする者を

特定して情報を伝達するために用いられ

る電気通信の送信を行うこと。 

二 前号に掲げるもののほか、電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって、内閣府令で

定めるものを用いて通信文等の送信を行

うこと。 

（退去等命令） 

第十条の二 被害者（配偶者からの身体に対

する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者

の生命又は身体に対し害を加える旨を告

知してする脅迫をいう。以下この章におい

て同じ。）を受けた者に限る。以下この条

及び第十八条第一項において同じ。）が、

配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害

者が離婚をし、又はその婚姻が取り消され

た場合にあっては、当該配偶者であった者。

以下この条、第十二条第二項第二号及び第

十八条第一項において同じ。）から更に身

体に対する暴力を受けることにより、その

生命又は身体に重大な危害を受けるおそ

れが大きいときは、裁判所は、被害者の申

立てにより、当該配偶者に対し、命令の効

力が生じた日から起算して二月間（被害者

及び当該配偶者が生活の本拠として使用

する建物又は区分建物（不動産登記法（平

成十六年法律第百二十三号）第二条第二十

二号に規定する区分建物をいう。）の所有

者又は賃借人が被害者のみである場合に

おいて、被害者の申立てがあったときは、

六月間）、被害者と共に生活の本拠として

いる住居から退去すること及び当該住居

の付近をはいかいしてはならないことを

命ずるものとする。ただし、申立ての時に

おいて被害者及び当該配偶者が生活の本

拠を共にする場合に限る。 

（管轄裁判所） 

第十一条 接近禁止命令及び前条の規定に
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よる命令（以下「退去等命令」という。）

の申立てに係る事件は、相手方の住所（日

本国内に住所がないとき又は住所が知れ

ないときは居所）の所在地を管轄する地方

裁判所の管轄に属する。 

２ 接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲

げる地を管轄する地方裁判所にもするこ

とができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に

対する暴力等が行われた地 

３ 退去等命令の申立ては、次の各号に掲げ

る地を管轄する地方裁判所にもすること

ができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に

対する暴力又は生命等に対する脅迫が行

われた地 

（接近禁止命令等の申立て等） 

第十二条 接近禁止命令及び第十条第二項

から第四項までの規定による命令の申立

ては、次に掲げる事項を記載した書面でし

なければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力等を受

けた状況（当該身体に対する暴力等を受け

た後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻

が取り消された場合であって、当該配偶者

であった者からの身体に対する暴力等を

受けたときにあっては、当該配偶者であっ

た者からの身体に対する暴力等を受けた

状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者からの

更なる身体に対する暴力等により、生命又

は心身に重大な危害を受けるおそれが大

きいと認めるに足りる申立ての時におけ

る事情 

三 第十条第三項の規定による命令（以下こ

の号並びに第十七条第三項及び第四項に

おいて「三項命令」という。）の申立てを

する場合にあっては、被害者が当該同居し

ている子に関して配偶者と面会すること

を余儀なくされることを防止するため当

該三項命令を発する必要があると認める

に足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立

てをする場合にあっては、被害者が当該親

族等に関して配偶者と面会することを余

儀なくされることを防止するため当該命

令を発する必要があると認めるに足りる

申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又

は警察職員に対し、前各号に掲げる事項に

ついて相談し、又は援助若しくは保護を求

めた事実の有無及びその事実があるとき

は、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は

当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた

日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内

容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られ

た措置の内容 

２ 退去等命令の申立ては、次に掲げる事項

を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫を受けた状況（当該身体

に対する暴力又は生命等に対する脅迫を

受けた後に、被害者が離婚をし、又はその

婚姻が取り消された場合であって、当該配

偶者であった者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫を受けたときに

あっては、当該配偶者であった者からの身

体に対する暴力又は生命等に対する脅迫
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を受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者から更

に身体に対する暴力を受けることにより、

生命又は身体に重大な危害を受けるおそ

れが大きいと認めるに足りる申立ての時

における事情 

三 配偶者暴力相談支援センターの職員又

は警察職員に対し、前二号に掲げる事項に

ついて相談し、又は援助若しくは保護を求

めた事実の有無及びその事実があるとき

は、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は

当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた

日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内

容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られ

た措置の内容 

３ 前二項の書面（以下「申立書」という。）

に第一項第五号イからニまで又は前項第

三号イからニまでに掲げる事項の記載が

ない場合には、申立書には、第一項第一号

から第四号まで又は前項第一号及び第二

号に掲げる事項についての申立人の供述

を記載した書面で公証人法（明治四十一年

法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の

認証を受けたものを添付しなければなら

ない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、接近禁止命令、第十条

第二項から第四項までの規定による命令

及び退去等命令（以下「保護命令」という。）

の申立てに係る事件については、速やかに

裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方

が立ち会うことができる審尋の期日を経

なければ、これを発することができない。

ただし、その期日を経ることにより保護命

令の申立ての目的を達することができな

い事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イから

ニまで又は同条第二項第三号イからニま

でに掲げる事項の記載がある場合には、裁

判所は、当該配偶者暴力相談支援センター

又は当該所属官署の長に対し、申立人が相

談し、又は援助若しくは保護を求めた際の

状況及びこれに対して執られた措置の内

容を記載した書面の提出を求めるものと

する。この場合において、当該配偶者暴力

相談支援センター又は当該所属官署の長

は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、

前項の配偶者暴力相談支援センター若し

くは所属官署の長又は申立人から相談を

受け、若しくは援助若しくは保護を求めら

れた職員に対し、同項の規定により書面の

提出を求めた事項に関して更に説明を求

めることができる。 

（期日の呼出し） 

第十四条の二 保護命令に関する手続にお

ける期日の呼出しは、呼出状の送達、当該

事件について出頭した者に対する期日の

告知その他相当と認める方法によってす

る。 

２ 呼出状の送達及び当該事件について出

頭した者に対する期日の告知以外の方法

による期日の呼出しをしたときは、期日に

出頭しない者に対し、法律上の制裁その他

期日の不遵守による不利益を帰すること

ができない。ただし、その者が期日の呼出

しを受けた旨を記載した書面を提出した

ときは、この限りでない。 
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（公示送達の方法） 

第十四条の三 保護命令に関する手続にお

ける公示送達は、裁判所書記官が送達すべ

き書類を保管し、いつでも送達を受けるべ

き者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に

掲示してする。 

（電子情報処理組織による申立て等） 

第十四条の四 保護命令に関する手続にお

ける申立てその他の申述（以下この条にお

いて「申立て等」という。）のうち、当該

申立て等に関するこの法律その他の法令

の規定により書面等（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識することが

できる情報が記載された紙その他の有体

物をいう。次項及び第四項において同じ。）

をもってするものとされているものであ

って、最高裁判所の定める裁判所に対して

するもの（当該裁判所の裁判長、受命裁判

官、受託裁判官又は裁判所書記官に対して

するものを含む。）については、当該法令

の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定

めるところにより、電子情報処理組織（裁

判所の使用に係る電子計算機（入出力装置

を含む。以下この項及び第三項において同

じ。）と申立て等をする者の使用に係る電

子計算機とを電気通信回線で接続した電

子情報処理組織をいう。）を用いてするこ

とができる。 

２ 前項の規定によりされた申立て等につ

いては、当該申立て等を書面等をもってす

るものとして規定した申立て等に関する

法令の規定に規定する書面等をもってさ

れたものとみなして、当該申立て等に関す

る法令の規定を適用する。 

３ 第一項の規定によりされた申立て等は、

同項の裁判所の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルへの記録がされた時

に、当該裁判所に到達したものとみなす。 

４ 第一項の場合において、当該申立て等に

関する他の法令の規定により署名等（署名、

記名、押印その他氏名又は名称を書面等に

記載することをいう。以下この項において

同じ。）をすることとされているものにつ

いては、当該申立て等をする者は、当該法

令の規定にかかわらず、当該署名等に代え

て、最高裁判所規則で定めるところにより、

氏名又は名称を明らかにする措置を講じ

なければならない。 

５ 第一項の規定によりされた申立て等が

第三項に規定するファイルに記録された

ときは、第一項の裁判所は、当該ファイル

に記録された情報の内容を書面に出力し

なければならない。 

６ 第一項の規定によりされた申立て等に

係るこの法律その他の法令の規定による

事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその

正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の

書面をもってするものとする。当該申立て

等に係る書類の送達又は送付も、同様とす

る。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決

定には、理由を付さなければならない。た

だし、口頭弁論を経ないで決定をする場合

には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送

達又は相手方が出頭した口頭弁論若しく

は審尋の期日における言渡しによって、そ

の効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官

は、速やかにその旨及びその内容を申立人

の住所又は居所を管轄する警視総監又は

道府県警察本部長に通知するものとする。 
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４ 保護命令を発した場合において、申立人

が配偶者暴力相談支援センターの職員に

対し相談し、又は援助若しくは保護を求め

た事実があり、かつ、申立書に当該事実に

係る第十二条第一項第五号イからニまで

又は同条第二項第三号イからニまでに掲

げる事項の記載があるときは、裁判所書記

官は、速やかに、保護命令を発した旨及び

その内容を、当該申立書に名称が記載され

た配偶者暴力相談支援センター（当該申立

書に名称が記載された配偶者暴力相談支

援センターが二以上ある場合にあっては、

申立人がその職員に対し相談し、又は援助

若しくは保護を求めた日時が最も遅い配

偶者暴力相談支援センター）の長に通知す

るものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁

判に対しては、即時抗告をすることができ

る。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影

響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命

令の取消しの原因となることが明らかな

事情があることにつき疎明があったとき

に限り、抗告裁判所は、申立てにより、即

時抗告についての裁判が効力を生ずるま

での間、保護命令の効力の停止を命ずるこ

とができる。事件の記録が原裁判所に存す

る間は、原裁判所も、この処分を命ずるこ

とができる。 

４ 前項の規定により接近禁止命令の効力

の停止を命ずる場合において、第十条第二

項から第四項までの規定による命令が発

せられているときは、裁判所は、当該命令

の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不

服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す

場合において、第十条第二項から第四項ま

での規定による命令が発せられていると

きは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消

さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされて

いる保護命令について、第三項若しくは第

四項の規定によりその効力の停止を命じ

たとき又は抗告裁判所がこれを取り消し

たときは、裁判所書記官は、速やかに、そ

の旨及びその内容を当該通知をした配偶

者暴力相談支援センターの長に通知する

ものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項

の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取

り消した場合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該

保護命令の申立てをした者の申立てがあ

った場合には、当該保護命令を取り消さな

ければならない。接近禁止命令又は第十条

第二項から第四項までの規定による命令

にあっては接近禁止命令が効力を生じた

日から起算して三月を経過した日以後に

おいて、退去等命令にあっては当該退去等

命令が効力を生じた日から起算して二週

間を経過した日以後において、これらの命

令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこ

れらの命令の申立てをした者に異議がな

いことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、接近禁止命令を発

した裁判所が前項の規定により当該接近

禁止命令を取り消す場合について準用す

る。 

３ 三項命令を受けた者は、接近禁止命令が
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効力を生じた日から起算して六月を経過

した日又は当該三項命令が効力を生じた

日から起算して三月を経過した日のいず

れか遅い日以後において、当該三項命令を

発した裁判所に対し、第十条第三項に規定

する要件を欠くに至ったことを理由とし

て、当該三項命令の取消しの申立てをする

ことができる。 

４ 裁判所は、前項の取消しの裁判をすると

きは、当該取消しに係る三項命令の申立て

をした者の意見を聴かなければならない。 

５ 第三項の取消しの申立てについての裁

判に対しては、即時抗告をすることができ

る。 

６ 第三項の取消しの裁判は、確定しなけれ

ばその効力を生じない。 

７ 第十五条第三項及び前条第七項の規定

は、第一項から第三項までの場合について

準用する。 

（退去等命令の再度の申立て） 

第十八条 退去等命令が発せられた後に当

該発せられた退去等命令の申立ての理由

となった身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫と同一の事実を理由とする退

去等命令の再度の申立てがあったときは、

裁判所は、配偶者と共に生活の本拠として

いる住居から転居しようとする被害者が

その責めに帰することのできない事由に

より当該発せられた命令の期間までに当

該住居からの転居を完了することができ

ないことその他の退去等命令を再度発す

る必要があると認めるべき事情があると

きに限り、退去等命令を発するものとする。

ただし、当該退去等命令を発することによ

り当該配偶者の生活に特に著しい支障を

生ずると認めるときは、当該退去等命令を

発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十

二条の規定の適用については、同条第二項

各号列記以外の部分中「事項」とあるのは

「事項及び第十八条第一項本文の事情」と、

同項第三号中「事項に」とあるのは「事項

及び第十八条第一項本文の事情に」と、同

条第三項中「事項に」とあるのは「事項並

びに第十八条第一項本文の事情に」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、

当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記

録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若

しくは抄本の交付又は事件に関する事項

の証明書の交付を請求することができる。

ただし、相手方にあっては、保護命令の申

立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼

び出す審尋の期日の指定があり、又は相手

方に対する保護命令の送達があるまでの

間は、この限りでない。 

第二十条 削除 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある

場合を除き、保護命令に関する手続に関し

ては、その性質に反しない限り、民事訴訟

法（平成八年法律第百九号）第一編から第

四編までの規定（同法第七十一条第二項、

第九十一条の二、第九十二条第九項及び第

十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、

第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、

第百十一条、第一編第七章、第百三十三条

の二第五項及び第六項、第百三十三条の三

第二項、第百五十一条第三項、第百六十条

第二項、第百八十五条第三項、第二百五条

第二項、第二百十五条第二項、第二百二十

七条第二項並びに第二百三十二条の二の

規定を除く。）を準用する。この場合にお

いて、次の表の上欄に掲げる同法の規定中
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同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の下欄に掲げる字句に読み替えるものと

する。 

第百十二条

第一項本文 

前条の規定

による措置

を開始した 

裁判所書記

官が送達す

べき書類を

保管し、い

つでも送達

を受けるべ

き者に交付

すべき旨の

裁判所の掲

示場への掲

示を始めた 

第百十二条

第一項ただ

し書 

前条の規定

による措置

を開始した 

当該掲示を

始めた 

第百十三条 書類又は電

磁的記録 

書類 

記載又は記

録 

記載 

第百十一条

の規定によ

る措置を開

始した 

裁判所書記

官が送達す

べき書類を

保管し、い

つでも送達

を受けるべ

き者に交付

すべき旨の

裁判所の掲

示場への掲

示を始めた 

第百三十三

条の三第一

項 

記載され、

又は記録さ

れた書面又

は電磁的記

録 

記載された

書面 

当該書面又

は電磁的記

録 

当該書面 

又は電磁的

記録その他

これに類す

その他これ

に類する書

面 

る書面又は

電磁的記録 

第百五十一

条第二項及

び第二百三

十一条の二

第二項 

方法又は最

高裁判所規

則で定める

電子情報処

理組織を使

用する方法 

方法 

第百六十条

第一項 

最高裁判所

規則で定め

るところに

より、電子

調書（期日

又は期日外

における手

続の方式、

内容及び経

過等の記録

及び公証を

するために

この法律そ

の他の法令

の規定によ

り裁判所書

記官が作成

する電磁的

記 録 を い

う。以下同

じ。） 

調書 

第百六十条

第三項 

前項の規定

によりファ

イルに記録

された電子

調書の内容

に 

調書の記載

について 

第百六十条

第四項 

第二項の規

定によりフ

ァイルに記

録された電

子調書 

調書 

当該電子調

書 

当該調書 

第百六十条

の二第一項 

前条第二項

の規定によ

調書の記載 
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りファイル

に記録され

た電子調書

の内容 

第百六十条

の二第二項 

その旨をフ

ァイルに記

録して 

調書を作成

して 

第二百五条

第三項 

事項又は前

項の規定に

よりファイ

ルに記録さ

れた事項若

しくは同項

の記録媒体

に記録され

た事項 

事項 

第二百十五

条第四項 

事項又は第

二項の規定

によりファ

イルに記録

された事項

若しくは同

項の記録媒

体に記録さ

れた事項 

事項 

第二百三十

一条の三第

二項 

若しくは送

付し、又は

最高裁判所

規則で定め

る電子情報

処理組織を

使用する 

又は送付す

る 

第二百六十

一条第四項 

電子調書 調書 

記録しなけ

れば 

記載しなけ

れば 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、

保護命令に関する手続に関し必要な事項

は、最高裁判所規則で定める。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害

者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のあ

る者（次項において「職務関係者」という。）

は、その職務を行うに当たり、被害者の心

身の状況、その置かれている環境等を踏ま

え、被害者の国籍、障害の有無等を問わず

その人権を尊重するとともに、その安全の

確保及び秘密の保持に十分な配慮をしな

ければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対

し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特

性等に関する理解を深めるために必要な

研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者

からの暴力の防止に関する国民の理解を

深めるための教育及び啓発に努めるもの

とする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護に資

するため、加害者の更生のための指導の方

法、被害者の心身の健康を回復させるため

の方法等に関する調査研究の推進並びに

被害者の保護に係る人材の養成及び資質

の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護を図

るための活動を行う民間の団体に対し、必

要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる

費用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲

げる業務を行う女性相談支援センターの

運営に要する費用（次号に掲げる費用を除

く。） 
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二 第三条第三項第三号の規定に基づき女

性相談支援センターが行う一時保護（同条

第四項に規定する厚生労働大臣が定める

基準を満たす者に委託して行う場合を含

む。）及びこれに伴い必要な事務に要する

費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県が置く

女性相談支援員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う

保護（市町村、社会福祉法人その他適当と

認める者に委託して行う場合を含む。）及

びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市町村は、第四条の規定に基づき市町村

が置く女性相談支援員が行う業務に要す

る費用を支弁しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところによ

り、都道府県が前条第一項の規定により支

弁した費用のうち、同項第一号及び第二号

に掲げるものについては、その十分の五を

負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号

に掲げる費用の十分の五以内を補助する

ことができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支

弁した費用のうち、同項第三号及び第四号

に掲げるもの 

二 市町村が前条第二項の規定により支弁

した費用 

 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二か

ら前章までの規定は、生活の本拠を共にす

る交際（婚姻関係における共同生活に類す

る共同生活を営んでいないものを除く。）

をする関係にある相手からの暴力（当該関

係にある相手からの身体に対する暴力等

をいい、当該関係にある相手からの身体に

対する暴力等を受けた後に、その者が当該

関係を解消した場合にあっては、当該関係

にあった者から引き続き受ける身体に対

する暴力等を含む。）及び当該暴力を受け

た者について準用する。この場合において、

これらの規定（同条を除く。）中「配偶者

からの暴力」とあるのは、「特定関係者か

らの暴力」と読み替えるほか、次の表の上

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。 

第二条 配偶者 第二十八条

の二に規定

する関係に

あ る 相 手

（以下「特

定関係者」

という。） 

、被害者 、被害者（特

定関係者か

らの暴力を

受けた者を

いう。以下

同じ。） 

第六条第一

項 

配偶者又は

配偶者であ

った者 

特定関係者

又は特定関

係者であっ

た者 

第十条第一

項から第四

項まで、第

十条の二、

第十一条第

二項第二号

及び第三項

配偶者 特定関係者 
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第二号、第

十二条第一

項第一号か

ら第四号ま

で並びに第

二項第一号

及び第二号

並びに第十

八条第一項 

第十条第一

項、第十条

の二並びに

第十二条第

一項第一号

及び第二項

第一号 

離婚をし、

又はその婚

姻が取り消

された場合 

第二十八条

の二に規定

する関係を

解消した場

合 

 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替

えて準用する第十条第一項から第四項ま

で及び第十条の二の規定によるものを含

む。第三十一条において同じ。）に違反し

た者は、二年以下の懲役又は二百万円以下

の罰金に処する。 

第三十条 第三条第五項又は第五条の三の

規定に違反して秘密を漏らした者は、一年

以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に

処する。 

第三十一条 第十二条第一項若しくは第二

項（第十八条第二項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）又は第二十八条

の二において読み替えて準用する第十二

条第一項若しくは第二項（第二十八条の二

において準用する第十八条第二項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）

の規定により記載すべき事項について虚

偽の記載のある申立書により保護命令の

申立てをした者は、十万円以下の過料に処

する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して

六月を経過した日から施行する。ただし、

第二章、第六条（配偶者暴力相談支援セン

ターに係る部分に限る。）、第七条、第九

条（配偶者暴力相談支援センターに係る部

分に限る。）、第二十七条及び第二十八条

の規定は、平成十四年四月一日から施行す

る。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦

人相談所に対し被害者が配偶者からの身

体に対する暴力に関して相談し、又は援助

若しくは保護を求めた場合における当該

被害者からの保護命令の申立てに係る事

件に関する第十二条第一項第四号並びに

第十四条第二項及び第三項の規定の適用

については、これらの規定中「配偶者暴力

相談支援センター」とあるのは、「婦人相

談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この

法律の施行後三年を目途として、この法律

の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、

その結果に基づいて必要な措置が講ぜられ

るものとする。 
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

平成二十七年法律第六十四号 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第

十八条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公

表（第二十条・第二十一条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推

進するための支援措置（第二十二条―第二

十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によ

って職業生活を営み、又は営もうとする女

性がその個性と能力を十分に発揮して職

業生活において活躍すること（以下「女性

の職業生活における活躍」という。）が一

層重要となっていることに鑑み、男女共同

参画社会基本法（平成十一年法律第七十八

号）の基本理念にのっとり、女性の職業生

活における活躍の推進について、その基本

原則を定め、並びに国、地方公共団体及び

事業主の責務を明らかにするとともに、基

本方針及び事業主の行動計画の策定、女性

の職業生活における活躍を推進するため

の支援措置等について定めることにより、

女性の職業生活における活躍を迅速かつ

重点的に推進し、もって男女の人権が尊重

され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国

民の需要の多様化その他の社会経済情勢

の変化に対応できる豊かで活力ある社会

を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推

進は、職業生活における活躍に係る男女間

の格差の実情を踏まえ、自らの意思によっ

て職業生活を営み、又は営もうとする女性

に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び

雇用形態の変更その他の職業生活に関す

る機会の積極的な提供及びその活用を通

じ、かつ、性別による固定的な役割分担等

を反映した職場における慣行が女性の職

業生活における活躍に対して及ぼす影響

に配慮し、併せて、女性の健康上の特性に

留意して、その個性と能力が十分に発揮で

きるようにすることを旨として、行われな

ければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、

職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、

育児、介護その他の家庭生活に関する事由

によりやむを得ず退職することが多いこ

とその他の家庭生活に関する事由が職業

生活に与える影響を踏まえ、家族を構成す

る男女が、男女の別を問わず、相互の協力

と社会の支援の下に、育児、介護その他の

家庭生活における活動について家族の一

員としての役割を円滑に果たしつつ職業

生活における活動を行うために必要な環

境の整備等により、男女の職業生活と家庭

生活との円滑かつ継続的な両立が可能と

なることを旨として、行われなければなら
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ない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に

当たっては、女性の職業生活と家庭生活と

の両立に関し、本人の意思が尊重されるべ

きものであることに留意されなければな

らない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定め

る女性の職業生活における活躍の推進に

ついての基本原則（次条及び第五条第一項

において「基本原則」という。）にのっと

り、女性の職業生活における活躍の推進に

関して必要な施策を策定し、及びこれを実

施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、そ

の雇用し、又は雇用しようとする女性労働

者に対する職業生活に関する機会の積極

的な提供、雇用する労働者の職業生活と家

庭生活との両立に資する雇用環境の整備

その他の女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組を自ら実施するよう努

めるとともに、国又は地方公共団体が実施

する女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策に協力しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性

の職業生活における活躍の推進に関する

施策を総合的かつ一体的に実施するため、

女性の職業生活における活躍の推進に関

する基本方針（以下「基本方針」という。）

を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に

関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組に関する

基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に

関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進す

るための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るた

めに必要な環境の整備に関する事項 

ハ 職場において行われる就業環境を害す

る言動に起因する問題の解決を促進する

ために必要な措置に関する事項 

ニ その他女性の職業生活における活躍の

推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業

生活における活躍を推進するために必要

な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、

閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議

の決定があったときは、遅滞なく、基本方

針を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更につい

て準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、

当該都道府県の区域内における女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策

についての計画（以下この条において「都

道府県推進計画」という。）を定めるよう

努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画

が定められているときは、基本方針及び都

道府県推進計画）を勘案して、当該市町村

の区域内における女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する施策についての計
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画（次項において「市町村推進計画」とい

う。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計

画又は市町村推進計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総

務大臣は、事業主が女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組を総合的かつ

効果的に実施することができるよう、基本

方針に即して、次条第一項に規定する一般

事業主行動計画及び第十九条第一項に規

定する特定事業主行動計画（次項において

「事業主行動計画」と総称する。）の策定

に関する指針（以下「事業主行動計画策定

指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次

に掲げる事項につき、事業主行動計画の指

針となるべきものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的

な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大

臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主

（以下「一般事業主」という。）であって、

常時雇用する労働者の数が百人を超える

ものは、事業主行動計画策定指針に即して、

一般事業主行動計画（一般事業主が実施す

る女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する計画をいう。以下同

じ。）を定め、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、厚生労働大臣に届け出なければ

ならない。これを変更したときも、同様と

する。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲

げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の実施により達成しようとす

る目標 

三 実施しようとする女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組の内容及び

その実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事

業主行動計画を定め、又は変更しようとす

るときは、厚生労働省令で定めるところに

より、採用した労働者に占める女性労働者

の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働

時間の状況、管理的地位にある労働者に占

める女性労働者の割合その他のその事業

における女性の職業生活における活躍に

関する状況を把握し、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために改善すべき事

情について分析した上で、その結果を勘案

して、これを定めなければならない。この

場合において、前項第二号の目標について

は、採用する労働者に占める女性労働者の

割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の

割合、労働時間、管理的地位にある労働者

に占める女性労働者の割合その他の数値

を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事

業主行動計画を定め、又は変更したときは、
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厚生労働省令で定めるところにより、これ

を労働者に周知させるための措置を講じ

なければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事

業主行動計画を定め、又は変更したときは、

厚生労働省令で定めるところにより、これ

を公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事

業主行動計画に基づく取組を実施すると

ともに、一般事業主行動計画に定められた

目標を達成するよう努めなければならな

い。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働

者の数が百人以下のものは、事業主行動計

画策定指針に即して、一般事業主行動計画

を定め、厚生労働省令で定めるところによ

り、厚生労働大臣に届け出るよう努めなけ

ればならない。これを変更したときも、同

様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事

業主が一般事業主行動計画を定め、又は変

更しようとする場合について、第四項から

第六項までの規定は前項に規定する一般

事業主が一般事業主行動計画を定め、又は

変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第

七項の規定による届出をした一般事業主

からの申請に基づき、厚生労働省令で定め

るところにより、当該事業主について、女

性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関し、当該取組の実施の状況が優

良なものであることその他の厚生労働省

令で定める基準に適合するものである旨

の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以

下「認定一般事業主」という。）は、商品、

役務の提供の用に供する物、商品又は役務

の広告又は取引に用いる書類若しくは通

信その他の厚生労働省令で定めるもの（次

項及び第十四条第一項において「商品等」

という。）に厚生労働大臣の定める表示を

付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほ

か、商品等に同項の表示又はこれと紛らわ

しい表示を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主

が次の各号のいずれかに該当するときは、

第九条の認定を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくな

ったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に

違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受け

たとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主

からの申請に基づき、厚生労働省令で定め

るところにより、当該事業主について、女

性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関し、当該事業主の策定した一般

事業主行動計画に基づく取組を実施し、当

該一般事業主行動計画に定められた目標

を達成したこと、雇用の分野における男女

の均等な機会及び待遇の確保等に関する

法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十

三条の二に規定する業務を担当する者及

び育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律（平成三

年法律第七十六号）第二十九条に規定する

業務を担当する者を選任していること、当

該女性の職業生活における活躍の推進に
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関する取組の実施の状況が特に優良なも

のであることその他の厚生労働省令で定

める基準に適合するものである旨の認定

を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主

（以下「特例認定一般事業主」という。）

については、第八条第一項及び第七項の規

定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で

定めるところにより、毎年少なくとも一回、

女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施の状況を公表しなければ

ならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に

厚生労働大臣の定める表示を付すること

ができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示につ

いて準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事

業主が次の各号のいずれかに該当すると

きは、第十二条の認定を取り消すことがで

きる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を

取り消すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなく

なったと認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせ

ず、又は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又は

この法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受

けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員で

ある中小事業主（一般事業主であって、常

時雇用する労働者の数が三百人以下のも

のをいう。以下この項及び次項において同

じ。）が、当該承認中小事業主団体をして

女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施に関し必要な労働者の募

集を行わせようとする場合において、当該

承認中小事業主団体が当該募集に従事し

ようとするときは、職業安定法（昭和二十

二年法律第百四十一号）第三十六条第一項

及び第三項の規定は、当該構成員である中

小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業

主団体」とは、事業協同組合、協同組合連

合会その他の特別の法律により設立され

た組合若しくはその連合会であって厚生

労働省令で定めるもの又は一般社団法人

で中小事業主を直接又は間接の構成員と

するもの（厚生労働省令で定める要件に該

当するものに限る。）のうち、その構成員

である中小事業主に対して女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組を実

施するための人材確保に関する相談及び

援助を行うものであって、その申請に基づ

いて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助

を適切に行うための厚生労働省令で定め

る基準に適合する旨の承認を行ったもの

をいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が

前項に規定する基準に適合しなくなった

と認めるときは、同項の承認を取り消すこ

とができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定す

る募集に従事しようとするときは、厚生労

働省令で定めるところにより、募集時期、

募集人員、募集地域その他の労働者の募集

に関する事項で厚生労働省令で定めるも
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のを厚生労働大臣に届け出なければなら

ない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は

前項の規定による届出があった場合につ

いて、同法第五条の三第一項及び第四項、

第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、

第三十九条、第四十一条第二項、第四十二

条、第四十八条の三第一項、第四十八条の

四、第五十条第一項及び第二項並びに第五

十一条の規定は前項の規定による届出を

して労働者の募集に従事する者について、

同法第四十条の規定は同項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する者に

対する報酬の供与について、同法第五十条

第三項及び第四項の規定はこの項におい

て準用する同条第二項に規定する職権を

行う場合について、それぞれ準用する。こ

の場合において、同法第三十七条第二項中

「労働者の募集を行おうとする者」とある

のは「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律第十六条第四項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事しよう

とする者」と、同法第四十一条第二項中「当

該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は

期間」とあるのは「期間」と読み替えるも

のとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四

十二条の二の規定の適用については、同法

第三十六条第二項中「前項の」とあるのは

「被用者以外の者をして労働者の募集に

従事させようとする者がその被用者以外

の者に与えようとする」と、同法第四十二

条の二中「第三十九条に規定する募集受託

者」とあるのは「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律（平成二十七年法

律第六十四号）第十六条第四項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事する者」

と、「同項に」とあるのは「次項に」とす

る。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に

対し、第二項の相談及び援助の実施状況に

ついて報告を求めることができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の

規定による届出をして労働者の募集に従

事する承認中小事業主団体に対して、雇用

情報及び職業に関する調査研究の成果を

提供し、かつ、これらに基づき当該募集の

内容又は方法について指導することによ

り、当該募集の効果的かつ適切な実施を図

るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七

項の規定により一般事業主行動計画を策

定しようとする一般事業主又はこれらの

規定による届出をした一般事業主に対し

て、一般事業主行動計画の策定、労働者へ

の周知若しくは公表又は一般事業主行動

計画に基づく措置が円滑に実施されるよ

うに相談その他の援助の実施に努めるも

のとする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それ

らの長又はそれらの職員で政令で定める

もの（以下「特定事業主」という。）は、

政令で定めるところにより、事業主行動計

画策定指針に即して、特定事業主行動計画

（特定事業主が実施する女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組に関す

る計画をいう。以下この条において同じ。）

を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲

げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に
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関する取組の実施により達成しようとす

る目標 

三 実施しようとする女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組の内容及び

その実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定

め、又は変更しようとするときは、内閣府

令で定めるところにより、採用した職員に

占める女性職員の割合、男女の継続勤務年

数の差異、勤務時間の状況、管理的地位に

ある職員に占める女性職員の割合その他

のその事務及び事業における女性の職業

生活における活躍に関する状況を把握し、

女性の職業生活における活躍を推進する

ために改善すべき事情について分析した

上で、その結果を勘案して、これを定めな

ければならない。この場合において、前項

第二号の目標については、採用する職員に

占める女性職員の割合、男女の継続勤務年

数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的

地位にある職員に占める女性職員の割合

その他の数値を用いて定量的に定めなけ

ればならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を職員に周知させるための措置を講じな

ければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特

定事業主行動計画に基づく取組の実施の

状況を公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基

づく取組を実施するとともに、特定事業主

行動計画に定められた目標を達成するよ

う努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公

表 

（一般事業主による女性の職業選択に資す

る情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事

業主（常時雇用する労働者の数が三百人を

超えるものに限る。）は、厚生労働省令で

定めるところにより、職業生活を営み、又

は営もうとする女性の職業選択に資する

よう、その事業における女性の職業生活に

おける活躍に関する次に掲げる情報を定

期的に公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性

労働者に対する職業生活に関する機会の

提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭

生活との両立に資する雇用環境の整備に

関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前

項に規定する一般事業主を除く。）は、厚

生労働省令で定めるところにより、職業生

活を営み、又は営もうとする女性の職業選

択に資するよう、その事業における女性の

職業生活における活躍に関する前項各号

に掲げる情報の少なくともいずれか一方

を定期的に公表しなければならない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、

厚生労働省令で定めるところにより、職業

生活を営み、又は営もうとする女性の職業

選択に資するよう、その事業における女性

の職業生活における活躍に関する第一項

各号に掲げる情報の少なくともいずれか

一方を定期的に公表するよう努めなけれ

ばならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資す

る情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定め



参考資料 

151 

るところにより、職業生活を営み、又は営

もうとする女性の職業選択に資するよう、

その事務及び事業における女性の職業生

活における活躍に関する次に掲げる情報

を定期的に公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性

に対する職業生活に関する機会の提供に

関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生

活との両立に資する勤務環境の整備に関

する実績 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を

推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における

活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、

職業訓練、創業の支援その他の必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活におけ

る活躍を推進するため、前項の措置と相ま

って、職業生活を営み、又は営もうとする

女性及びその家族その他の関係者からの

相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報

の提供、助言その他の必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に

係る事務の一部を、その事務を適切に実施

することができるものとして内閣府令で

定める基準に適合する者に委託すること

ができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従

事する者又は当該事務に従事していた者

は、正当な理由なく、当該事務に関して知

り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における

活躍の推進に関する地方公共団体の施策

を支援するために必要な財政上の措置そ

の他の措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における

活躍の推進に資するため、国及び公庫等

（沖縄振興開発金融公庫その他の特別の

法律によって設立された法人であって政

令で定めるものをいう。）の役務又は物件

の調達に関し、予算の適正な使用に留意し

つつ、認定一般事業主、特例認定一般事業

主その他の女性の職業生活における活躍

に関する状況又は女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の実施の状況

が優良な一般事業主（次項において「認定

一般事業主等」という。）の受注の機会の

増大その他の必要な施策を実施するもの

とする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認

定一般事業主等の受注の機会の増大その

他の必要な施策を実施するように努める

ものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の

職業生活における活躍の推進について、国

民の関心と理解を深め、かつ、その協力を

得るとともに、必要な啓発活動を行うもの

とする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組に資するよう、国

内外における女性の職業生活における活

躍の状況及び当該取組に関する情報の収

集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域にお
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いて女性の職業生活における活躍の推進

に関する事務及び事業を行う国及び地方

公共団体の機関（以下この条において「関

係機関」という。）は、第二十二条第一項

の規定により国が講ずる措置及び同条第

二項の規定により地方公共団体が講ずる

措置に係る事例その他の女性の職業生活

における活躍の推進に有用な情報を活用

することにより、当該区域において女性の

職業生活における活躍の推進に関する取

組が効果的かつ円滑に実施されるように

するため、関係機関により構成される協議

会（以下「協議会」という。）を組織する

ことができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方

公共団体の区域内において第二十二条第

三項の規定による事務の委託がされてい

る場合には、当該委託を受けた者を協議会

の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があ

ると認めるときは、協議会に次に掲げる者

を構成員として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員

（以下この項において「関係機関等」とい

う。）が相互の連絡を図ることにより、女

性の職業生活における活躍の推進に有用

な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密

化を図るとともに、地域の実情に応じた女

性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公

共団体は、内閣府令で定めるところにより、

その旨を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又

は協議会の事務に従事していた者は、正当

な理由なく、協議会の事務に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協

議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

協議会が定める。 

 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行

に関し必要があると認めるときは、第八条

第一項に規定する一般事業主又は認定一

般事業主若しくは特例認定一般事業主で

ある同条第七項に規定する一般事業主に

対して、報告を求め、又は助言、指導若し

くは勧告をすることができる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一

項若しくは第二項の規定による公表をせ

ず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一

項に規定する一般事業主又は第二十条第

三項に規定する情報に関し虚偽の公表を

した認定一般事業主若しくは特例認定一

般事業主である第八条第七項に規定する

一般事業主に対し、前条の規定による勧告

をした場合において、当該勧告を受けた者

がこれに従わなかったときは、その旨を公

表することができる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第

十二条、第十五条、第十六条、第三十条及

び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、

厚生労働省令で定めるところにより、その

一部を都道府県労働局長に委任すること

ができる。 
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（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、

この法律の実施のため必要な事項は、政令

で定める。 

 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用

する職業安定法第四十一条第二項の規定

による業務の停止の命令に違反して、労働

者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁

刑又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当す

る者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以

下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘

密を漏らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏

らした者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当す

る者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以

下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をし

ないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業

安定法第三十七条第二項の規定による指

示に従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業

安定法第三十九条又は第四十条の規定に

違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当す

る者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において

準用する場合を含む。）の規定に違反した

者 

二 第十六条第五項において準用する職業

安定法第五十条第一項の規定による報告

をせず、又は虚偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業

安定法第五十条第二項の規定による立入

り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌

避し、又は質問に対して答弁をせず、若し

くは虚偽の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業

安定法第五十一条第一項の規定に違反し

て秘密を漏らした者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しく

は人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関し、第三十四条、

第三十六条又は前条の違反行為をしたと

きは、行為者を罰するほか、その法人又は

人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告を

せず、又は虚偽の報告をした者は、二十万

円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

ただし、第三章（第七条を除く。）、第五

章（第二十八条を除く。）及び第六章（第

三十条を除く。）の規定並びに附則第五条

の規定は、平成二十八年四月一日から施行

する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、令和十八年三月三十一

日限り、その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に

係る事務に従事していた者の当該事務に

関して知り得た秘密については、同条第四

項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、

前項の規定にかかわらず、同項に規定する

日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該

事務に関して知り得た秘密については、第

二十八条の規定（同条に係る罰則を含む。）
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は、第一項の規定にかかわらず、同項に規

定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する

罰則の適用については、この法律は、第一

項の規定にかかわらず、同項に規定する日

後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定

するもののほか、この法律の施行に伴い必

要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経

過した場合において、この法律の施行の状

況を勘案し、必要があると認めるときは、

この法律の規定について検討を加え、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるもの

とする。 
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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

令和四年法律第五十二号 

 

目次 

第一章 総則 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等 

第三章 女性相談支援センターによる支援

等 

第四章 雑則 

第五章 罰則 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、女性が日常生活又は社

会生活を営むに当たり女性であることに

より様々な困難な問題に直面することが

多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性

の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱

える女性への支援に関する必要な事項を

定めることにより、困難な問題を抱える女

性への支援のための施策を推進し、もって

人権が尊重され、及び女性が安心して、か

つ、自立して暮らせる社会の実現に寄与す

ることを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「困難な問題を抱

える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、

地域社会との関係性その他の様々な事情

により日常生活又は社会生活を円滑に営

む上で困難な問題を抱える女性（そのおそ

れのある女性を含む。）をいう。 

（基本理念） 

第三条 困難な問題を抱える女性への支援

のための施策は、次に掲げる事項を基本理

念として行われなければならない。 

一 女性の抱える問題が多様化するととも

に複合化し、そのために複雑化しているこ

とを踏まえ、困難な問題を抱える女性が、

それぞれの意思が尊重されながら、抱えて

いる問題及びその背景、心身の状況等に応

じた最適な支援を受けられるようにする

ことにより、その福祉が増進されるよう、

その発見、相談、心身の健康の回復のため

の援助、自立して生活するための援助等の

多様な支援を包括的に提供する体制を整

備すること。 

二 困難な問題を抱える女性への支援が、関

係機関及び民間の団体の協働により、早期

から切れ目なく実施されるようにするこ

と。 

三 人権の擁護を図るとともに、男女平等の

実現に資することを旨とすること。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本

理念にのっとり、困難な問題を抱える女性

への支援のために必要な施策を講ずる責

務を有する。 

（関連施策の活用） 

第五条 国及び地方公共団体は、困難な問題

を抱える女性への支援のための施策を講

ずるに当たっては、必要に応じて福祉、保

健医療、労働、住まい及び教育に関する施

策その他の関連施策の活用が図られるよ

う努めなければならない。 

（緊密な連携） 

第六条 国及び地方公共団体は、困難な問題

を抱える女性への支援のための施策を講

ずるに当たっては、関係地方公共団体相互

間の緊密な連携が図られるとともに、この

法律に基づく支援を行う機関と福祉事務
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所（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十

五号）に規定する福祉に関する事務所をい

う。）、児童相談所、児童福祉施設（児童

福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）

第七条第一項に規定する児童福祉施設を

いう。）、保健所、医療機関、職業紹介機

関（労働施策の総合的な推進並びに労働者

の雇用の安定及び職業生活の充実等に関

する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）

第二条に規定する職業紹介機関をいう。）、

職業訓練機関、教育機関、都道府県警察、

日本司法支援センター（総合法律支援法

（平成十六年法律第七十四号）第十三条に

規定する日本司法支援センターをいう。）、

配偶者暴力相談支援センター（配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律（平成十三年法律第三十一号）第三

条第一項に規定する配偶者暴力相談支援

センターをいう。）その他の関係機関との

緊密な連携が図られるよう配慮しなけれ

ばならない。 

 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画

等 

（基本方針）  

第七条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱え

る女性への支援のための施策に関する基

本的な方針（以下「基本方針」という。）

を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項に

つき、次条第一項の都道府県基本計画及び

同条第三項の市町村基本計画の指針とな

るべきものを定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関

する基本的な事項 

二 困難な問題を抱える女性への支援のた

めの施策の内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支

援のための施策の実施に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又は

これを変更しようとするときは、あらかじ

め、関係行政機関の長に協議しなければな

らない。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又は

これを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等）  

第八条 都道府県は、基本方針に即して、当

該都道府県における困難な問題を抱える

女性への支援のための施策の実施に関す

る基本的な計画（以下この条において「都

道府県基本計画」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関

する基本的な方針 

二 困難な問題を抱える女性への支援のた

めの施策の実施内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支

援のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、

基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画

を勘案して、当該市町村における困難な問

題を抱える女性への支援のための施策の

実施に関する基本的な計画（以下この条に

おいて「市町村基本計画」という。）を定

めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計

画又は市町村基本計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に

対し、都道府県基本計画又は市町村基本計
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画の作成のために必要な助言その他の援

助を行うよう努めなければならない。 

 

第三章 女性相談支援センターによる支

援等 

（女性相談支援センター） 

第九条 都道府県は、女性相談支援センター

を設置しなければならない。 

２ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七

号）第二百五十二条の十九第一項の指定都

市（以下「指定都市」という。）は、女性

相談支援センターを設置することができ

る。 

３ 女性相談支援センターは、困難な問題を

抱える女性への支援に関し、主として次に

掲げる業務を行うものとする。 

一 困難な問題を抱える女性に関する各般

の問題について、困難な問題を抱える女性

の立場に立って相談に応ずること又は第

十一条第一項に規定する女性相談支援員

若しくは相談を行う機関を紹介すること。 

二 困難な問題を抱える女性（困難な問題を

抱える女性がその家族を同伴する場合に

あっては、困難な問題を抱える女性及びそ

の同伴する家族。次号から第五号まで及び

第十二条第一項において同じ。）の緊急時

における安全の確保及び一時保護を行う

こと。 

三 困難な問題を抱える女性の心身の健康

の回復を図るため、医学的又は心理学的な

援助その他の必要な援助を行うこと。 

四 困難な問題を抱える女性が自立して生

活することを促進するため、就労の支援、

住宅の確保、援護、児童の保育等に関する

制度の利用等について、情報の提供、助言、

関係機関との連絡調整その他の援助を行

うこと。 

五 困難な問題を抱える女性が居住して保

護を受けることができる施設の利用につ

いて、情報の提供、助言、関係機関との連

絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 女性相談支援センターは、その業務を行

うに当たっては、その支援の対象となる者

の抱えている問題及びその背景、心身の状

況等を適切に把握した上で、その者の意向

を踏まえながら、最適な支援を行うものと

する。 

５ 女性相談支援センターに、所長その他所

要の職員を置く。 

６ 女性相談支援センターには、第三項第二

号の一時保護を行う施設を設けなければ

ならない。 

７ 第三項第二号の一時保護は、緊急に保護

することが必要と認められる場合その他

厚生労働省令で定める場合に、女性相談支

援センターが、自ら行い、又は厚生労働大

臣が定める基準を満たす者に委託して行

うものとする。 

８ 前項の規定による委託を受けた者若し

くはその役員若しくは職員又はこれらの

者であった者は、正当な理由がなく、その

委託を受けた業務に関して知り得た秘密

を漏らしてはならない。 

９ 第三項第二号の一時保護に当たっては、

その対象となる者が監護すべき児童を同

伴する場合には、当該児童の状況に応じて、

当該児童への学習に関する支援が行われ

るものとする。 

１０ 女性相談支援センターは、その業務を

行うに当たっては、必要に応じ、困難な問

題を抱える女性への支援に関する活動を

行う民間の団体との連携に努めるものと

する。 

１１ 前各項に定めるもののほか、女性相談
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支援センターに関し必要な事項は、政令で

定める。 

（女性相談支援センターの所長による報告

等） 

第十条 女性相談支援センターの所長は、困

難な問題を抱える女性であって配偶者の

ないもの又はこれに準ずる事情にあるも

の及びその者の監護すべき児童について、

児童福祉法第六条の三第十八項に規定す

る妊産婦等生活援助事業の実施又は同法

第二十三条第二項に規定する母子保護の

実施が適当であると認めたときは、これら

の者を当該妊産婦等生活援助事業の実施

又は当該母子保護の実施に係る都道府県

又は市町村の長に報告し、又は通知しなけ

ればならない。 

（女性相談支援員） 

第十一条 都道府県（女性相談支援センター

を設置する指定都市を含む。第二十条第一

項（第四号から第六号までを除く。）並び

に第二十二条第一項及び第二項第一号に

おいて同じ。）は、困難な問題を抱える女

性について、その発見に努め、その立場に

立って相談に応じ、及び専門的技術に基づ

いて必要な援助を行う職務に従事する職

員（以下「女性相談支援員」という。）を

置くものとする。 

２ 市町村（女性相談支援センターを設置す

る指定都市を除く。第二十条第二項及び第

二十二条第二項第二号において同じ。）は、

女性相談支援員を置くよう努めるものと

する。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっては、そ

の職務を行うのに必要な能力及び専門的

な知識経験を有する人材の登用に特に配

慮しなければならない。 

（女性自立支援施設） 

第十二条 都道府県は、困難な問題を抱える

女性を入所させて、その保護を行うととも

に、その心身の健康の回復を図るための医

学的又は心理学的な援助を行い、及びその

自立の促進のためにその生活を支援し、あ

わせて退所した者について相談その他の

援助を行うこと（以下「自立支援」という。）

を目的とする施設（以下「女性自立支援施

設」という。）を設置することができる。 

２ 都道府県は、女性自立支援施設における

自立支援を、その対象となる者の意向を踏

まえながら、自ら行い、又は市町村、社会

福祉法人その他適当と認める者に委託し

て行うことができる。 

３ 女性自立支援施設における自立支援に

当たっては、その対象となる者が監護すべ

き児童を同伴する場合には、当該児童の状

況に応じて、当該児童への学習及び生活に

関する支援が行われるものとする。 

（民間の団体との協働による支援） 

第十三条 都道府県は、困難な問題を抱える

女性への支援に関する活動を行う民間の

団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、

困難な問題を抱える女性について、その意

向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の

提供、インターネットの活用、関係機関へ

の同行その他の厚生労働省令で定める方

法により、その発見、相談その他の支援に

関する業務を行うものとする。 

２ 市町村は、困難な問題を抱える女性への

支援に関する活動を行う民間の団体と協

働して、その自主性を尊重しつつ、困難な

問題を抱える女性について、その意向に留

意しながら、前項の業務を行うことができ

る。 

（民生委員等の協力） 

第十四条 民生委員法（昭和二十三年法律第
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百九十八号）に定める民生委員、児童福祉

法に定める児童委員、人権擁護委員法（昭

和二十四年法律第百三十九号）に定める人

権擁護委員、保護司法（昭和二十五年法律

第二百四号）に定める保護司及び更生保護

事業法（平成七年法律第八十六号）に定め

る更生保護事業を営む者は、この法律の施

行に関し、女性相談支援センター及び女性

相談支援員に協力するものとする。 

（支援調整会議）  

第十五条 地方公共団体は、単独で又は共同

して、困難な問題を抱える女性への支援を

適切かつ円滑に行うため、関係機関、第九

条第七項又は第十二条第二項の規定によ

る委託を受けた者、困難な問題を抱える女

性への支援に関する活動を行う民間の団

体及び困難な問題を抱える女性への支援

に従事する者その他の関係者（以下この条

において「関係機関等」という。）により

構成される会議（以下この条において「支

援調整会議」という。）を組織するよう努

めるものとする。 

２ 支援調整会議は、困難な問題を抱える女

性への支援を適切かつ円滑に行うために

必要な情報の交換を行うとともに、困難な

問題を抱える女性への支援の内容に関す

る協議を行うものとする。 

３ 支援調整会議は、前項に規定する情報の

交換及び協議を行うため必要があると認

めるときは、関係機関等に対し、資料又は

情報の提供、意見の開陳その他必要な協力

を求めることができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めが

あった場合には、これに協力するよう努め

るものとする。 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議を構成

する関係機関等の区分に従い、当該各号に

定める者は、正当な理由がなく、支援調整

会議の事務に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機関

の職員又は職員であった者 

二 法人 当該法人の役員若しくは職員又

はこれらの者であった者 

三 前二号に掲げる者以外の者 支援調整

会議を構成する者又は当該者であった者 

６ 前各項に定めるもののほか、支援調整会

議の組織及び運営に関し必要な事項は、支

援調整会議が定める。 

 

第四章 雑則  

（教育及び啓発） 

第十六条 国及び地方公共団体は、この法律

に基づく困難な問題を抱える女性への支

援に関し国民の関心と理解を深めるため

の教育及び啓発に努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、自己がかけがえ

のない個人であることについての意識の

涵養に資する教育及び啓発を含め、女性が

困難な問題を抱えた場合にこの法律に基

づく支援を適切に受けることができるよ

うにするための教育及び啓発に努めるも

のとする。 

（調査研究の推進） 

第十七条 国及び地方公共団体は、困難な問

題を抱える女性への支援に資するため、効

果的な支援の方法、その心身の健康の回復

を図るための方法等に関する調査研究の

推進に努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、困難な問

題を抱える女性への支援に従事する者の

適切な処遇の確保のための措置、研修の実

施その他の措置を講ずることにより、困難
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な問題を抱える女性への支援に係る人材

の確保、養成及び資質の向上を図るよう努

めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第十九条 国及び地方公共団体は、困難な問

題を抱える女性への支援に関する活動を

行う民間の団体に対し、必要な援助を行う

よう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十条 都道府県は、次に掲げる費用（女

性相談支援センターを設置する指定都市

にあっては、第一号から第三号までに掲げ

る費用に限る。）を支弁しなければならな

い。 

一 女性相談支援センターに要する費用（次

号に掲げる費用を除く。） 

二 女性相談支援センターが行う第九条第

三項第二号の一時保護（同条第七項に規定

する厚生労働大臣が定める基準を満たす

者に委託して行う場合を含む。）及びこれ

に伴い必要な事務に要する費用 

三 都道府県が置く女性相談支援員に要す

る費用 

四 都道府県が設置する女性自立支援施設

の設備に要する費用 

五 都道府県が行う自立支援（市町村、社会

福祉法人その他適当と認める者に委託し

て行う場合を含む。）及びこれに伴い必要

な事務に要する費用 

六 第十三条第一項の規定により都道府県

が自ら行い、又は民間の団体に委託して行

う困難な問題を抱える女性への支援に要

する費用 

２ 市町村は、市町村が置く女性相談支援員

に要する費用を支弁しなければならない。 

３ 市町村は、第十三条第二項の規定により

市町村が自ら行い、又は民間の団体に委託

して行う困難な問題を抱える女性への支

援に要する費用を支弁しなければならな

い。 

（都道府県等の補助） 

第二十一条 都道府県は、社会福祉法人が設

置する女性自立支援施設の設備に要する

費用の四分の三以内を補助することがで

きる。 

２ 都道府県又は市町村は、第十三条第一項

又は第二項の規定に基づく業務を行うに

当たって、法令及び予算の範囲内において、

困難な問題を抱える女性への支援に関す

る活動を行う民間の団体の当該活動に要

する費用（前条第一項第六号の委託及び同

条第三項の委託に係る委託費の対象とな

る費用を除く。）の全部又は一部を補助す

ることができる。 

（国の負担及び補助） 

第二十二条 国は、政令で定めるところによ

り、都道府県が第二十条第一項の規定によ

り支弁した費用のうち、同項第一号及び第

二号に掲げるものについては、その十分の

五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次に掲げ

る費用の十分の五以内を補助することが

できる。 

一 都道府県が第二十条第一項の規定によ

り支弁した費用のうち、同項第三号及び第

五号に掲げるもの（女性相談支援センター

を設置する指定都市にあっては、同項第三

号に掲げるものに限る。） 

二 市町村が第二十条第二項の規定により

支弁した費用 

３ 国は、予算の範囲内において、都道府県

が第二十条第一項の規定により支弁した

費用のうち同項第六号に掲げるもの及び

市町村が同条第三項の規定により支弁し
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た費用並びに都道府県及び市町村が前条

第二項の規定により補助した金額の全部

又は一部を補助することができる。 

 

第五章 罰則 

第二十三条 第九条第八項又は第十五条第

五項の規定に違反して秘密を漏らした者

は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰

金に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三

十八条の規定 公布の日 

二 附則第三十四条の規定 この法律の公

布の日又は児童福祉法等の一部を改正す

る法律（令和四年法律第六十六号）の公布

の日のいずれか遅い日 

三 略 

四 附則第三十六条の規定 この法律の公

布の日又は刑法等の一部を改正する法律

の施行に伴う関係法律の整理等に関する

法律（令和四年法律第六十八号）の公布の

日のいずれか遅い日 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の公布後三年を目

途として、この法律に基づく支援を受ける

者の権利を擁護する仕組みの構築及び当

該支援の質を公正かつ適切に評価する仕

組みの構築について検討を加え、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとす

る。 

２ 政府は、前項に定める事項のほか、この

法律の施行後三年を目途として、この法律

の施行の状況について検討を加え、必要が

あると認めるときは、その結果に基づいて

所要の措置を講ずるものとする。 

（準備行為） 

第三条 厚生労働大臣は、この法律の施行の

日（以下「施行日」という。）前において

も、第七条第一項から第三項までの規定の

例により、基本方針を定めることができる。

この場合において、厚生労働大臣は、同条

第四項の規定の例により、これを公表する

ことができる。 

２ 前項の規定により定められ、公表された

基本方針は、施行日において、第七条第一

項から第三項までの規定により定められ、

同条第四項の規定により公表された基本

方針とみなす。 

（婦人補導院法の廃止） 

第十条 婦人補導院法は、廃止する。 

（婦人補導院法の廃止に伴う経過措置） 

第十一条 旧婦人補導院法第十二条の規定

による手当金の支給及び旧婦人補導院法

第十九条の規定による遺留金品の措置に

ついては、なお従前の例による。この場合

において、これらに関する事務は、法務省

令で定める法務省の職員が行うものとす

る。 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、

この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。 

 附 則 （令和四年六月一五日法律第六六

号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第七条、第八条及び第十七条の規定 
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公布の日 

（罰則に関する経過措置） 

第十六条 この法律の施行前にした行為に

対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

（政令への委任） 

第十七条 附則第三条から前条までに規定

するもののほか、この法律の施行に伴い必

要な経過措置（罰則に関する経過措置を含

む。）は、政令で定める。 

 附 則 （令和四年六月一七日法律第六八

号） 抄  

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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